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円と直線は道路網を表わし、その中央に整備された道路を画いた。道路網の色を毎月変えて季節感を出すようにした。



嶬朧
朧
嶬戸
特
集
/
明
石
海
峡
大
橋
壽
臓
臓
讓
嚢
嶬
臓
讓
嶬
嶬

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
通

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
総
務
課

一

は
じ
め
に

平
成
一
〇
年
四
月
五
日
、
昭
和
六
三
年
五
月
の
現

地
工
事
着
手
か
ら
約
一
〇
年
の
歳
月
を
か
け
た
世
界

最
長
の
つ
り
橋
、
明
石
海
峡
大
橋
と
そ
の
関
連
区
間

(神
戸
西
I
C
ー
津
名
一
宮
)
四
四
･
四
蝿
の
供
用

に
よ
り
、
兵
庫
県
神
戸
市
と
徳
島
県
鳴
門
市
を
結
ぶ

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
八
九
如
が
全
線
開
通
致
し

ま
し
た
。

以
下
、
こ
の
道
路
の
建
設
ま
で
の
経
緯
、
概
要
、

料
金
、
開
通
効
果
等
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

二

建
設
ま
で
の
経
緯

明
石
海
峡
架
橋
の
構
想
は
、
昭
和
二
八
年
に
当
時

神
戸
市
長
で
あ
っ
た
原
ロ
忠
次
郎
氏
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
、
神
戸
市
独
自
で
準
備
調
査
を
開
始
し
た
こ
と

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
昭
和
二
九
年
六
月
の
青
函
連
絡
船
洞
爺

丸
事
故
、
昭
和
三
〇
年
五
月
宇
高
連
絡
船
紫
雲
丸
事

故
の
海
難
事
故
に
よ
り
、
本
州
と
四
国
と
を
陸
路
で

連
絡
す
る
必
要
性
が
広
く
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な

り
ま
し
た
。

昭
和
三
〇
年
に
国
鉄
が
本
四
淡
路
線
の
調
査
に
着

手
、
昭
和
三
四
年
に
は
建
設
省
が
本
州
四
国
連
絡
架

橋
の
調
査
に
着
手
し
ま
し
た
。

昭
和
三
七
年
一
月
、
建
設
省
と
国
鉄
が
土
木
学
会

に
共
同
委
託
し
設
置
さ
れ
た

｢本
州
四
国
連
絡
橋
技

術
調
査
委
員
会
｣
(委
員
長
･故
田
中
豊
東
大
名
誉
教

授
)
に
よ
り
調
査
･
検
討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
昭
和
四
三
年
二
月
、
本
州
四
国
連
絡
橋

(五
ル

ー
ト
)
の
工
費
、
工
期
等
に
関
す
る
検
討
結
果
が
、

建
設
省
な
ら
び
に
運
輸
省
か
ら
発
表
さ
れ
、
そ
れ
ま

で
夢
で
あ
っ
た
明
石
海
峡
に
お
け
る
架
橋
が
技
術
的

に
も
可
能
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
ま
し
た
。

昭
和
四
四
年
五
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢新
全
国

総
合
開
発
計
画
｣
に
お
い
て
本
州
四
国
連
絡
橋
の
神

戸
･鳴
門
ル
ー
ト
、
児
島
･坂
出
ル
ー
ト
及
び
尾
道
･

今
治
ル
ー
ト
の
三
ル
ー
ト
の
建
設
が
明
記
さ
れ
、
架

橋
実
現
に
向
け
て
大
き
く
前
進
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
は
、
技
術
的
難
問
題
を

克
服
し
つ
つ
、
道
路
と
鉄
道
を
一
体
と
し
て
総
合
調

整
し
な
が
ら
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

新
た
な
機
関
を
設
立
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
本

州
四
国
連
絡
橋
公
団
法

(昭
和
四
五
年
法
律
第
八
一

道堆手セ 98.5



表 1 神戸淡路鳴門自動車道年表

昭和34, 4 建設省が本州四国連絡橋の調査を開始

昭和38. 4 建設省が神戸市に本四連絡道路調査事務所を

設置

昭和44. 5 建設省より日本道路公団が調査を引き継ぐ

昭和45. 7 本州四国連絡橋公団設立

昭和48, 9 建設大臣及び運輸大臣から工事基本計画指示

昭和48,10 建設大臣及び運輸大臣から工事実施計画許可

昭和5主 7 大鳴門橋起工式

昭和56,11 ｢本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期

航路事業等に関する特別措置法｣ 施行

昭和60, 6 本州四国連絡橋道路津名一宮IC が州本IC間及

び西淡出入ロ ･鳴門北IC間 (大鳴門橋) 供用

開始

昭和60, 8 国土庁長官 ･運輸大臣 ･建設大臣、 明石海峡

大橋を道路単独橋とする方針に合意

昭和60,12 国土庁長官 ･運輸大臣 ･建設大臣の協議によ

り事業化を図る橋梁として明石海峡大橋が追

加決定

昭和61. 4 明石海峡大橋起工式 ･

昭和62. 5 本州四国連絡橋道路鳴門北IC ･鳴門IC間供用

開始

昭和62.10 本州四国連絡橋道路洲本IC ･西淡出入ロ問供

用開始

昭和63. 5 明石海峡大橋現地工事着手

平成元. 3 (明石海峡大橋) 2Pケーソン設置

平成元. 6 (明石海峡大橋) 3Pケーソン設置

平成 2. 1 明石海峡大橋関連区間用地取得開始

平成 2. 1 (明石海峡大橋) 4A基礎工事着手

平成 2. 3 (明石海峡大橋) 1A 基礎工事着手

平成 3. 3 (神戸側陸上部) 舞子トンネル導坑掘削の開

始 (T B M 発進)

平成 4 . 4 (明石海峡大橋) 2P主塔架設開始

平成 4. 6 (明石海峡大橋) 3P主塔架設開始

平成 4.1l (神戸側陸上部) 舞子トンネル本坑掘削開始

平成 5. 1 (明石海峡大橋) 2P主塔架設完了

平成 5. 2 建設大臣から一般国道28号工事基本計画変更

指示

平成 5. 2 一般国道28号 (西神地区) 工事実施計画認可

平成 5. 4 (明石海峡大橋) 3P主塔架設完了

平成 5. 4 鳴門北IC ~ 鳴門IC間 4車化工事着手

平成 5.11 (明石海峡大橋) パイロットロープ渡海

平成 5.12 (神戸側陸上部) 舞子高架橋上部工工事着手

平成 6. 3 明石海峡大橋関連区間土工工事全面着手

平成 6. 4 (明石海峡大橋)1A 躯体コンクリート打設完

了

平成 6. 6 (明石海峡大橋)4A 躯体コンクリート打設完

了

平成 6. 6 (明石海峡大橋) ケーブルストランド引き出

し開始

平成 6. 7 津名一宮IC ~ 洲本IC間 4車化工事着手

平成 6,12 明石海峡大橋関連航路指定告示

平成 7, 1 阪神 淡路大震災発生

平成 7, 6 (明石海峡大橋) 楠鋼桁架設開始

平成 8 , 4 (神戸側陸上部) 舞子トンネル貫通式

平成 8 , 9 (明石海峡大橋) 補鋼桁閉合式

平成 9 . 6 神戸 ･鳴門ルートの道路名称等が決定

平成 9 . 7 神戸淡路鳴門自動車道の供用予定日発表

< 平成10年 4月 5日>

平成 9 .10 津名一宮IC ~ 洲本IC間 4車化工事完成

平成10. 3 鳴門北IC ~ 鳴門IC間 4車化工事完成

平成10. 4 神戸淡路鳴門自動車道全線供用開始
起
工
式
が
行
わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

直
前
に
な
り
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
起
因
す
る

総
需
要
抑
制
策
の
一
環
と
し
て
、
工
事
は
全
面
的
に

間
の
調
査
期
間
を
経
て
、
昭
和
四
八
年
一
〇
月
、
建

設
･
運
輸
両
大
臣
か
ら
三
ル
ー
ト
の
工
事
実
施
計
画

が
認
可
さ
れ
、
同
年
一
一
月
に
は
三
ル
ー
ト
同
時
の

号
)
の
成
立
を
う
け
、
昭
和
四
五
年
七
月
本
州
四
国

連
絡
橋
公
団
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
設
立
の
後
、
お
よ
そ
三
年



凍
結
さ
れ
ま
し
た
。

二
年
後
の
昭
和
五
〇
年
八
月
、
本
四
架
橋
に
関
す

る
当
面
の
政
府
方
針
が
決
定
さ
れ
、
以
降
、
そ
の
方

針
に
基
づ
き
一
ル
ー
ト
三
橋

(児
島
･
坂
出
ル
ー
ト
、

大
鳴
門
橋
、
大
三
島
橋
及
び
因
島
大
橋
)
の
事
業
化

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
に
つ
い
て
は
、

四
国
と
淡
路
島
を
結
ぶ
大
鳴
門
橋
と
そ
の
関
連
区
間

が
昭
和
五
一
年
七
月
に
着
工
後
、
約
九
年
か
け
て
昭

和
六
〇
年
六
月
に
西
淡
出
入
ロ
･鳴
門
北
I
C
間
(大

鳴
門
橋
)
及
び
津
名
一
宮
I
C
･
洲
本
I
C
間
が
開

通
、
以
後
鳴
門
北
I
C
･
鳴
門
I
C
間

(昭
和
六
二

年
五
月
)、
洲
本
I
C
･西
淡
出
入
ロ
間

(昭
和
六
二

年
一
〇
月
)
に
開
通
い
た
し
ま
し
た
。

一
方
こ
の
間
、
明
石
海
峡
大
橋
等
に
つ
い
て
は
検

討
の
熟
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

明
石
海
峡
大
橋
は
、
当
初
、
道
路
鉄
道
併
用
橋
(中

央
支
間
長
一
、
七
八
0
m
)
で
計
画
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
の
後
の
社
会
経
済
情
勢
、
国
鉄
の
財
政
事

情
等
に
よ
り
、
昭
和
五
六
年
六
月
、
国
土
庁
、
運
輸

省
及
び
建
設
省
の
協
議
に
基
づ
き
、
道
路
単
独
橋
と

し
て
の
可
能
性
調
査
が
建
設
省
か
ら
指
示
さ
れ
、
そ

の
後
、
超
高
強
度
ケ
ー
ブ
ル
の
技
術
開
発
と
相
ま
っ

て
、
約
二
、
0
0
o
m
の
支
間
長
を
も
つ
世
界
最
長

の
つ
り
橋
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

昭
和
六
〇
年
八
月
、
本
四
公
団
か
ら
の
道
路
単
独

橋
と
し
て
の
調
査
結
果
の
報
告
を
受
け
、
国
土
庁
長

官
、
運
輸
大
臣
、
建
設
大
臣
の
間
で
明
石
海
峡
大
橋

を
道
路
単
独
橋
と
し
て
建
設
す
る
方
針
が
合
意
さ
れ
、

同
年
一
二
月
、
中
央
支
間
長
一
、
九
九
0
m
の
つ
り

橋
と
し
て
事
業
化
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

図 1 神戸淡路鳴門自動車道ルート図



三

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
概
要

神
戸
側
陸
上
部

(神
戸
西
ー
C
か
ら
垂
水
J
C
T
、舞
子
ト
ン
ネ
ル
)

神
戸
側
陸
上
部
は
、
山
陽
自
動
車
道
と
接
続
す
る

神
戸
西
I
C
か
ら
、
布
施
畑
J
C
T
で
阪
神
高
速
道

路
北
神
戸
線
と
接
続
し
、
垂
水
J
C
T
で
第
二
神
明

道
路
北
線
と
阪
神
高
速
道
路
湾
岸

(垂
水
)
線
に
接

続
し
て
、
さ
ら
に
舞
子
ト
ン
ネ
ル
、
舞
子
高
架
橋
を

経
て
、
明
石
海
峡
大
橋
に
至
る
道
路
で
す
。

垂
水
J
C
T
は
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
機
能
を
備

え
た
タ
ー
ビ
ン
型
構
造
に
な
り
、
さ
ら
に
ロ
ー
ド
パ

ー
ク
事
業
構
想
の
推
進
を
受
け
て
周
辺
の
緑
化
に
も

十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

舞
子
ト
ン
ネ
ル
は
、
片
側
三
車
線
、
延
長
約
三
･

三
虹
、
二
本
の
ト
ン
ネ
ル
を
併
設
す
る
構
造
で
、
標

準
部
の
上
下
線
中
心
間
隔
は
五
0
m
と
な
っ
て
い
ま

す
。
舞
子
ト
ン
ネ
ル
の
通
過
す
る
地
域
は
市
街
化
さ

れ
て
お
り
、
土
被
り
が

一
o
j
二
0
m
と
浅
く
、
そ

の
上
に
は
住
宅
や
学
校
が
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
。
さ

ら
に
対
象
と
な
る
地
山
は
、
大
部
分
が
軟
弱
な
砂
礫

層
で
、
一
部
に
は
硬
質
な
六
甲
花
崗
岩
が
あ
り
、
そ

の
う
え
ト
ン
ネ
ル
が
通
過
す
る
舞
子
墓
園
以
北
に
は

ト
ン
ネ
ル
天
端
よ
り
一
0
m
上
に
地
下
水
面
が
確
認

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
厳
し
い
条
件
の
も
と

で
、
掘
削
に
は
S
D
工
法
、
ア
ン
ブ
レ
ラ
工
法
、
C

D
工
法
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
質
や
条
件
に
適
し
た

さ
ま
ざ
ま
な
最
新
技
術
と
工
法
が
採
用
さ
れ
、
地
表

や
環
境
に
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
掘
削
作

業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

舞
子
ト
ン
ネ
ル
南
坑
ロ
か
ら
明
石
海
峡
大
橋
の
間

は
、
約
○
･
五
如
の
高
架
橋
で
、
山
陽
電
鉄
、
J
R
、

国
道
二
号
の
上
空
を
通
過
し
ま
す
。
こ
の
舞
子
高
架

橋
に
は
バ
ス
ス
ト
ッ
プ
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
バ
ス

を
利
用
さ
れ
る
方
に
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
エ
ス
カ

レ
ー
タ
!
に
よ
っ
て
、
山
陽
電
鉄
、
J
R
と
の
連
絡

が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。

明
石
海
峡
部

(明
石
海
峡
大
橋
)

大
阪
湾
と
播
磨
灘
を
つ
な
ぐ
明
石
海
峡
は
、
幅
約

四
如
、
架
橋
ル
ー
ト
上
で
の
最
大
水
深
は
約
一
一
〇

m
、
湖
流
速
は
最
大
毎
秒
四
･
五
m
に
も
達
し
ま
す
。

古
く
か
ら
の
好
漁
場
と
し
て
さ
か
ん
に
漁
が
行
わ
れ

る
と
共
に
、
一
日
に
約
一
、
四
〇
〇
隻
も
の
船
舶
が

航
行
す
る
海
上
交
通
の
要
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を

持
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
明
石
海
峡
大
橋
の

建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
自
然
環
境
へ
の
考
慮
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
社
会
環
境
に
対
し
て
も
充
分
な
配
慮

が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
取
付
高
架
橋
で
あ

る
舞
子
高
架
橋
と
松
帆
高
架
橋
に
つ
い
て
は
、
大
橋

と
の
連
続
性
が
景
観
上
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、

十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
、
圧
迫
感
を
感
じ
さ
せ
な
い

き
ざ

ソ
フ
ト
で
安
定
感
の
あ
る
形
状
が
追
求
さ
れ
ま
し
た
。

明
石
海
峡
大
橋
は
雄
大
さ
は
も
と
よ
り
、
そ
こ
に

集
結
さ
れ
た
最
新
の
技
術
と
高
度
な
開
発
能
力
は
、

世
界
一
の
つ
り
橋
と
し
て
国
内
外
を
問
わ
ず
高
い
注

目
を
集
め
て
い
ま
す

(写
真
1
)。

写真 1 明石海峡大橋

淡
路
側
陸
上
部

明
石
海
峡
大
橋
を
南
に
向
か
っ
て
渡
り
き
る
と
、

淡
路
島
に
な
り
ま
す
。
島
内
の
ル
ー
ト
は
淡
路
島
の

最
北
端
･
津
名
郡
淡
路
町
か
ら
始
ま
り
、
大
阪
湾
に

多 道行セ 98 ,5



面
す
る
東
海
岸
を
一
般
国
道
二
八
号
に
沿
っ
て
南
下
、

播
磨
灘
を
望
む
西
海
岸
に
出
て
、
室
滓
パ
ー
キ
ン
グ

エ
リ
ア
を
通
り
、
津
名
郡
一
宮
町
の
北
側
を
斜
め
に

進
み
、
津
名
郡
津
名
町
へ
と
淡
路
島
を
S
字
型
に
縦

貫
し
ま
す
。

さ
ら
に
国
立
公
園
･
先
山
を
右
に
眺
望
し
な
が
ら

山
麓
を
三
原
平
野
へ
と
向
か
い
、
県
道
三
原
阿
那
賀

線

｢う
ず
し
お
ラ
イ
ン
｣
に
沿
っ
て
、
三
原
郡
西
淡

町
の
南
部
の
谷
間
を
南
下
し
、
淡
路
島
側
の
終
点
と

な
る
三
原
郡
南
淡
町
へ
と
続
き
ま
す
。

島
内
に
は
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
七
カ
所
、
サ
ー

ビ
ス
エ
リ
ア

ー
カ
所
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
三
カ
所
、

バ
ス
ス
ト
ッ
プ
一
三
カ
所
な
ど
の
施
設
が
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
。

淡
路
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

(休
憩
施
設
)

淡
路
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
は
、
淡
路
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
に
併
設
さ
れ
て
お
り
、
小
型
車
換
算
で
約
一
、

一
〇
〇
台
を
収
容
す
る
駐
車
場
と
バ
ス
ス
ト
ッ
プ
な

ど
を
設
置
し
、
そ
の
広
さ
は
国
内
最
大
級
の
規
模
を

誇
る
S
A
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
明
石
海
峡
大
橋
の

勇
壮
な
景
観
を
間
近
で
眺
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら

｢橋

の
み
え
る
丘
｣
と
名
付
け
ら
れ
、
潤
い
あ
る
憩
い
の

ス
ペ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
隣
接
す
る
県
立
淡
路
島
公
園
と
は
オ
ア
シ

ス
駐
車
場
で
連
結
し
一
体
的
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ

＼き
き
きゞ

ふ
きき

　　　　　
　　　　

　
　
　
　

　
　　　
　

　
　　　
　

　　
　
　
　

　　　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　　　　
　　

＼べ
き
弍ミ
ミ
ゞ

　
　　
　　　　　　

　
　　
　　

　
　
　　

き
こ
ごへき湖略S A eハイウェイオアシス

き
きさ

、‐ガコエ講藝濯ぎ粥 ミミ
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ス
と
し
て
整
備
さ
れ
て
お
り
、
本
州
側
あ
る
い
は
淡

路
島
･
四
国
側
か
ら
も
U
タ
ー
ン
が
可
能
と
な
っ
て

お
り
、
淡
路
島
の
豊
か
な
自
然
に
も
ふ
れ
あ
う
こ
と

が
で
き
る
構
造
と
な
っ
て
い
ま
す

(図
2
)。

大
鳴
門
橋

大
鳴
門
橋
は
、
昭
和
六
〇
年
六
月
八
日
に
供
用
を

開
始
し
た
つ
り
橋
で
、
う
ず
潮
で
有
名
な
鳴
門
海
峡

の
淡
路
島
側
の
門
崎
と
鳴
門
側
の
大
毛
島
孫
崎
を
結

ぶ
、
中
央
支
間
長
八
七
六
m
、
橋
長
一
、
六
二
九
m
、

桁
下
の
高
さ
海
面
上
四
一
m
、
塔
の
高
さ
は
海
面
上写真 2 大鳴門橋

一
四
四
m
の
三
径
間
二
ヒ
ン
ジ
補
剛
ト
ラ
ス
つ
り
橋

で
す
。

完
成
時
は
上
部
に
六
車
線
の
自
動
車
専
用
道
路
、

下
部
に
新
幹
線
規
格
の
鉄
道
を
備
え
た
二
階
建
て
構

造
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
現
在
は
道
路
四
車
線
を
暫

定
的
に
供
用
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
必
要
に
応
じ

て
道
路
二
車
線
と
鉄
道
を
追
加
で
き
る
構
造
と
な
っ

て
い
ま
す
。

設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
鳴
門
海
峡
は
台
風
の
通
路

に
当
た
る
こ
と
が
多
い
為
、
風
速
八
八
m
を
想
定
し

た
耐
風
構
造
と
し
、
ま
た
、
地
震
に
対
し
て
も
マ
グ

ニ
チ
ュ
ー
ド
8
ク
ラ
ス
に
耐
え
る
耐
震
性
を
確
保
し

て
い
ま
す

(写
真
2
)
。

四

明
石
海
峡
大
橋

明
石
海
峡
大
橋
は
、
神
戸
市
垂
水
区
舞
子
と
淡
路

島
の
津
名
郡
淡
路
町
松
肌
の
間
に
位
置
す
る
三
径
間

-
-ヒ
ン
ジ
補
剛
ト
ラ
ス
つ
り
橋
で
す
。
昭
和
六
三
年

か
ら
現
地
工
事
に
か
か
り
、
約
一
〇
年
の
歳
月
を
経

て
完
成
し
ま
し
た
。
今
ま
で
は
一
九
八
一
年
に
完
成

し
た
イ
ギ
リ
ス
の
ハ
ン
バ
ー
橋

(中
央
支
間
長
一
、

四
一
0
m
)
が
、
長
大
つ
り
橋
の
代
表
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
明
石
海
峡
大
橋
は
そ
れ
を
上
回
る
中
央

支
間
長
雪

九
九
一
m
を
誇
り
、
さ
ら
に
主
塔
の
高

さ
は
海
面
上
二
九
二
m
と
な
り
、
世
界
最
大
の
つ
り

橋
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
明
石
海
峡
大
橋
の
長
さ
及
び
高
さ
は
、
平

成
一
〇
年
完
成
予
定
と
し
て
一
九
九
八
年
版

『ギ
ネ

ス
ブ
ッ
ク
』
の
建
築
･
デ
ザ
イ
ン
部
門
の
最
長
の
つ

り
橋

(中
央
支
間
長
一
、
九
九
一
m
)、
高
い
橋

(主

塔
の
高
さ

(塔
項
)
二
九
七
m
)
で
登
録
さ
れ
て
い

ま
す
。

の

明
石
海
峡
大
橋
の
技
術

･
明
石
海
峡
大
橋
の
設
計

e
耐
震
設
計

明
石
海
峡
大
橋
は
設
計
上
、
架
橋
地
点
か
ら
一

五
〇
如
離
れ
た
太
平
洋
プ
レ
ー
ト
境
界
で
発
生
す

る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
8
･
5
の
大
地
震
や
、
架
橋

地
点
周
辺
で
発
生
が
予
想
さ
れ
る
大
地
震
に
耐
え

ら
れ
る
設
計
を
追
求
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
平
成
七
年
一
月
一
七
日
に
発
生
し

た
阪
神
･
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
も
、
海
峡
中
央

部
の
地
盤
の
ズ
レ
に
よ
り
主
塔
間
隔
が
約
一
m
(八

〇
伽
)
ほ
ど
広
が
り
中
央
支
間
長
が
一
、
九
九
一

m
に
な
っ
た
も
の
の
、
施
工
中
の
橋
梁
本
体
に
異

常
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

e
耐
風
設
計

長
大
橋
は
風
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
耐
風
安

定
性
の
確
保
が
重
要
で
す
。
明
石
海
峡
大
橋
は
過

去
に
例
の
な
い
支
間
長
を
有
す
る
た
め
、
耐
風
設

計
に
あ
た
っ
て
は
、
巨
大
構
造
物
と
し
て
の
重
要

性
か
ら
新
た
に
｢明
石
海
峡
大
橋
耐
風
設
計
要
領
｣



を
独
自
の
基
準
と
し
て
制
定
さ
れ
、
建
設
省
土
木

研
究
所
に
お
け
る
一
〇
〇
分
の
一
模
型
に
よ
る
風

洞
実
験
等
、
高
い
精
度
の
耐
風
安
定
性
照
査
が
行

わ
れ
、
風
速
約
八
0
m
/
s
に
も
耐
え
る
構
造
が

実
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

の
景
観
設
計

橋
梁
景
観
設
計
に
関
し
て
は
、
三
つ
の
テ
ー
マ

を
基
に
デ
ザ
イ
ン
の
選
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

｢信
頼
性
｣
!
!
･ム
ロ
風
や
地
震
、
重
交
通
に

耐
え
ら
れ
る
頼
も
し
さ

｢未
来
性
｣
!
!
!
未
来
へ
の
限
り
な
い
可
能

性
の
暗
示

｢光
と
陰
｣
!
!
!
･瀬
戸
内
海
の
特
徴
で
あ
る

光
と
陰
が
織
り
な
す
変
化

ま
た
、
本
橋
の
塗
装
色
は
、
テ
ー
マ
性
と
同
時

に
緑
豊
か
な
日
本
の
発
展
と
豊
か
な
未
来
を
イ
メ

ー
ジ
さ
せ
る
グ
リ
ー
ン
グ
レ
ー
に
し
ま
し
た
。

美
し
い
海
峡
を
背
景
に
二
一
世
紀
へ
の
架
け
橋

と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
夢
あ
ふ
れ
る
勇
壮
な
姿
を
見

せ
て
い
ま
す
。

②

下
部
工
工
事

下
部
工
と
な
る
主
塔
基
礎
と
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
は
昭

和
六
三
年
五
月
に
現
地
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。

主
塔
基
礎
は
、
ま
ず
グ
ラ
ブ
船
で
水
深
六
0
m
ま

で
海
底
掘
削
を
行
い
、
そ
の
後
、
工
場
で
製
作
さ
れ

た
鋼
ケ
ー
ソ
ン

(神
戸
側
の
場
合
直
径
八
0
m
、
高

さ
七
0
m
)
を
曳
航

･
沈
設
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を

打
設
す
る
｢設
置
ケ
i
ソ
ン
工
法
｣で
施
工
さ
れ
ま
し

た
。
ケ
ー
ソ
ン
に
は
約
三
万
五
、
○
○
○
が
の
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
打
設
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
水
中

に
均
質
な
打
設
を
行
う
た
め
、
自
重
に
よ
り
平
坦
性

を
保
ち
な
が
ら
流
動
す
る
性
質
を
も
っ
た
特
殊
水
中

コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
開
発
し
、
施
工
を
実
施
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
明
石
海
峡
は
潮
流
が
非
常
に
速
く
、
そ

こ
に
こ
の
よ
う
な
大
規
模
構
造
物
を
設
置
す
る
と
、

流
れ
の
影
響
に
よ
り
基
礎
の
周
辺
に
洗
掘
現
象
が
発

生
し
、
基
礎
の
安
定
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
基
礎
周
辺
に
は
新
た
に
開
発
し

た
洗
掘
防
止
工

(
一
ト
ン
程
度
の
捨
て
石
と
小
粒
径

の
フ
ィ
ル
タ
ー
骨
材
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
)
を
配

置
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
は
海
岸
線
付
近
に
設
置
す

る
た
め
、
埋
立
て
に
よ
り
作
業
基
地
を
整
備
し
た
後
、

築
造
し
ま
し
た
。
神
戸
側
の
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
の
基
礎

は

｢地
下
連
続
壁
工
法
｣
を
採
用
し
、
直
径
八
五
m
、

深
さ
六
三
･
五
m
の
巨
大
な
円
形
基
礎
を
築
き
ま
し

た
。
ま
た
、
淡
路
側
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
の
基
礎
は
土
留

め
壁
に
よ
る
直
接
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
ン
カ
レ
イ
ジ
に
打
設
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ま
、

流
動
性
が
高
く
締
め
固
め
作
業
が
不
要
な
高
流
動
コ

ン
ク
リ
ー
ト
を
採
用
し
、
工
期
の
短
縮
、
作
業
効
率

の
向
上
を
図
り
ま
し
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
量
は
神
戸

側
で
一
四
万
瀞
、
淡
路
側
で
一
五
万
姪
で
す
。
な
お
、

気
中
部
の
外
壁
は
P
C
パ
ネ
ル
を
使
用
し
、
型
枠
を

使
わ
ず
に
施
工
し
ま
し
た
。

③

土
塔
工
事

主
塔
は
塔
頂
サ
ド
ル
を
介
し
て
ケ
ー
ブ
ル
よ
り
約

一
〇
万
ト
ン
の
力
を
受
け
、
こ
れ
を
基
礎
に
伝
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
塔
の
傾
き
が
一
/
一
〇

〇
〇
〇
以
下
と
な
る
よ
う
に
部
材
の
製
作
を
行
い
、

架
設
し
ま
し
た
。

主
塔
の
高
さ
は
工
事
実
施
計
画
認
可
時
は
東
京
タ

ワ
ー
と
同
じ
三
三
三
m
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
技
術

開
発
の
結
果
低
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
二
九
七

m
も
あ
る
た
め
、
従
来
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
か
っ

た
風
に
よ
る
曲
げ
振
動
、
ね
じ
れ
振
動
へ
の
配
慮
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
風
洞
試
験
に
よ

り
耐
風
性
に
優
れ
た
十
字
型
の
断
面
形
状
を
選
定
し
、

制
振
装
置
を
設
置
し
て
い
ま
す
(二
〇
基
/
塔
)。
主

塔
の
鋼
重
は
二
基
合
わ
せ
て
約
四
万
六
、
二
〇
〇
ト

ン
で
、
架
設
は
平
成
四
年
四
月
か
ら
平
成
五
年
四
月

に
行
い
ま
し
た
。

帥

ケ
ー
ブ
ル
工
事

ケ
ー
ブ
ル
は
直
径
五
･
一
ニ
ニ
雌
の
高
強
度
亜
鉛
メ

ッ
キ
鋼
線

(素
線
)
一
二
七
本
を
工
場
で
六
角
形
に

束
ね
た
、
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ラ
ン
ド
を
一
架
設
単
位
と

し
て
架
設
す
る
、
プ
レ
ハ
ブ
･
ス
ト
ラ
ン
ド
工
法
(P

s
工
法
)
を
採
用
し
ま
し
た
。
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素
線
の
強
度
は
従
来
の
つ
り
橋
で
は
脚
騨
ノ
煎
で

し
た
が
、
明
石
海
峡
大
橋
で
は
、
即
騨
ノ
呵
の
超
高

強
度
鋼
線
を
開
発
し
、
架
設
を
実
施
し
ま
し
た
。
使

用
し
た
素
線
の
総
延
長
は
約
三
〇
万
如
、
地
球
七
周

半
に
も
な
り
、
鋼
重
は
主
ケ
ー
ブ

ル
、

ハ
ン
ガ
ー
ロ

ー
プ
等
を
合
わ
せ
て
約
五
万
七
、
七
〇
〇
ト
ン
に
な

り
ま
し
た
。

ケ
ー
ブ
ル
架
設
の
最
初
に
行
う
パ
イ
ロ
ッ
ト
ロ
ー

プ
の
架
設
に
は
、
航
行
船
舶
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
渡
海
を
採
用
し
ま
し
た
。
パ

イ
ロ
ッ
ト
ロ
ー
プ
は
軽
量
で
高
強
度
の
ポ
リ
ア
ラ
ミ

ド
繊
維
ロ
ー
プ

(直
径
一
○
臘
)
を
使
用
し
ま
し
た
。

こ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
ロ
ー
プ
の
渡
海
は
平
成
五
年
=

月
に
行
い
、
そ
の
後
ケ
ー
ブ
ル
ス
ト
ラ
ン
ド
の
架
設

を
平
成
六
年
六
月
か
ら
一
一
月
ま
で
実
施
し
ま
し
た
。

◎

補
剛
桁
工
事

補
剛
桁
の
断
面
は
、
瀬
戸
大
橋
と
同
じ
ト
ラ
ス
形

式
で
、
明
石
海
峡
大
橋
は
片
側
三
車
線
、
往
復
六
車

線
で
、
車
の
乗
る
こ
と
が
少
な
い
路
肩
部
及
び
中
央

分
離
帯
部
は
耐
風
性
確
保
の
た
め
オ
ー
プ
ン
グ
レ
ー

チ
ン
グ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

補
剛
桁
の
架
設
は
、
ま
ず
主
塔
に
取
付
け
る
ブ
ロ

ッ
ク
と
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
に
取
付
け
る
ブ

ロ
ッ
ク
を
フ

ロ
ー
テ
ィ
ン
グ
ク
レ
ー
ン
に
よ
り

一
括
架
設
し
、
そ

の
後
ト
ラ
ス
部
材
を
工
場
で
パ
ネ
ル
状
に
組
み
立
て

た
も
の
を
現
地
で
架
設
す
る

｢面
材
架
設
工
法
｣
に

よ
り
実
施
し
ま
し
た
。

架
設
は
、
主
塔
、
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
に
取
り
付
け
る

大
ブ
ロ
ッ
ク
架
設
を
平
成
七
年
六
月
か
ら
行
い
、
そ

の
後
平
成
七
年
九
月
よ
り
画
材
架
設
を
開
始
し
ま
し

た
。
一
年
後
の
平
成
八
年
九
月
に
補
剛
桁
中
央
径
間

が
閉
合
し
、
世
界
最
大
の
つ
り
橋
の
構
造
体
が
完
成

し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ケ
ー
ブ
ル
防
食
工
と
し
て
の
ワ
イ
ヤ
ー

及
び
ゴ
ム
ラ
ッ
ピ
ン
グ
作
業
や
鋼
床
版
の
溶
接
作
業
、

自
動
車
防
護
柵
の
設
置
等
を
行
い
ま
し
た
。

五

本
州
四
国
連
絡
道
路
の
料
金
に
つ
い

て
料
金
設
定
の
考
え
方

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
料
金
設
定
に
あ
た
っ

て
は
、
以
下
に
述
べ
る
本
州
四
国
連
絡
道
路
の
料
金

設
定
の
考
え
方
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
州
四
国
連
絡
道
路
は
、
法
令
に
よ
り
、
他
の
有

料
道
路
と
同
様
、
建
設
費
、
管
理
費
、
調
達
資
金
に

か
か
る
利
息
な
ど
の
総
費
用
を
一
定
期
間

(償
還
期

間
)
内
に
料
金
収
入
に
よ
っ
て
償
う
償
還
主
義
を
採

用
し
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
料
金
収
入
に
よ
り
、

こ
れ
ら
の
費
用
の
償
還
が
で
き
る
よ
う
な
料
金
設
定

を
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
は
、
三
っ
の
ル
ー

ト
の
全
体
の
経
費
を
合
算
し
料
金
収
入
で
償
還
す
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ト
が
、
相
互
に
代
替

的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
全
体
が
あ
い
ま
っ
て
機
能

す
る
こ
と
に
よ
り
関
連
地
域
の
均
衡
あ
る
発
展
が
図

ら
れ
る
こ
と
、
建
設
時
期
や
建
設
費
の
違
い
に
よ
り

先
に
供
用
し
た
路
線
と
後
か
ら
供
用
す
る
路
線
の
間

に
料
金
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
な
ど

の
理
由
に
よ
り
ま
す
。

各
ル
ー
ト
の
利
用
料
金
は
、
利
用
距
離

(陸
上
部

と
海
峡
部
別
)
の
長
さ
に
応
じ
た
料
金

(全
路
線
画

一
対
距
離
料
金
制
)
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
料
金
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
後
世
代
に
大

き
な
負
担
を
残
す
こ
と
の
な
い
よ
う
返
済
に
必
要
な

収
入
を
確
保
し
な
が
ら
、
お
客
さ
ま
に
で
き
る
だ
け

利
用
し
や
す
い
よ
う
に
、
以
下
の
よ
う
に
新
料
金
を

設
定
し
ま
し
た
。

･
償
還
期
間
を
、
施
設
の
耐
用
年
数
に
応
じ
た
世

代
間
の
負
担
の
公
平
や
出
資
金
等
の
公
的
負
担

額
の
抑
制
の
必
要
性
等
に
配
慮
し
て
従
来
の
三

三
年
か
ら
五
〇
年
に
延
長

･
一
如
当
た
り
の
建
設
費
と
便
益
額

(利
用
し
た

こ
と
で
得
る
利
益
)
に
基
づ
い
て
、
陸
上
部
と

海
峡
部
の
料
金
比
率
を
一
…
九
に
設
定
、
特
に

一
般
の
海
峡
部
と
比
べ
て
特
に
多
額
の
建
設
費

を
要
し
た
明
石
海
峡
大
橋
に
つ
い
て
は
、
通
常

の
海
峡
部
の
六
割
増
し
の
料
金
を
設
定



表 2 基本料金 (平成15年 4月 1日から適用)
神戸西インターチェンジ ･鳴門インターチェンジ間

(軽自動車等)

6 ,050 5,850 4 ,650 4 ,350 4 ,050 3,650 3 ,350 3 ,050 2,850 400 250 神戸西

5,900 5,650 4 ,500 4 ,200 3 ,900 3 ,500 3 ,150 2 ,900 2,700 250 布施畑 350

5,800 5,550 4 ,350 4 ,100 3 ,750 3 ,400 3 ,050 2 ,750 2 ,600 垂 水 300 500

3,300 3,050 1 ,900 1,600 1,300 900 550 300 淡 路
淡路SA 3,250 3 ,400 3,600

3 ,150 2,900 1,700 1,450 L 100 700 400 東 浦 350 3 ,450 3 ,600 3,800

2,850 2 ,600 1,450 L 150 850 450 北 淡 500 700 3 ,800 3 ,950 4,150

2 ,500 2,250 1'100 800 500 津名一宮 550 900 1,150 4 ,200 4 ,400 4,600

2 ,100 1,900 700 400 洲 本 600 L 050 1,400 1 ,600 4,700 4 ,850 5,050

亀800 1,550 400 西淡三原 500 1,000 1 ,400 1,800 2 ,000 5,100 5 ,250 5 ,450

1,500 1,300 淡路島南 500 900 L 350 1,800 2 ,150 2 ,350 5,450 5 ,600 5 ,800

350 鳴門北 1 ,600 1,950 2 ,350 2 ,850 3 ,250 3 ,600 3 ,850 6,950 7 ,100 7 ,300

鳴 門 450 1,900 2 ,250 2 ,650 3 ,150 3 ,550 3 ,900 4 ,150 7,250 7 ,400 7 ,600

(普通車)
(中型車)

9,100 8,750 7 ,000 6 ,550 6 ,100 .5,500 5 ,000 4,550 4 ,300 600 400 神戸西

8,850 8 ,500 6 ,750 6 ,300 5 ,850 5,250 4 ,750 4,350 4 ,050 350 布施畑 550

8,650 8 ,300 6 ,550 6 ,100 5,650 5,050 4 ,550 4,150 3 ,850 垂 水 450 800

4,950 4,600 2 ,850 2,400 1,950 1,350 850 400 淡 路
淡路SA 5,350 5 ,600 5 ,900

4,700 4,350 2 ,550 2,150 1,650 1'100 600 東 浦 600 5 ,700 5 ,950 6 ,300

4 ,250 3,900 2 ,150 1,700 1,250 650 北 淡 800 1,200 6 ,300 6,550 6 ,900

3 ,750 3,400 1,650 1 ,200 750 津名一宮 900 1 ,500 1,850 6 ,950 7,200 7 ,550

3 ,200 2,800 1,050 600 洲 本 1,000 1･700 2 ,300 2 ,650 7 ,750 8,050 8 ,350

2,700 2,350 600 画炎三原 850 1,650 2 ,350 2 ,950 3 ,300 8 ,400 8,650 9 ,000

2,300 l,900 淡路島南 800 1 ,450 2 ,250 2 ,950 3 ,550 3 ,900 9 ,000 9,250 9 ,600

500 鳴門北 2 ,650 3 ,250 3 ,900 4 ,700 5 ,350 5 ,950 6 ,300 11,450 11･700 12 ,050

鳴 門 700 3 ,150 3 ,750 4 ,350 5,200 5 ,850 6 ,450 6 ,800 11,950 12 ,200 12,500

ま
た
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
は
、
本
州
四
国
間
の

幹
線
道
路
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
関

連
す
る
地
域
に
、
よ
り
早
く
道
路
建
設
の
効
果
を
も

た
ら
す
た
め
に
は
、
早
期
に
利
用
層
を
拡
大
し
、
そ

結
果
、
一
如
当
た
り
の
料
金
は
、
料
金
収
入
の
確

保
や
物
価
上
昇
率
等
を
考
慮
し
、
陸
上
部
三
九
円
、

海
峡
部
三
五
一
円
と
す
る
こ
と
と
し
基
本
料
金
を
設

定
し
ま
し
た

(表
2
)。

(大型車)

(通行 1回当たり :単位 円)

(特大車)

21,900 21,150 16 ,700 15 ,750 14,650 13 ,300 12 ,150 11,200 10,600 1,350 900 神戸西

21,350 20,500 16 ,150 15 ,150 14,l00 12 ,750 11,600 10 ,600 10,000 800 布施畑 5.O

20 ,900 20,100 15,700 14 ,750 13,650 12,300 11,200 10 ,200 9,600 垂 水 3 .8 8 ,8

11'700 10,850 6,500 5 ,500 4,450 3 ,100 1,950 950 淡 路
淡路SA 11.3 15 .1 20 ,1

11'100 10 ,250 5,900 4 ,900 3 ,850 2 ,500 1,350 東 浦 5 ,4 16 ,7 20 .5 25 .5

10 '100 9 ,250 4 ,900 3 ,900 2 ,850 1,500 北 淡 8 .8 14 ,2 25 .5 29 ,3 34.3

8 ,950 8,150 3 ,750 2 ,750 1,700 津名一宮 10･1 18 .9 24 .3 35 .6 39 .4 44,4

7,600 6,800 2 ,400 1,450 洲 本 11.9 22.O 30 .8 36 .2 47 .5 51.3 56,3

6,550 5,750 1,350 面炎三原 9.5 21.4 31,5 40 ,3 45.7 57.O 60 .8 65.8

5 ,550 4,750 淡路島南 8 .8 18 .3 30 .2 40 .3 49 ,1 54 ,5 65.8 69 .6 74.6

1,200 鳴門北 7 ･1 15 ,9 25.4 37 ,3 47.4 56 .2 61 ,6 72.9 76 ,7 81.7

鳴 門 7 ,3 14 .4 23 .2 32 ,7 44 .6 54.7 63 .5 68 .9 80.2 84 ,O 89.O

の
定
着
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で

三
ル
ー
ト
が
完
成
し
、
新
し
い
料
金
体
系
が
適
用
さ

れ
る
今
回
、
特
別
の
措
置
と
し
て
、
当
初
の
五
年
間

に
限
る
特
別
料
金
を
設
定
し
ま
し
た
。

(距 離)
(注)1.神戸西、布施畑又は垂水から淡路S Aを経由して神戸西、布施畑又は垂水までの区間を通行する自動

車及び東浦、 北淡、 津名一宮、 洲本、西淡三原、淡路島南、 鳴門北又は鳴門から淡路SA を経由して

東浦、 北淡、 津名一宮、 洲本、 西淡三原、 淡路島南、 鳴門北又は鳴門までの区間を通行する自動車

について、 淡路SAまでの料金の額に淡路S A からの料金の額を加算するものとする。
2.料金の額には、 消費税を含む。

!0 道イテセ 98.5



表 3 特別料金 (平成10年 4月 1日(新規供用区間は供用の日から)から
平成15年 3月31日まで適用)

神戸西インターチェンジ 羽鳥門インターチェンジ間
(軽自動車等) (通行 1回当たり :単位 円)
4,850 4 ,650 3 ,700 3 ,500 3 ,250 2,950 2 ,650 2 ,450 2 ,300 300 200 神戸西

4,750 4 ,550 3,600 3 ,350 3 ,100 2,800 2,550 2,300 2 ,150 200 布施畑 250

4,650 4 ,450 3,500 3 ,250 3 ,000 2,700 2 ,450 2,200 2 ,050 垂 水 250 400

2 ,650 2 ,450 上500 1,300 1,050 700 450 250 淡 路
淡路SA 2,600 2 ,700 2 ,850

2 ,500 2,300 1,350 1 ,150 900 600 300 東 浦 300 2,750 2 ,900 3 ,050

2,250 2 ,100 1,150 900 650 350 北 淡 400 550 3,050 3,150 3 ,350

2,00O 1,800 900 650 400 津名一宮 450 700 900 3 ,400 3 ,500 3,650

1'700 1 ,500 550 350 洲 本 500 850 1 '100 1,300 3 ,750 3 ,900 4,050

1,450 1,250 300 画炎三原 400 800 L 150 1,450 1,600 4 ,100 4 ,200 4,350

1,200 1,000 淡路島南 400 700 1'100 1,450 1'700 1,900 4 ,350 4 ,500 4,650

300 鳴門北 1 ,300 1 ,550 1,900 2 ,250 2,600 2 ,900 3,050 5,550 5,650 5,850

鳴 門 350 1,500 1 ,800 2,100 2 ,500 2,850 3 ,150 3,300 5 ,800 5 ,900 6 ,050

特
別
料
金
に
よ
る
と
、
例
え
ば
瀬
戸
中
央
自
動
車

道

(早
島
ー
坂
出
間
)
普
通
車
は
四
、
六
〇
〇
円
と

な
り
、
従
来
の
料
金

(六
、
六
二
〇
円
)
に
比
べ
て

約
三
0
%
の
引
き
下
げ
と
な
っ
て
い
ま
す

(表
3
)。

こ
の
他
、
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
全
線
開
通
を

記
念
し
、
開
通
直
後
の
一
層
の
利
用
促
進
と
定
着
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
沿
線
の
観
光
施
設
等

(神

戸
三
八
施
設
、
淡
路
島
内
一
五
施
設
及
び
徳
島
県
三

(普通車) 戸 図 記
三 念 こ(中型車)

7,300 7 '000 5 ,600 5 ,250 4 ,850 4 ,400 4 ,000 3 ,650 3,450 450 300 神戸西

7ユ00 6 ,800 5 ,400 5 ,050 4 ,650 4 ,200 3 ,800 3 ,450 3 ,250 300 布施畑 450

6 ,950 6,650 5 ,250 4 ,900 4 ,500 4 ,050 3 ,650 3 ,300 3註0O 垂 水 400 650

3 ,950 3 ,700 2 ,250 1,900 1,550 1'100 700 350 淡 路
淡路SA 4,250 4,450 4 ,750

3 7 50 3 ,450 2 ,050 1,700 1,350 850 450 東 浦 450 4 ,550 4,750 5,050

3,400 3 ,100 1,700 1,350 1'000 500 北 淡 650 950 5 ,050 5 ,250 5,500

3,000 2 ,700 1 ,300 950 600 津名一宮 700 1,200 1,500 5 ,550 5 ,800 6 ,050

2,550 2 ,250 850 500 洲 本 800 L 350 1,850 2 ,150 6 ,200 6 ,400 6 ,700

2 ,150 1 ,900 450 画炎三原 700 1,350 1,900 2,350 2 ,650 6,750 6,950 7,200

1,800 1,550 淡路島南 650 1 ,150 1,800 2 ,350 2,850 3 ,100 7,200 7,400 7'700

400 鳴門北 2,100 2 ,600 3 ,100 3 ,750 4 ,300 4 ,750 5 ,050 9,150 9 ,350 9 ,600

鳴 門 550 2,500 3 ,000 3 ,500 4 ,150 4,700 5 ,150 5 ,450 9,550 9 ,750 10 '000

(大型車)
(特大車)

17,550 16 ,850 13 ,350 12 ,600 11 ,700 10 ,650 9 ,750 8 ,950 8 ,450 1,l00 750 神戸西

17,100 16 ,400 12 ,900 12 ,150 11 ,250 10 ,200 9 ,300 8 ,500 8 ,000 650 布施畑 5.O

16,750 16,100 12 ,600 11,800 10,950 9 ,850 8,950 8 ,150 7 ,650 垂 水 3 .8 8 ,8

9 ,350 8,700 5 ,200 4 ,400 3,550 2 ,500 1,550 800 淡 路
淡路SA 11.3 15 .1 20 .1

8 ,850 8 ,200 4 ,700 3 ,900 3,050 2 ,000 1'100 東 浦 5.4 16 ,7 20 ,5 25 .5

8 ,100 7,400 3 ,900 3 ,150 2,250 1,200 北 淡 8 .8 14 ,2 25.5 29 ,3 34 .3

7,150 6 ,500 3 ,000 2 ,200 1,350 津名一宮 10 ･1 18 .9 24.3 35 .6 39.4 44 ,4

6 ,10O 5 ,450 1,950 1 ,150 洲 本 11.9 22 .O 30.8 36 .2 47 .5 51.3 56 .3

5 ,250 4 ,600 1,100 西淡三原 9.5 21.4 31.5 40 .3 45 .7 57 .O 60.8 65 .8

4 ,450 3 ,800 淡路島南 8.8 18 .3 30 .2 40 .3 49 .1 54 ,5 65.8 69 .6 74 .6

950 鳴門北 7 ･1 15.9 25 .4 37.3 47 ,4 56 .2 61.6 72 .9 76 .7 81 .7

鳴 門 7.3 14 .4 23.2 32 ,7 44.6 54 .7 63.5 68 .9 80 .2 84 .O 89 .O

(距 離)

九
施
設
)
で
ご
利
用
い
た
だ
け
る
優
待
割
引
券
を
附

加
し
た
、
前
売
割
引
通
行
券
を
平
成
一
〇
年
一
月
五

日
か
ら
同
年
四
月
四
日
ま
で
兵
庫
県
、
徳
島
県
等
の

沿
線
地
域
を
中
心
と
し
た
約
三
七
〇
カ
所
の
窓
ロ
で

道行セ 98.5 メZ



利 用 区 間 軽自動車等 普 通 車 中 型 車 大 型 車 特 大 車

垂水 ~ 淡路 1
,
800円 円ハUリムれ 鯛加 鯏幼 円AVワ･‘6

垂 水 ~ 鳴門 4
,
000円 鯆即 解剱 鯛蜘 鋼恥

神戸西 ~鳴門 4
,
200円 円Ûうり5 円nUうり6 鯛鯏 綱崎

販
売
し
ま
し
た
。

0
前
売
割
引
通
行
券

前
売
割
引
通
行
券
は
、
予
想
を
上
回
る
大
き
な
反

響
を
い
た
だ
き
、
本
四
公
団
と
し
て
も
こ
の
よ
う
に

多
く
の
お
客
様
か
ら
ご
購
入
い
た
だ
い
た
こ
と
は
、

お
客
様
の
本
州
四
国
連
絡
道
路
に
対
す
る
関
心
と
期

待
の
大
き
さ
の
現
れ
と
し
て
真
摯
に
受
け
止
め
て
お

り
ま
す
。

o
料
金
収
受
の
方
式

本
四
公
団
で
は
、
料
金
支
払
い
に
よ
る
停
車
回
数

を
減
ら
す
こ
と
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
を
図
る

た
め
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
と
接
続
す
る
他
の
有
料

道
路
の
料
金
を
一
体
的
に
収
受
し
て
い
ま
す
。
神
戸

淡
路
鳴
門
自
動
車
道
で
は
、
日
本
道
路
公
団
の
高
速

道
路
、
第
二
神
明
道
路
北
線
及
び
阪
神
高
速
道
路
と

料
金
の
一
体
的
収
受
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
料
金
の
支
払
方
法
と
し
て
は
、
神
戸
淡
路

鳴
門
自
動
車
道
及
び
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
で
は
、
ハ

イ
ウ
ェ
イ
カ
ー
ド
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
別
納
制

度
の
利
用
も
可
能
で
す
。

な
お
、
西
瀬
戸
自
動
車
道
に
お
い
て
は
、
平
成
一

一
年
春
の
ル
ー
ト
概
成
･
供
用
時
に
ハ
イ
ウ
ェ
イ
カ

ー
ド
等
の
導
入
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

0
今
後
の
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
制
度
に
つ
い
て

本
四
公
団
で
は
、
利
用
者
の
方
々
に
と
っ
て
利
用

し
や
す
く
、
し
か
も
増
収
に
寄
与
す
る
割
引
制
度
の

導
入
等
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
平
成
一
〇
年
四
月
か
ら
は
、
日
本
道
路

公
団
と
共
同
で
、
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
、
瀬
戸

中
央
自
動
車
道
、
中
国
自
動
車
道
、
山
陽
自
動
車
道
、

四
国
内
の
高
速
道
路
等
を
周
遊
す
る
お
客
様
の
ご
利

用
に
便
利
な
｢瀬
戸
内
･
四
国
周
遊
チ
ケ
ッ
ト
｣を
発

行
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
(図
4
)。

ま
た
、
料
金
所
を
ス
ム
ー
ズ
に
通
過
で
き
る
シ
ス

テ
ム
と
し
て
E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収

受
シ
ス
テ
ム
)
の
研
究
開
発
を
他
の
道
路
関
係
公
団

と
共
同
で
行
っ
て
い
ま
す
。

六

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
管
理

明
石
海
峡
大
橋
、
大
鳴
門
橋
な
ど
の
自
然
条
件
が

厳
し
い
海
峡
部
橋
梁
は
、
代
替
道
路
が
な
く
防
災
上

極
め
て
重
要
度
の
高
い
構
造
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

常
に
道
路
状
況
を
把
握
し
、
お
客
様
に
対
し
て
迅
速

か
つ
的
確
な
道
路
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
交
通
管
制
と
施
設
監
視
を
一
元
化
し
、
集
中

管
理
を
す
る
の
が
垂
水
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
隣
接
す

る
垂
水
管
理
事
務
所
で
す
。
こ
こ
で
は
、
二
四
時
間

体
制
で
道
路
情
報
や
気
象
情
報
等
を
収
集
し
、
迅
速

な
処
理
と
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
山
陽
自
動
車
道
、
阪
神
高
速
等
多
く
の
道

路
と
接
続
す
る
神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
案
内
標

識
に
つ
い
て
は
、
各
道
路
管
理
者
と
の
連
携
に
よ
り
、

お
客
様
に
わ
か
り
や
す
い
案
内
標
識
を
設
置
し
、
誤

進
入
等
の
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。
特
に
、
四
つ
の

路
線
が
合
流
す
る
垂
水
J
C
T
･
I
C
に
つ
い
て
は
、

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
出
ロ
料
金
所
に
カ
ラ
ー

舗
装
を
施
し
、
料
金
所
ブ
ー
ス
も
進
行
方
向
別
に
色

分
け
す
る
な
ど
、
お
客
様
の
混
乱
防
止
の
た
め
の
措

置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
道
路
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
持
し
、

利
用
交
通
の
安
全
性
、
快
適
性
、
確
実
性
を
確
保
す

る
た
め
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
保
守
点

メ2 道行セ 98.5
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検
に
加
え
、
長
大
ト
ン
ネ
ル
の
舞
子
ト
ン
ネ
ル
内
に

は
安
全
設
備
の
設
置
、
明
石
海
峡
大
橋
、
大
鳴
門
橋

に
つ
い
て
は
、
点
検
作
業
専
用
の
設
備
を
設
置
し
綿

密
な
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
橋
を
良
好
な
状

態
に
保
全
す
る
こ
と
で
海
峡
部
の
交
通
路
を
確
保
し

て
い
ま
す
。

七

開
通
に
よ
る
経
済
効
果

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
の
全
線
開
通
は
関
連
地

域
に
様
々
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
海
峡
に
隔
て

ら
れ
て
い
た
四
国
と
京
阪
神
圏
が
陸
上
交
通
に
よ
っ

て
直
結
さ
れ
、
四
国
-
阪
神
間
の
輸
送
時
間
は
大
幅

に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
神
戸
淡
路
鳴
門
自

動
車
道
の
全
線
開
通
に
よ
り
神
戸
市
ー
徳
島
市
間
の

所
要
時
間
が
従
前
の
約
一
八
○
分
か
ら
約
一
〇
〇
分

に
短
縮
さ
れ
、
両
地
域
に
お
い
て
は
表
4
で
示
す
と

お
り
市
場
圏
、
生
活
圏
の
相
互
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ

ま
す
。

ま
た
、
他
の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
リ
ン
ク
し
た

広
域
的
な
経
済
圏
の
形
成
が
可
能
と
な
り
、
経
済
活

動
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
近
畿
と
四
国
を
直
結
す
る
広
域
経

済
圏
の
形
成
に
貢
献
、
四
国
に
お
け
る
産
業
構
造
の

高
度
化
、
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
の
効
果
が
考

え
ら
れ
、生
活
面
で
も
明
石
海
峡
大
橋
に
よ
り
通
勤
･

通
学
圏
の
拡
大
、
緊
急
時
の
救
急
活
動
の
高
度
化
･

迅
速
化
が
実
現
、
給
水
管
を
添
架
す
る
こ
と
に
よ
り

本
州
よ
り
淡
路
島
に
給
水
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

観
光
面
と
し
て
は
、
橋
長
三
、
九
三

m
、
中
央

支
間
長
一
、
九
九
一
m
の
長
さ
を
誇
る
明
石
海
峡
大

橋
は
世
界
最
長
の
つ
り
橋
で
、
明
石
海
峡
と
調
和
し

た
美
し
い
大
橋
は
、
ま
さ
に
世
界
的
な
観
光
資
源
に

な
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
技
術
面
で
も
世
界
に
例
を
見
な
い
長
大
つ

り
橋
、
明
石
海
峡
大
橋
の
建
設
で
は
、
大
鳴
門
橋
、

瀬
戸
大
橋
架
橋
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
工
法
の
改

良
や
新
技
術
の
開
発
を
積
極
的
に
行
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
新
技
術
･
新
工
法
は
、
本
四
公
団
が
国

際
協
力
事
業
団
等
を
介
し
海
外
で
の
技
術
協
力
に
よ

り
、
広
く
世
界
の
橋
梁
技
術
の
発
展
に
大
き
な
貢
献

を
な
す
と
同
時
に
、
国
内
に
お
い
て
も
産
業
各
分
野

に
わ
た
る
広
範
な
技
術
波
及
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

八

そ
の
他

明
石
海
峡
大
橋
の
周
辺
に
は
、
工
事
概
要
や
大
型

風
洞
模
型
な
ど
を
展
示
し
た
｢橋
の
科
学
館
｣、
神
戸

側
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
か
ら
明
石
海
峡
大
橋
橋
桁
内
部
か

ら
眺
望
を
楽
し
め
る
施
設

｢舞
子
海
上
プ
ロ
ム
ナ
ー

ド
｣、又
淡
路
側
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
に
は
明
石
海
峡
大
橋

に
関
す
る
展
示
物
を
設
置
し
た
施
設

｢松
帆
ア
ン
カ

レ
イ
ジ
パ
ー
ク
｣
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
周
辺
の
自
然
環
境
、
歴
史
的
景
観
、
航
行

安
全
対
策
等
に
配
慮
、
光
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
な

が
ら
品
位
と
風
格
を
備
え
た
橋
梁
照
明
を
毎
日
実
施

し
て
い
ま
す
。

･
主
塔
、
ア
ン
カ
レ
イ
ジ
は
投
降
照
明
に
よ
り
、

全
体
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

!“ 道イテセ 98.5

表 4 明石海峡大橋開通前後の各エリアから三時間圏の変化

到達エリア面積 エリア内人口 エリア内工業部品出荷額 エリア内商店販売額

徳
島
か
ら
鱗
馴
･

戸
蕾

臥
↓
露

ぞ
寮

軒
幇

神
戸
か
ら
翔
鯛

･

掬
↓
葡
皓

攣
羸鰡

胡

椚
倍

胡

謂
倍
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憾瀰覇

①
②
③

④
⑧

注　

　

　

　

　

　

3尾道･今治ルートのIC名は向島、因島ネヒ、因島南、大三島、大島北及び伯方島以外仮称
④尾瀘･今治ルートの新尾道大橋、多々羅大橋及び
⑧この佃に西桂地区8潮田1がある。

ず

稍

芻

図橋

　
　

　連

　

　

　5 本州四国連絡橋図

　
　臺

･
メ
イ
ン
ケ
ー
ブ
ル
は

一
本
当
た
り
二
列
の
R

G
B
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
彩
色
照
明

を
行
い
、
ケ
ー
ブ
ル
の
曲
線
美
を
表
し
、
ま

た
、
季
節
、
時
間
的
変
化
等
を
色
彩
の
変
化

で
表
現
し
て
い
ま
す
。

道々テセ 98.5 メ5

九

お
わ
り
に

神
戸
淡
路
鳴
門
自
動
車
道
は
、
昭
和
六
三
年
四
月

一
〇
日
に
開
通
し
た
瀬
戸
中
央
自
動
車
道
に
続
き
、

本
州
と
四
国
を
結
ぶ
二
本
目
の
動
脈
と
し
て
、
ま
た
、

本
州
･
淡
路
島
･
四
国
を
一
つ
に
結
ぶ
道
路
と
し
て

完
成
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
平
成
一
一
年
春
闘

通
に
向
け
て
建
設
を
進
め
て
い
ま
す
西
瀬
戸
自
動
車

道
を
加
え
た
、
本
州
と
四
国
を
結
ぶ
三
本
の
ル
ー
ト

に
つ
い
て
関
係
機
関
と
連
携
し
地
域
の
生
活
･
文
化

の
向
上
と
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
生
活
道
路
と
し

て
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
利
用
の
促
進
に
努
力
す

る
と
と
も
に
、
利
用
者
の
皆
様
が
、
安
全
で
快
適
に

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
万
全
な
管
理
を
行
っ
て
ま

い
り
ま
す
。

西瀬戸自動車道

瀬戸中央自動車道
本四備讃線



伊
勢
湾
岸
道
路
開
通
に
つ
い
て道

路
局
有
料
道
路
課

一
は
じ
め
に

伊
勢
湾
岸
自
動
車
道

(愛
知
県
豊
田
市
ー
三
重
県

四
日
市
市
、
全
長
約
六
〇
虹
)
の
う
ち
、
名
古
屋
南

I
C
か
ら
飛
島
I
C
の
区
間
、
約
一
一
如
が
平
成
一

〇
年
三
月
三
〇
日
に
供
用
さ
れ
た
。

こ
の
う
ち
名
古
屋
南
I
C
か
ら
東
海
I
C
ま
で
の

五
･
一
如
は
高
速
道
路
区
間

(六
車
線
、
設
計
速
度

時
速
一
〇
〇
畑
)、東
海
I
C
か
ら
名
港
中
央
I
C
ま

で
の
四
･
一
如
は
一
般
有
料
道
路
区
間

(四
車
線
、

同
六
○
如
)
と
し
て
新
た
に
開
通
し
、
既
に
開
通
し

て
い
る
名
港
中
央
I
C
か
ら
飛
島
I
C
間
の
二
畑
も

拡
幅
し
て
供
用
が
開
始
さ
れ
た
。
あ
わ
せ
て
建
設
省

が
受
け
持
つ
同
市
緑
区
か
ら
東
海
市
ま
で
の
湾
岸
自

動
車
道
高
架
部
分
の
一
般
国
道
三
〇
二
号
線
の
四
･

三
如
も
開
通
し
た
。

以
下
で
は
、
供
用
開
始
後
一
カ
月
以
上
が
経
過
し

た
東
海
I
C
か
ら
飛
島
I
C
ま
で
の
区
間
の
、
所
謂

｢伊
勢
湾
岸
道
路
｣
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
、
供
用

開
始
に
至
る
ま
で
の
事
業
変
更
経
緯
及
び
料
金
体
系

等
に
つ
い
て
記
す
。

圏
な
お
、
｢伊
勢
湾
岸
自
動
車
道
｣
は
、
現
在
未
成

の
第
二
名
神
の
四
日
市
北
J
C
T
(仮
称
)
-
飛

島
I
C
間
、
今
回
供
用
が
開
始
さ
れ
た
飛
島
I

C
I
東
海
I
C
間
の
一
般
有
料
道
路

｢伊
勢
湾

岸
道
路
｣、東
海
I
C
-
名
古
屋
南
I
C
間
の
第

二
束
名
及
び
現
在
未
成
の
第
二
束
名
名
古
屋
南

I
C
-
豊
田
東
J
C
T

(仮
称
)
間
を
結
ぶ
全

長
約
六
○
虹
の
道
路
の
こ
と
で
あ
り
、
｢伊
勢
湾

岸
道
路
｣
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

二

伊
勢
湾
岸
道
路
に
期
待
さ
れ
る
役
割

伊
勢
湾
岸
道
路
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
、
大
き
く

以
下
の
三
つ
が
あ
る
。

の

伊
勢
湾
岸
周
辺
地
域
の
新
し
い
動
脈
と
な
る

伊
勢
湾
岸
道
路
は
、
そ
の
起
終
点
に
お
い
て
第

二
束
名
及
び
第
二
名
神
と
接
続
し
、
東
名
高
速
道

路
、
名
神
高
速
道
路
及
び
東
名
阪
自
動
車
道
と
相

互
に
補
完
し
あ
い
、
一
体
と
な
っ
て
名
古
屋
地
区

に
お
け
る
適
正
な
交
通
配
分
を
達
成
す
る
役
割
を

果
た
す
。

②

名
古
屋
圏
の
交
通
混
雑
の
緩
和
に
貢
献

磁

伊
勢
湾
岸
道
路
は
、
一
般
国
道
一
号
、
一
三
ニ
号

道

の
バ
イ
パ
ス
の
役
割
を
果
た
し
、
桑
名
･
四
日
市

6

方
面
と
豊
田
･
豊
橋
方
面
を
結
ぶ
交
通
の
円
滑
化
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名
古
屋
西
港
線



に
資
す
る
機
能
を
持
つ
。
同
時
に
、
名
古
屋
市
内

を
通
過
す
る
交
通
も
分
散
さ
れ
、
市
内
の
交
通
混

雑
の
緩
和
に
も
資
す
る
。

③

国
際
貿
易
港
に
ふ
さ
わ
し
い
ア
ク
セ
ス
が
実
現

名
古
屋
港
は
全
国
有
数
の
国
際
貿
易
港
で
あ
り
、

名
古
屋
港
臨
海
部
は
重
化
学
工
業
地
帯
と
し
て
発

展
し
て
い
る
が
、
今
回
の
伊
勢
湾
岸
道
路
の
開
通

に
よ
り
、
名
古
屋
周
辺
地
域
と
当
該
名
古
屋
港
と

の
ア
ク
セ
ス
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、
ま
た
、
輸
送

能
力
の
強
化
に
よ
り
周
辺
地
域
の
産
業
振
興
に
貢

献
す
る
こ
と
に
な
る
。

今
後
、
名
古
屋
市
境
周
辺
を
つ
な
ぐ

｢環
状
二

号
線
｣
や
愛
知
県
豊
田
市
、
岐
阜
県
関
市
、
岐
阜

市
、
三
重
県
四
日
市
市
な
ど
を
結
ぶ

｢東
海
環
状

新しい国土軸を形成します

　
　
　
　

　　

、
、

0
蜆

　
　
　

伊勢湾周辺地域の都市を相互に連絡します
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四

0

伊勢湾岸道路の開通で中京圏は大きく変わるる

自
動
車
道
｣
の
整
備
が
進
め
ば
、
伊
勢
湾
岸
道
路

核都市相互を連絡します

は
こ
れ
ら
の
道
路
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
と
な

り
、
名
古
屋
港
と
周
辺
地
域
と
の
ア
ク
セ
ス
の
更

な
る
向
上
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
る
。

都市内幹線道路網を強化します

0
聞

宮

　

　　

三

建
設
の
経
緯

侮尋　　
　　
　

　

伊
勢
湾
岸
道
路
の
整
備
は
、
昭
和
五
四
年
一
二
月
、

現
在
の
当
該
道
路
の
西
端
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ

窕

た
一
般
有
料
道
路

｢名
港
西
大
橋
｣
の
事
業
許
可
に

セ行

始
ま
る
。
｢名
港
西
大
橋
｣
は
昭
和
六
〇
年
三
月
に
二

道

車
線
で
供
用
開
始
し
た
有
料
道
路
で
あ
る
。

β

昭
和
六
二
年
一
一
月
、
名
港
西
大
橋
を
含
め
ほ
ぼ



現
在
の
全
供
用
区
間
が
、
一
般
有
料
道
路

｢名
港
西

大
橋
｣
の
事
業
変
更
と
い
う
形
で
、
一
般
有
料
道
路

｢伊
勢
湾
岸
道
路
｣
と
し
て
事
業
許
可
さ
れ
、
平
成

元
年
一
二
月
に
工
事
着
手
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
平
成
五
年
七
月
の
名
港
西
大
橋
n
期
線

(拡
幅
)
の
追
加
な
ど
、
数
回
の
事
業
変
更
許
可
を

経
て
、
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
供
用
開
始
さ
れ
る

に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。

四

民
間
資
金
の
導
入
に
つ
い
て

民
間
資
金
を
導
入
し
た
道
路
整
備
と
し
て
有
名
な

も
の
は
、
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
、
本
州
四
国
連
絡

道
路
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
伊
勢
湾
岸
道
路
も
こ
れ

ら
の
道
路
と
並
び
民
間
資
金
を
導
入
し
た
道
路
整
備

の
代
表
例
と
し
て
、
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

伊
勢
湾
岸
道
路
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
民
間
資
金

の
導
入
手
法
と
し
て
は

｢低
利
縁
故
債
｣
が
あ
る
。

｢低
利
縁
故
債
｣
と
は
、
伊
勢
湾
岸
道
路
整
備
の
総

事
業
費
の
一
部
に
つ
い
て
J
H
が
低
利
の
民
間
資
金

を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
発
行
し
た
債
券
で
あ
る
。

当
該
｢低
利
縁
故
債
｣
は
、
地
元
地
方
公
共
団
体
(愛

知
県
及
び
名
古
屋
市
)
が
斡
旋
し
、
地
元
経
済
界
が

引
き
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
お
、
｢低
利
縁
故
債
｣
は
、
一
〇
年
満
期
で
、
日

本
道
路
公
団
が
発
行
す
る
通
常
の
金
融
機
関
向
け
縁

故
債
に
比
し
て
、
表
面
利
率
で
○
･
一
%
、
発
行
価

格
で
五
〇
銭
低
く
条
件
設
定
さ
れ
、
J
H
に
と
っ
て

は
よ
り
低
利
な
調
達
コ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
金
利
動
向
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
債
券
の

発
行
残
高
に
つ
い
て
、
そ
の
平
均
発
行
者
コ
ス
ト
が

一
定
値
以
上
と
な
る
よ
う
、
コ
ス
ト
負
担
に
上
限
が

設
け
ら
れ
て
い
る
点
に
も
特
徴
が
あ
る
。

五

料
金
に
つ
い
て

現
行
の
伊
勢
湾
岸
道
路
の
料
金
体
系
は
、
最
終
的

に
は
平
成
一
〇
年
三
月
二
六
日
の
料
金
に
係
る
事
業

変
更
許
可
を
受
け
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従
前
よ
り
有
料
道
路

｢名
港
西
大
橋
｣
が
供
用
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
四
車
種
区
分

の
下
、
普
通
車
で
四
一
〇
円
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
の

｢伊
勢
湾

岸
道
路
｣
前
線
開
通
に
伴
い
、
車
種
区
分
も
五
車
種

と
な
り
、
｢名
港
西
大
橋
｣
の
区
間
に
該
当
す
る
飛
島

I
C
ー
名
港
中
央
I
C
間
の
料
金
も
普
通
車
で
三
〇

〇
円

(中
型
車
三
五
〇
円
)
と
値
下
げ
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
当
該
値
下
げ
も
含
め
た

｢伊
勢
湾
岸
道

路
｣
全
線
の
料
金
体
系
の
概
要
に
つ
い
て
扱
う
こ
と

と
す
る
。

○

料
金
体
系
の
概
要

･
車
種
別
の
全
区
間
に
つ
い
て
の
料
金

(五
車
種
区
分
)

･
区
間
別
料
金

(普
通
車
を
基
準
)

連絡路0,4km 金

特

大

車

大

型

車

中

型

車

普

通

車

軽
自
動
車
等

二
、
三
五
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

一
、
0
0
0
円

八
五
〇
円

七
〇
〇
円

連絡路0.7km

飛島IC (2 .okm) 名港中央IC (2 ,4km) 名港潮見IC (1 .7km) 東海IC

¥ 350 ¥ 250¥ 300

OOO

¥ 850 (7.2km)

O

道イテセ 98.5 29



軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

割 引 額 100円 150円 150円 250円 350円

(伊勢湾岸道路
、

第 2 束名 (東海 ~名古屋南間) を利用する場合)

一体利用料金 円850 円nUnUL 円nU1上L 円nUにJ1 円nUにJa

(伊勢湾岸道路分) 円の“ 円50侶 円00P=
い

円"違Q

⑳(第 2 東名(東海 ~名古屋南)分) 円50@ 綱 円50G 円50G 円006

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

②

割
引
制
度
の
概
要

①

一
体
利
用
割
引

(平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
よ
り
五
年
間
)

伊
勢
湾
岸
道
路
全
線
と
、
第
二
束
名

(高
速

自
動
車
国
道
)
と
の
一
体
利
用
を
行
う
場
合
、

以
下
の
金
額
の
割
引
を
講
じ
て
い
る
。
｢開
通
よ

り
五
年
間
｣
と
は
、
伊
勢
湾
岸
自
動
車
道
を
構

成
す
る
第
二
束
名
と
東
名
高
速
道
路
と
の
接
続

が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
想
定
し
て
い
る
。

②

回
数
券
割
引

(平
成
一
○
年
五
月
一
日
か
ら
発
売
)

･
対
象
区
間
…
名
古
屋
南
･
大
府
-
飛
島

･
対
象
車
種
…
全
車
種

･
券

種
"
六
〇
回
券

･
割

引

率
…
高
速
の
割
引
と
あ
わ
せ
、
約
二

四
%

六

伊
勢
湾
岸
道
路
に
係
わ
る
･ト
ピ
ッ
ク
ス

名
港
ト
リ
ト
ン

名
港
西
大
橋
、
名
港
中
央
大
橋
及
び
名
港
東
大
橋

は
、
世
界
的
規
模
を
誇
る
斜
張
橋
で
あ
り
、
こ
れ
ら

三
橋
を
ま
と
め
て

｢名
港
ト
リ
ト
ン
｣
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
二
万
通
を
超
す
一
般
公
募
か
ら
選
ば
れ
た
愛

称
で
あ
る
こ
の

｢ト
リ
ト
ン
｣
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神

話
の
ポ
セ
イ
ド
ン
と
ア
ン
ビ
ト
リ
テ
の
息
子
で
、
三

つ
ま
た
の
矛
を
か
ざ
し
て
波
を
沈
め
た
イ
ル
カ
の
尾

を
持
つ
半
人
半
魚
の
王
子
の
名
か
ら
と
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。

ま
た
、
三
橋
の
色
に
つ
い
て
も
、
一
足
早
く
開
通

し
て
い
た
名
港
西
大
橋
は
、
親
し
ま
れ
た
赤
、
名
港

中
央
大
橋
は
伸
び
や
か
さ
を
表
現
す
る
白
、
名
港
東

大
橋
は
さ
わ
や
か
な
空
と
海
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
青
と

さ
れ
た
。
開
通
後
は
、
三
大
橋
と
も
四
季
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
春
は
新
緑
、
夏
は
空

と
海
、
秋
は
紅
葉
、
そ
し
て
冬
は
暖
炉
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
グ
リ
ー
ン
、
ブ
ル
ー
、
グ
リ
ー
ン
イ
エ
ロ
ー
、

レ
ッ
ド
が
名
古
屋
港
の
夜
を
彩
っ
て
い
る
。

な
お
、
名
港
ト
リ
ト
ン
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
は
、
維

持
管
理
費
も
含
め
名
古
屋
港
管
理
組
合
が
費
用
を
負

担
し
実
施
さ
れ
て
い
る
o

季節に合わせたライトアップが人々を魅了する



○
新
技
術

｢採
光
遮
音
壁
｣
の
採
用

名
古
屋
南
I
C
-
東
海
I
C
間
は
、
道
路
に
よ
っ

て
周
辺
建
物
へ
の
日
当
た
り
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う

光
を
透
過
さ
せ
る
効
果
の
あ
る

｢採
光
遮
音
壁
｣
が

用
い
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
遮
音
効
果
を
高
め
、
同

時
に
周
辺
の
生
活
環
境
に
配
慮
す
る
と
い
う
目
的
に

資
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
路
は
タ
イ
ヤ
音
と

路
面
水
を
吸
収
す
る
舗
装
を
ほ
ど
こ
し
、
騒
音
の
軽

減
と
快
適
な
走
行
を
両
立
さ
せ
た
。

を釀
議
きき
も
農
〆
、

　

　
　　

　
　

　

　

　

　

　

　
ギ
メ
ノ
ね}

礬

○
一
般
国
道
三
〇
二
号
線

一
般
国
道
三
〇
二
号
線
は
、
住
宅
地
内
を
通
過
す

る
こ
と
か
ら
、
高
速
道
路
と
一
体
と
な
っ
た
遮
音
壁

の
設
置
、
本
線
に
お
け
る
低
騒
音
舗
装
の
採
用
、
環

境
施
設
帯
の
整
備
、
歩
道
に
お
け
る
透
水
性
舗
装
の

採
用
等
、
沿
道
の
良
好
な
生
活
環
境
と
の
調
和
に
も

配
慮
し
て
い
る
o

ま
た
、
横
断
歩
道
橋
は
、
地
域
に
親
し
ま
れ
る
こ

と
を
目
的
に
、
名
称
及
び
舗
装
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い

て
、
地
元
大
府
市
及
び
東
海
市
の
小
中
学
生
の
ア
イ

デ
ィ
ア
が
採
用
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
共
同
構
の
設
置
に
よ
り
、
ガ
ス
、
電
話
、

電
気
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
安
定
的
な
供
給
を
確

保
し
て
い
る
o

　
　

　

＼

蛇
　　
　

ミ

ルヌ

　
　
　
　

　　
　　
　

、ゞ
＼ゞ
卸

泉

　

　
　

き
、
国
霧

　

　

さミ

ー

二
麓

　
　

　
　
　

　
　

環境を重視 ｢採光遮音壁｣ を採用



高
速
自
動
車
国
道
の
脆
衞
命
令
に
つ
い
て

近
藤

清
久

の
交
通
混
雑
の
解
消
な
ど
、
信
頼
性
の
高
い
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
確
保
す
る
区
間

第
二
東
海
自
動
車
道

海
老
名
-
伊
勢
原
北
間

近
畿
自
動
車
道
敦
賀
線

大
飯
ー
小
浜
間

③

国
土
の
環
境
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道

中
条
-
荒
川
間

関
越
自
動
車
道
上
越
線

佐
久
-
佐
久
南
間

④

地
域
の
発
展
の
核
と
な
る
地
方
拠
点
都
市
や
地
方

中
心
都
市
の
連
絡
す
る
区
間

常
磐
自
動
車
道

富
岡
-
相
馬
、
山
元
-
亘
理

　
四
国
横
断
自
動
車
道

三
間
-
宇
和
間

で
あ
り
、
早
急
な
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
新
規
施

行
命
令
区
間
の
整
備
に
よ
り
、
こ
れ
に
並
行
す
る
一
般
道

路
の
渋
滞
解
消
、
災
害
時
や
規
制
区
間
の
代
替
が
図
ら
れ

一

は
じ
め
に

平
成
八
年
一
二
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
〇
回
国

土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議
会

(国
幹
審
)
の
議
を

経
て
、
三
八
区
間
九
九
八
蝋
の
新
規
区
間
や
追
加
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
計
画
が
策
定
さ
れ
、
以
後
、
日
本
道

路
公
団
に
お
い
て
施
行
に
必
要
な
調
査
が
鋭
意
進
め
ら
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
昨
年
三

月
一
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
緊
急

経
済
対
策
の
具
体
化
と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
早
期

施
行
命
令
を
年
度
内
に
も
約
五
〇
〇
虹
程
度
出
す
こ
と
と

し
、
事
業
の
前
倒
し
を
図
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
昨
年
三
一月
二
五
日
に
施
行
命
令
を
出

し
た
三
三
三
如
の
区
間
に
引
き
続
き
、
今
回
、
一
〇
区
間

一
四
九
如

(表
ー
参
照
)
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
･
調
整

が
整
っ
た
こ
と
か
ら
平
成
一
〇
年
四
月
八
日
付
け
で
建
設

大
臣
か
ら
日
本
道
路
公
団
総
裁
に
対
し
施
行
命
令
を
出
し
、

事
業
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

=

施
行
命
令
区
間
の
機
能
･
役
割

今
回
の
施
行
命
令
区
間
の
主
な
機
能
･
役
割
と
し
て
は
、

①

空
港
、
港
湾
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
等
高
速
自
動

車
国
道
と
密
接
に
関
連
す
る
物
流
拠
点
等
を
連
結
す

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
物
流
の
効
率
化
に
よ

る
経
済
構
造
改
革
を
支
援
す
る
区
間

北
関
東
自
動
車
道

太
田
-
足
利
間
、
真
岡

-
岩
瀬
間

(常
陸
那
珂
港
)

中
国
横
断
自
動
車
道
尾
道
松
江
線

甲
山
-
吉

舎
間

(本
州
四
国
連
絡
道
路
)

②

災
害
時
に
お
け
る
代
替
･
迂
回
機
能
や
大
都
市
部



昨
年
末
に
実
施
し
た
三
三
三
如
の
施
行
命
令
に
引
き
続

き
、
今
回
の
一
四
九
畑
の
施
行
命
令

(計
四
八
二
鬮
)
に

よ
る
高
速
自
動
車
国
道
の
整
備
に
着
手
す
る
こ
と
に
よ
り

約
三
兆
七
千
億
円
の
追
加
投
資
が
図
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
う

需
要
創
出
効
果
は
建
設
期
間
中
の
合
計
で
約
六
兆
一
千
億

よ き
、

の るる
こ
と
と
な
り
、
沿
線
地
域
に
お
い
て

= 確一 保
も　 　

　 　
効 ぞ
果 き

表 1 今回施行命令区間

る

る 四 命 質
こ こ 八 令 の
れ と 二 に 高
に に km 引 い
伴 よ ) き 生
う り に 続 活

路 線 名 区 間
延 長

(km)

事業費
(億円)

備 考

日本海沿岸

東北自動車道
中条 ~ 荒川 9 550 暫定2車線

関越自動車道上越線 佐久~ 佐久南 ( 8) 650 ICの延伸

常磐自動車道 富岡~ 相馬 46 2,140 暫定2車線

" “ 山元~ 百理 11 570 暫定2車線

北関東自動車道 太田~ 足利 10 740 完成 4車線

" 真岡~ 岩瀬 15 800 完成 4車線

第二東海自動車道
海老名~

いせはらさた
伊勢原北

8 4,450

海老名 ~ 伊勢原

暫定4車線
伊勢原~伊勢原北

暫定 2車線

近畿自動車道敦賀線 大飯~ 小浜 11 740 暫定2車線

中国横断自動車道
尾道松江線

甲山~ 吉舎 20 830 暫定2車線

四国横断自動車道 三間~ 宇和 11 460 暫定2車線

8路線 10区間
149

( 8)
11,930

円
、
既
事
業
中
区
間
も
含
め
る
と
約
二
五
兆
五
千
億
円
と

推
計
さ
れ
る
。
(表
2
参
照
)

ま
た
、
現
在
事
業
中
の
区
間
七
、
九
四
四
虹
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
完
成
時
の
走
行
時
間
の
短
縮
、
燃
料
費
等
の
走
行

経
費
の
節
約
、
交
通
事
故
の
減
少
等
の
利
用
者
便
益
は
、

年
間
約
八
兆
九
千
億
円
に
な
る
と
推
計
。
こ
れ
に
加
え
、

四
八
二
蝿
の
施
行
命
令
区
間
完
成
時
の
利
用
者
便
益
は
、

約
五
千
億
円
増
加
し
、
年
間
約
九
兆
四
千
億
円
に
な
る
も

の
と
推
計
さ
れ
る
。
(表
3
参
照
)表 2 需要創出効果 (単位 :兆円)

平成10年度以降

建設投資予定額
需要創出効果

既事業中区間 10 .6 19 ,4

482km施行命令区間 3.7 6 .1

計 14 ,3 25 .5

新
規
施
行
命
令
区
間
一
四
九
如
に
つ
い
て
直
接
効
果

(走
行
時
間
短
縮
･
走
行
経
費
節
約
･
交
通
事
故
減
少
)

と
費
用

(建
設
費
･
管
理
費
･
金
利
)
を
算
出
し
た
結
果

直
接
効
果
/
費
用
は
二
･
五
と
な
る
。

今
回
の
施
行
命
令
区
間
一
四
九
蝿
を
現
在
の
高
速
プ
ー

ル
対
象
に
追
加
し
た
場
合
の
償
還
見
通
し
は
以
下
の
通
り

で
あ
り
、
現
行
料
金
水
準
の
も
と
で
採
算
性
を
確
保
で
き

る
見
通
し
。
(表
4
参
照
)

る で ル 直 と (

　　　　　　　　 　

%現邁進歩建纜獲鰹
象料肥得用嚢踞衾 轟

表 3 利用者便益 (単位 :兆円/年)

走行時間短縮 走行経費節約等 計

H 9年度末時点
(6 ,395kの

6.6 0.8 7.4

既事業中区間完成時
(7,944km)

7.9 1･0 8 .9

482km区間完成時

(8 ,426km)
8 .4 1,0 9 ,4

* 高速道路が社会経済活動に及ぼす生産力拡大効果は、 1)走
行時間の短縮、 2)走行経費の節約、 3)交通事故の減少、 4)
定時性の確保、 5)運転者の疲労軽減と走行快適性の向上、
6)大量輸送、 7)荷傷みの減少と梱包費の節約など多岐にわ

たるが、 ここでは計測可能な1)から3)のみを対象とした。



た
、
今
般
施
行
命
令
が
出
さ
れ
た
区
間
に
つ
い
て
は
、
四

月
末
付
け
で
建
設
大
臣
に
よ
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
が

(注 1 )国費必要額の現在価値は毎年の国費を将来金利で割り戻

したもの。
(注 2 )追加後の欄の全体事業費には、 149kn1区間の事業費の他、

新規着手路線の整備に伴い、 事業中区間の休憩施設を整

備するため必要となる事業費 (約100億円) を含む。
(注 3 )端数処理の関係上、 各々の事業費の和が合わないことが

鴦
こ

i

月
末
付
け
で
建
設
大
臣
に
よ
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
が

冷
熱

準

な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
･

今
後
･

現
地
測
量
･

設
計
協

　
　

　

‐

ゞ

開

議
、
用
地
買
収
、
工
事
の
実
施
等
の
手
続
を
進
め
て
行
く

億

肋

期

m

の

設

こ
と
と
な
る
。

約
費

建

-
(

業

の

今
後
と
も
関
係
各
位
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得

、
費
事

魚

道

　

　

　
　

　

　

　

①現行料金水準 (普通車24.6円/km)

②将来調達金利は 5 % に設定

③物価上昇は考慮せず。
④国費は資金コスト 3 % 路線12道 (建設期間中平準化)

今
後
と
も
関
係
各
位
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
得

て
、
高
速
自
動
車
国
道
の
整
備
の
促
進
を
図
っ
て
参
り
た

い
。

(道
路
局
高
速
国
道
課
課
長
補
佐
)

見通し

追 加 前 追 加 後

全体事業費
( H 1o年度以降投資予定額)

35兆7
,
500億円

(13兆 600億円)

36兆9
,
600億円

(14兆2
,
700億円)

H 10年度以降
国費必要額

名 目 値 6兆7
,
400億円 7兆1

,
000億円

現在価 醐鯛Z跳 円億004認"

償還期間 日
"ケワ!婢リリ 目

“ケQJ鮮
償還完了年月 H

“
露砕月位成平 日

“
qy碎メれれ性成平

換算起算日 HH“
に･U年ワ!成平 H

"
12年緘

五

経
費
節
減

三
一
0
億
円

(▲
二
･
三
%
)

⑤
道
路
構
造
の
見
直
し
等
に
よ
る
節
減

今
回
の
施
行
命
令
区
間
の
建
設
費
節
減
に
つ
い
て
は
、

六
一
五
億
円

(急
四
･
七
%
)

①
新
技
術
の
開
発
等
に
よ
る
節
減

で
、
合
計
一
、
一
三
五
億
円
(事
業
費
比
率
マ
イ
ナ
ス
九
･

二
〇
億
円

(急
○
･
二
%
)

二
%
)
を
見
込
ん
で
い
る
。

②
暫
定
施
工
の
適
用
拡
大
に
よ
る
節
滅

六

お
わ
り
に

一
一
〇
億
円

(▲
○
･
八
%
)

③
新
た
な
技
術
基
準
の
採
用
に
よ
る
節
減

新
規
整
備
計
画
区
間
の
う
ち
施
行
命
令
が
出
さ
れ
て
い

一
六
〇
億
円

(急
一
･
二
%
)

な
い
区
間
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
所
要
の
調
査
が
完
了
し
、

④
よ
り
効
率
的
な
工
事
実
施
方
法
の
採
用
に
よ
る
節

地
元
の
協
力
体
制
が
整
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
順
次
施
行
命
令

減

を
行
え
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
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川
酷
と
墹
者

. 日

　　 　
態 報

黄

　
　　 　

　
　 　

　 　

　
　　　　　



平
成
八
年
度

道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

一

は
じ
め
に

毎
年
度
、
年
度
当
初
に
全
国
の
各
道
路
管
理
者

(地
方

建
設
局
、
公
団
、
公
社
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
市
、
市

町
村
等
)
に
調
査
依
頼
し
、
当
係
に
お
い
て
と
り
ま
と
め

を
行
っ
て
い
る
道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵
事
案
等
に
関
す
る

実
態
調
査
の
集
計
作
業
が
本
年
一
月
に
平
成
八
年
度
分
に

つ
い
て
の
集
計
を
終
了
し
た
の
で
、
本
稿
で
そ
の
調
査
結

果
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

こ
の
調
査
の
対
象
と
な
る
の
は
、
道
路
法
上
の
道
路
の

み
で
あ
り

(
一
部
そ
の
他
の
道
路
も
対
象
と
す
る
調
査
項

目
あ
り
)
調
査
項
目
は
、
八
年
度
に
賠
償
し
た
件
数
･
金

額
･
係
争
中
の
訴
訟
の
状
況
、
七
年
度
に
受
け
た
判
決
、

道
路
賠
償
責
任
保
険
等
で
あ
る
。

-
-
道
路
管
理
瑕
疵
事
故
統
計

道
路
の
管
理
瑕
疵
に
よ
り
、
賠
償
し
た
事
案
の
件
数
及

び
金
額
に
つ
い
て
、
四
年
度
-
八
年
度
の
五
ヵ
年
を
訴
訟

と
示
談
に
分
け
て
集
計
し
た
も
の
が
表
1
ー
ー
ー
表
1
-

m
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
表
1
1
2
-
表
1
1
10
ま

で
は
、
事
故
態
様
分
類
表
の
態
様
別
の
集
計
と
な
っ
て
い

る
%な

お
、
訴
訟
と
は
判
決
の
外
、
裁
判
上
の
和
解
、
調
停

に
よ
る
解
決
を
含
み
、
示
談
と
は
、
そ
の
他
の
場
合
を
い

ニノ
o表

1
-
1
の
総
括
表
は
、
直
轄
、
公
団
、
公
社
、
地
方

公
共
団
体

(都
道
府
県
、
指
定
市
、
市
、
町
村
)
の
分
類

に
よ
る
統
計
で
あ
る
が
、
八
年
度
は
訴
訟
に
よ
る
も
の
が

一
九
件
で
一
六
二
、
0
六
九
千
円
、
示
談
に
よ
る
も
の
が
、

二
、
二
八
九
件
で
九
〇
九
、
0
一
八
千
円
、
合
計
で
二
、

三
〇
七
件
、
一
、
0
七
一
、
0
八
七
千
円
と
な
っ
て
お
り
、

前
年
度
比
で
、
件
数
で
四
%
、
金
額
で
二
三
･
五
%
そ
れ

ぞ
れ
上
回
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
①
直
轄
に
お
け
る
示
談
件
数
が
前
年
度
よ
り

大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
(賠
償
金
額
は
減
っ
て
い
る

が
、
前
年
度
は
国
道
四
三
号
訴
訟
が
確
定
し
た
こ
と
で
そ

の
支
払
い
に
よ
り
賠
償
金
額
が
増
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
、
特
殊
要
因
と
い
え
る
。)②
都
道
府
県
に
お
け
る

示
談
件
数
も
前
年
度
よ
り
約
一
〇
〇
件
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
要
因
と
な
っ
て
、
そ
れ
に
伴
う
賠
償
金
額
が
増
加
し

鰡

た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

砕

次
に
、
事
故
態
様
別
の
状
況
を
表
1
-
2
及
び
図
ー
か

憤

ら
み
る
こ
と
と
す
る
。

召

賠
償
件
数
で
は
、
穴
ぼ
こ
、
蓋
不
全
、
落
石
の
順
で
上



位
を
構
成
し
て
お
り
、
こ
の
三
項
目
で
全
体
の
七
0
%
以

上
を
占
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
傾
向
は
過
去
何
年
も
変

わ
ら
な
い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

一
方
、
賠
償
金
額
で
は
、
安
全
施
設
不
備
、
落
石
、
落

下
物
直
撃
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
項
目
で
全
体
の

六
0
%
程
度
を
占
め
て
い
る
o

安
全
施
設
不
備
に
つ
い
て
は
、
賠
償
件
数
は
中
位
と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
件
当
た
り
の
賠
償
額
が
大
き
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
、
実
際
に
賠
償
額
が
二
〇
〇
万

円
以
上
の
件
数
が
九
件
と
な
っ
て
い
る
。
落
石
、
落
下
物

直
撃
に
つ
い
て
は
高
額
事
例
も
見
ら
れ
る
が
、
件
数
自
体

も
多
く
、
こ
れ
に
比
例
し
た
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
事
故
態
様
別
の
も
の
を
道
路
管
理
者
別
に
集

計
し
た
も
の
が
表
1
ー
3
ー
表
1
ー
ゆ
で
あ
り
、
各
団
体

別
の
特
徴
を
み
る
と
、
直
轄
と
町
村
は
、
賠
償
金
額
の
上

位
を
占
め
る
項
目
と
賠
償
件
数
は
比
例
し
て
い
る
こ
と
、

公
団
は
、
そ
の
他
の
件
数
が
半
数
以
上
を
占
め
事
故
態
様

が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
、
都
道
府
県
、
政
令
指
定
市
、

市
に
つ
い
て
は
、
安
全
施
設
不
備
が
賠
償
金
額
で
一
位
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
金
額
の
大
き
な
示
談
ま
た
は

判
決
等
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど

が
う
か
が
え
る
。

-こ

賠
償
額
二
〇
〇
万
円
以
上
の
事
案

二
〇
〇
万
円
以
上
の
高
額
な
賠
償
金
の
支
払
い
を
し
た

事
案
の
一
覧
が
表
2
で
あ
る
。
例
年
ま
で
は
、
五
〇
〇
万

表 1 道路管理瑕疵事故統計
事故態様分類表 (本調査における事故態様の分類は下記のとおりである)

分類 事故態様 内 容 類分 事故態様 内 容
1▲ 穴ぼこ

没陥の路道

故

群

事

衞

す

遊
国

こ

起

ほ

に

穴
氏
扮

欲
繊

路

:

適

例

7･ 路上障害物 過

劉

瀬

猷

鬘
燃鰔

繊邦
筋灘

、因

し
の

物
起

際
上

下
に

に
道

繋癩
跡渉

路“
颪
雌

臟略
諌劭

顕
餓
放
木

路
の

例
2- 段差 道路の段差に起因する事故

0O 蓋不全 擁
搬

報
淺*

壽
滋

辯
護

彰坊
紗琺斂

帆
倒
の
部

側
グ

例

R) 工事不全 歳

神疣

勁

診

断動

議

鍼
碗
跡
)
据嫁讓

路
悪

!
故
も

4 スリップ 起

砂
リ

に

土
ス

等

出
る

全

流
討

の

ス
靱

設

ツ
こ

施

り
加
ブ

水

ス
面
ツ

排

る
路
リ

鼓

酎を

士

起
ッ
上

出
プ

に
リ
藍

満
ッ

結
ス
缺

･リ

涼
る
、

結
ス

面
よ
ブ

凍
る

路
に
ッ

面
す

･･

路
因

例

○) 備不設施全安 酎擬

が脉

槌知
胤
娠

禍創

臘瀰

齦鏑

鰔繃鰕

難癖

嬬熾鷲

潴殼勒
胤硼艫

*建増
蹠洲鰄

も
故
も

横
ド
道

や
亭
る

･･

円) 道路崩壊 路が両車行通めたの等
:故事ひ乾

略
解、る

浸
す

陥
落

の
転

路
に

道
外 約 橋脱 故事るす因起に壊損出流の梁橋

け 道路崩壊 等畑颯屋家の遺沿が砂
合

土
湯

た
た

し
え

壊
与

崩
を

の
害

路
損

道
に

u 撃直物下落 等

類
入

鮒鷲競
総

纖癈
)

馨
纖蘂

不
髄
さ
れ

謝
し

例

K̂) 落石･崩土

土
石

崩
落、

の
石
へ

落
上

の
路

へ
道

故

上
ら

事

路
か

る

道
南

す

ら
法

因

か
の

起

外
内

に

城
城

士

区
区

崩

路
路
士

、
道
道
崩

石

･･

落

例

1 2 他のそ ず因起に疵瑕の理管置設の路道の外以
故

記
事

上
る



円
以
上
を
対
象
に
掲
載
し
て
い
た
が
、
今
年
度
か
ら
は
二

〇
〇
万
円
以
上
を
対
象
と
し
て
掲
載
し
た
。

安
全
施
設
不
備
に
関
す
る
事
例
が
多
か
っ
た
こ
と
が
特

徴
的
で
あ
る
。

四

平
成
八
年
度
に
言
い
渡
し
て
あ
つ
左
判
決

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
誌
二
月
号
及
び
四
月
号
に
掲
載

し
た
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

五

道
路
賠
償
責
任
保
険

平
成
八
年
度
末
に
お
け
る
道
路
賠
償
責
任
保
険
の
加
入

状
況
は
、
表
3
1
1
で
あ
る
。

ま
た
、
各
団
体
の
道
路
管
理
者
に
お
け
る
一
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
当
た
り
保
険
料
の
分
布
、
各
団
体
毎
の
年
間
保
険
料
、

保
険
対
象
延
長
な
ど
を
集
計
し
た
の
が
表
3
-
2
で
あ
る
。

次
に
、
各
団
体
別
に
道
路
賠
償
責
任
保
険
に
よ
る
損
害

賠
償
金
の
支
払
い
の
比
率
を
出
し
た
も
の
が
表
3
ー
3
で

あ
る
。

六

お
わ
り
に

以
上
平
成
八
年
度
道
路
管
理
瑕
疵
実
態
調
査
結
果
の
概

要
を
紹
介
し
た
が
、
平
成
九
年
度
分
の
集
計
を
近
々
に
各

道
路
管
理
者
に
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
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1 一 1 5 ヵ年間の損害賠償状況 (全国計)



表 1ーー 総括表

道 路 処 理 ‘
件 数

年 5年 f
‘乍 数

年 7年 ′‘(年
件 針 内賞金額

直 轄
訴 訟
示 談
計

0
52
52

C
315,525
316,525

0
琉
55

C
217,311
2f7,31l

2
50
靴

7,048
242 268
249,316

1
郎
効

66.54輩
44,864
111,405

0
71
円

C
35,240
35,240

3
281
284

73,589
855,208
928,797

公 団
訴 訟
示 談

計

0
創
射

0
8-555
8,555

2
36
艶

253,908
13,744

267,652

1
範
釘

318
29,271
29-589

2
博
打

46,386
4,173

49,559

0
41
41

0
11,579
11,579

6
203
208

299,612
67,322

366,934

公 社
訴 訟
示 談

計

n)
R)
□̂

0
t,373
1,373

0
14
14

0
10,364
10,364

o
m
m

0
2-168
2,168

o
=
=

0
2,162
2,162

o
約
め

0
3,390
3,390

0
邱
脇

0
19,457
19,457

地 方

公共団体

訴 訟
示 談

計

8
1-6l5
1-623

56,247
439,852
496,099

7
l,980
f,987

48,458
718,882
767,340

9
1,754
1,763

56,570
410,147
466,717

7
2-122
2,129

87,435
616,120
703,555

19
23 66
2,185

162,069
858,808

t020,877

50
9,637
9,687

410,779

,043,809
,454,588

内

訳

都道府県
訴 訟
示 談
計

2
48l
483

22,021
195,232
217,253

1
598
599

2l9
382,515
382,734

1
579
580

37,800
159,515
197,315

1
618
6f9

4,000
197,619
201,619

8
717
725

63,147
500,119
5632 66

13
2,993
3,006

127,187

,435,000
,562J 87

政令指定市
訴 訟
示 談
計

1
142
143

1,131
24,836
25,967

2
190
192

4,003
44,055
48,058

3
190
193

2,269
32,531
34.800

0
l47
l47

0
55,879
55,879

1
191
192

1,500
78,077
79 577

7
860
867

8,903
235,378
244,281

市
訴 訟
示 談
計

2
592
594

20,604
136,750
157,354

3
719
722

43,536
l87,955
231,491

3
585
588

lo,001
144,639
154,640

5
788
793

80,435
205,084
285,5f9

8
761
769

76,382
133,988
210,370

21
3,445
3,466

230,958
808,416
039,374

町 村
訴 訟
示 談
計

3
400
403

"2,491
83,034
95,525

1
473
474

700
104,357
105-057

2
400
402

6,500
73,462
79,962

1
569
570

3,000
157,538
160,538

2
497
499

21040
146,624
167,664

9
2,339
2,348

43,731
565,of5
608,746

全 国 計
訴 訟
示 談
計

8
I-716
1,724

56,247
765,305
821,552

9
2,085
2,094

302,366
960,301

1,262,667

12
1,880
1,892

63,936
683,854
747,790

10
2-205
2-215

199,362
667,3l9
866,681

19
2,288
2,307

162,069
909,018

1,071,087

58
lo,174
10,232

783,980

,985,797
769,777

(単位 ;千円)

/ / / ｣--′

400,000

200,000

000'000

'000

金額 (千円)
000

　　　　 　 　　　
都燈府県

L′指
市
定

｣‐
公 管理者区分/ 社

諜髄
4" ooo

直
団

図 1一 3 5ヵ年間の管理者別賠償金額



増が全 路上障害物

図 1 ー 5 事故態様別 (全国 ･金額)
合計亀07l,087千円

その
　 　 　

段
4実

　　　　　 　
粥 スリップ

図 1‐ 4 事故態様別 (全国 ･件数)
合計2,307件
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表 1ー 2 内訳表 (事故態様別 ･全国計) (単位 :千円)

分
類

事 故
態 様

処 理
区 分

4年 5年 6年 7年 年 計
件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 琵支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

I 穴 ぼ こ
訴 訟
示 談

計

4
649
653

l8.468
81,425

0
8l3
813

109,393
3-800
61,844

2
829
831

60,822
92,918

“
714
716

5,650
64-972 3,486

88740
4lo,552

8,874

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
70
70

24,456
24,456

0
70
70

2
1=
113

4,541
32766
37,307

l
89
90

23,205
23,818

3
96
99

8溝l3
21802
29,915

6
436
442

13,267
円3,871
127,138

2,211

3 鑑 不 全
訴 訟
示 談

計

3,0の
86,735

2
455
457

2,2l9
130,875

0
484
484

203,891
0

547
547

25,322
2

589
591

2!19
126,062 2,466

7,338
672,885

1,468

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
18
18

11065
11065

2,237
2,237

0
20
20

7J20
7120

0
22
22

8,475
8,475

0
27
27

lo,773
lo,773

0
100
loo

39,670
39-670

0
397
397

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
28
28

15-632
0
35
35

118405
2
23
25

39,l70
32-998

0
28
28

43,121 63-228
2

128
130

39.170
273,384

19,585
2136

5′
通路崩壊
G台道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
7
7

29,108
29,108

1
6
7

= -536
l3-086
24,622

0
4
4

10,657
10,657

0
4
4

5,124
5J24

0
2
2

26,516
26,516

1
23
24

11,536
8449l
96,027

= ,536
3,674
4-001

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
259
259

387,574
0

307
307

377,739
0

296
296

158,B29
0

270
270

91,
0

333
333

210,963 1,465 226,957
0

838
838

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
87
87

21,290
2l,290

0
109
l09

58,896
58,896

2
137
139

47,615
48,514

1
99
100

4,桝
23,717
27-717

2
97
99

20,043
20,650

5
529
534

5,506
71,561
77,067

1･101

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

1258
3,460 3,335

0
19
l9

13,508
1
24
25

3,000
10,044

1
l3
14

17,560
4,519

3
86
89

21-818
34866

7273

9
安全施設

不 -備

訴 訟
示 談

計

2
78
80

33,521
76,876
l10,397

3
125
128

32,403
57,484
89-887

2
84
86

13,870
36,271
50J41

0
81
81

t20,538
l20,538

6
101
106

112,540
180,214
292754

12
469
481

192334
471,383
663717

16,028
LO05
1,380

10 脱 橋
訴 訟
示 談

計

0
2
2

1,084
1,084

0
5
5

す2‐254
12,254

0
3
3

7,034
7,034

0
2
2

0
820
820

1
1
2

10'“)0
7話23
17,123

l
13
14

10'000
28,315
38,315

2,178

= 落下物直撃
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

49,904
49,904

32,660
32-660

0
168
168

136,679
136,679

0
386
386

9,243
9243

0
568
568

l2 そ の 他
訴 訟
示 談

計
26,6の

3
l34
137

256-208
64,955

2
107
109

1-656
2l,417

5
103
108

130-927
89,523

3
i33
136

5,480
36,125

13
587
600

394,271
238′620

30-329

合 計
訴 訟
示 談

計
1,716
1,724

56,247
765,305
821,652

2,085
2,094

302,366
960,301

1,262-667
1,880
1,892

63,936
683,854
7471790

2,205
2,215

199,362
667,319
866,681

2,288
2,307

162,069
909,018

1,071-087
話0.174
話。-232

3,9
4,7

3,980
5,797
9,777

13,517
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金額(千円)
国

事故態様

図 1 - 7 5ヵ年間の事故態様別賠償金額 (全国計(千円))



表 1ー 3 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･直轄)
分
類

事 故
態 様

処 理
区 分

4年 5年 6年 7年 8年 計
杵 散支 払 額件 数支 払 譲件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

1 六 ば こ
訴 訟
示 談

計

0
7
7

2,002
0
7
7

2,138
2,138

0
3
3

2,444
2,444

0
5
5

0
629
629

0
l2
l2

0
34
34

9,131
0

269
269

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
1
1 6

0
0
0

0
0
0

0
3
3

2,083
0
4
4

2,635
0
2
2

0
130
130

0
10
10

5,434
0

543
543

3 蓋 不 全
訴 訟
示 談

計

0
7
7

1,974
1,974

0
4
4

2,670
2,670

0
9
9

15,117
15,117

0
2
2

l,735
1,735

0
i2
12

9,590
9,590

0
34
34

141,086
l41,086

4150
4,150

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
1
1

7,500
0
1
1

0
440
440

0
2
2

0
416
4l6

0
2
2

0
697
697

0
3
3

0
855
855

0
9
9

9,908 れ101

5
道路崩壊
(通行車両
の被害) ,

訴 訟
示 談

計

0
1
1

0
306
306

0
1
1

15,808
15,808

0
1
1

0
65
65

0
1
1

15,7
15,7

0
1
1

2-504
2,504

0
5
5

34-399
34,399

6,880
6,880

5′
道路崩壊
(沿道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
2
2

16,696
0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
3

18,164 6,055

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
21
21

283-877
283,877

0
20
20

167-49-
16749t

0
17
17

99,669
99,669

0
15
15

7,650
7,650

0
17
17

7,056
7,056

0
90
90

565,743
565,743

6,286
6,286

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
2
2

0
352
352

0
3
3

2-175
0
4
4

16,797
0
2
2

2,080
0
3
3

3,026
0
14
14

24,430 1,745

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

･ 0

0
0
0

V/O
V/O

9
安全施設

不 備

訴 訟
示 談

計

0
6
6

1,683
0
9
9

13,008
1
2
3

5-710
1,666

0
2
2

5,783
0
3
3

t
22
23

5,フ10
23,852

10 脱 幅
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

= 落下物直撃
訴 訟
示 談

計 0 0 0 0

0
7
7

3,564
0
13
13

5,793 8,129
0
37
37

17,486
0

473
473

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計

0
4
4

0
549
549

0
9
9

2溥13
2!13

l
2
3

1-338
447

1,785

1
7
8

66,541
2,t46
68,687

0
1
1

0
320
320

2
23
25

67,879
5,575
73,454

33,940
242

2,938

合 計
訴 訟
示 談

計

0
52
52

315,525
0
55
55

217-311
2
50
52

7,048
242,268

1
53
54

66,541
44,864

0
71
7l

35,240
3

281
284

73,589
855,208

24,530
3,043

(単位 :千円)

表 1‐ 4 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･公団)
分
類

事 故
態 様

処 理
区 分

4年 5年 6年 7年 8年 計
件 数 支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

1 穴 ぼこ
訴 訟
示 談

計

、 0
19
19

3,099
0
7
7

0
949
949

0
4
4

0
3
3 5

0
538
538

0
38
38

6,391

2 段 差
訴 訟
示 鐵

計

、 0
i
1

0
453
453

0
0
0

0
0
0

0
13
13

7,461
7,461

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
14
14

7,914
7,914

0
565
565

3 艶 不 全
訴 鞘
示 繊

計

0
5
5

1,813
0
0
0

0
0
0

0
4
4

0
930
930

0
3
3

0
9田
981

0
1
1

0
194
i94

0
l3
13

3,9l8
3,918

0
301
301

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
259
259

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
259
259

0
259
259

5
通路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5′
道路崩壊
G合道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0 V/O

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
1
1

4,553
4,553

2,214
2,214

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
2

6,767
6,767

3,384
3-384

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
888
886

0
25
25

9,346
9,346

0
2
2

0
327
327

0
3
3

0
32
32

13-673
0

427
427

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

0
3
3

0
636
836

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
3

0
636
636

0
212
212

9
安全施設

不 備

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
608
608

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0
3
3

0
839
839

0
280
280

10 脱 橋
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11落下物直撃
訴 訟
示 談

計 0 0 0 0

0
15
15

6,647
6,647

0
4
4

449
0
5
5

1,524 24 9,620
0

401
401

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計

0
13
13

2,554
2
26
28

253,908
7,356

1
2
3

318
747

1-065

2
5
7

45-386 0
27
27

6,209
6
73
78

299,612
17,305

59,922

合 計
訴 訟
示 談

計

0
41
41

-555
2
36
38

253,908
13-744

1
66
67

29,271
2
19
2l

45,386
4-173

0
41
41

11,579
5

203
208

299,612
67,322

59,922

(単位 :千円)



表 1 ー 5 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･公社)

分
類

事 故
態 様

処 理
区 分

‘‐年 て年 6年 7年 E年 計
件 数支 払 額件 数支 払 髯件 数支 払 幻件 窮支 払 灘件 数支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

穴 ぼ こ
訴 訟
示 談

計 482

0
0
0

〔
0
0

0
0
0

〔
0
0

0
0
0

(
0
0

0
1
1

1,300
1,300

0
2
2

1-782
1782

0
891
891

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 蓋 不 全
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
382
382

0
1
l

0
382
382

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
1
l

0
1 142
1 142

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

142
142 142

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5′
退職期媛
(沿道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
3
3 304 4

2,564
2,584

0
3
3

0
780
780 4

1,316
1,316

0
2
2

0
16
16

5,648
5,648

0
353
353

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計 2 265 4
6,879
6,879

0
2
2 259

0
2
2

0
236
236

0
3
3 471

8,110
8,110 624

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
安全施設

不 備

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
1
l

0
412
412

0
0
0

0
0
0

0
3
3

0
362
362

0
1
1

0
=
=

0
5
5

0
785
785

10 脱 橋
訴 拗
示 舐

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

= 落下物直撃
訴 訟
示 舐

計 0 0 0 0

0
4
4

1,066
0
2
2 248

0
2
2 542

",858
0

232
232

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計

0
2
2

0
322
322

4
0

367
367

0
1
l

0
63
63

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
7
7

0
752
752 107

合 計
訴 訟
示 談

計

0
8
8

1,373
1,373

14 10,364
fo,364

10 2,168
2,168

= 2,162
2,162

0
10
10

3,390
3,390

53 l9,457
19,457

0
367
367

(単位 :千円)

表 1ー 6 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･地方公共団体)

分
類穫 擦処 理

区 分
‘年 -年

^
年 年 8年 計

件 獨支 払 額件 募支 払 額件 虔支 払 額件 琵支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

l 穴 ば こ
訴 訟
示 談

計

4
622
626

18,468
75,842
94,310

106,306
乏

474
476

3,8
58,O 821

60,
91.

2 5,650
61,2l6 3,4l2

88,740
393,248

8,874

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
68
68

23,417
23,417

0
70
70

1-642
1,642

2
95
97

4,541
23,222
27,763

l
85
86

20,570
21,l83

3
94
97

8!13
21-672
29,785 418

13,267
100,523
113,790

2,211

3 蓋 不 全
訴 訟
示 談

計

3,00
2,94
5,94

, 2
45l
453

2,219
118,205
120,424

0
471
471

87,844
0

542
542

22,606
2

575
577

2,119
l15,896
話18‐015

2,4l8
2,423

7,338
527,499
534,837

1,46

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
17
17

3,565
3,565

1,655
0
l8
18

6,704
6,704

I9 7,519
0
24
24

9918
9,918

0
89
89

29,361
29,381

0
330
330

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
27
27

15,326
34

102,597
102,597

2
22
24

39,170
32,933
72,103

0
27
27

27,405
27,405

0
13
13

80,724
60,724

2
123
125

39,170
238,985
278J55

19,585
1,943
2,225

5′
道路崩壊
G合道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
5
5

12,412
l2,4l2

1
5
6

636 0
4
4

10,657
lo,657

0
4
4

5,124
5,124

0
2
2

26,516
26,516

1
20
21

1L536
66,327
77,863

= ,536
3,316
3,708

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
235
235

103,393
0

282
282

203J31
203,131

0
276
275

66,166
56,166

0
251
25l

82-
82,

203,223
203,223

1,357
1,357

648,799
648,799

0
478
478

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
83
83

20,673
0

-00
100

,956
2

106
108

21,213
1
93
94

4,鰡
21,074

2
88
90

l3,432
5

470
475

5,506
125,348

1J01

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

1
14
15

1-258
2,824
4.082

0
l3
13

3,335
0
19
19

13,508
1
24
25

3′償〕O
10,044
13,044

17,560
4,519

3
83
86

21,818
34,230
56,048

7,273

9
安全施設

不 備

訴 訟
示 談

計

2
72
74

33,52l
75-l93

3
11f5
11{;

32,403
44,084
76,467

1
80
81

8,160
33,997
42,157

0
76
75

114,182
5
97
l02

l12,540
178,491

450

186,624
445,907

16,966
1,0l6
1,406

10 脱 撰
訴 訟
示 談

計

0
2
2

1,084 5 l2-254
0
3
3

7,034
0
2
2

0
820
820

1
1
2

0･000
7-123

1 10･000
28,315 2,178

2,737

= 落下物直撃
訴 訟
示 談

許

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
85
85

38,627
0
88
88

25,170
0

l44
144

l26,483
317

90イ280
0

800
600

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計 91
23,l75

1
95
96

2,300
55,119
57,419 f02

20,160
20,160

2
91
93

19,000
86-938

3
105
108

5,480
29,596

6
484
490

26,780
214,988

4,463

合 計
訴 訟
示 談

計
1,615
1,623

56,247
439,852
496,099

1-9
19

48,458
718,882
767,340

1,754
1,763

56,570
410J47
466,717

7
2J22
2J29

87,435
616,120
703,555

2-1
2,1

l62,069
858,808

1,020,877

50
9,637
9,687

410,779
3-043,809
3,454,588

8,216

(単位 :千円)

34 道イテセ 98.5



表 1 ー 7 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･都道府県)
分
類

事 故
態 様

処 理
区 分

乙年 :年 e年 7年 E年 計
件 数支 払 額件 籔支 払 額 件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

1 穴 ぼ こ
訴 訟
示 談

肝

0
123
123

16,770
l6,770

-)
147
147

3β12
3,612

0
89
89

10,482
I0,482

0
148
148

1092l
10,92l

1
149
150

5,00O
14,787
19,787

1
656
657

5,000
66-572
71,572

0
101
109

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
6
6

781
0
9
9 547

0
16
16

1,334
1,334

0
19
19

3,713
3,713

0
10
10

7,375
7,375

0
60
60

l3,750
13,750

0
229
229

3 羞 不 全
訴 訟
示 談

計

-
53
54

叩
鮒
“

1
88
89

15,943
16,162

0
77
77

14,756
14,756

0
l13
113

47J33
47,133

0
115
115

25,459
25459

2
446
448

3,219
116,779
t19,998

1,610

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
3
3

0
434
434

0
3
3

0
373
373

0
6
6

2,912
2,912

0
6
6

籟
5

0
7
7

6,488
6,488

0
25
25

16,O
16,O

0
641
641

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
10
10

7-623
7,623

0
12
12

85,864
85,864

1
5
6

37,800
12,383
50,183

0
5
5

2,556
2,556

0
7
7

60,211
60,211

1
39
40

37,800
168,637
206,437

37,800
4,324
5,f61

5′
通路朝職
(沿道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
l
1

10-000
0
2
2

8,337
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
3
3

18,337 6,112

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
198
198

97,326
0

226
226

192,548
l92,548

0
229
229

49-033
7

70-098
0

243
243

132,482
132,482

i,083
0

500
500

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
33
33

12,463
i2,463

0
35
35

31,977
31,977

0
39
39

11,261
= ,261

l
38
39

4,000
91656
13,556

l
43
44

7,069
7,176

2
188
190

4!07
72,326
76,433

2,054

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
9
9

10,203
10,203

0
3
3

0
875
875

0
0
0

0
0
0

0
l4
14

= ,459
l1.459

0
819
819

9
安全施設

不 備

訴 訟
示 談

計

1
20
21

l9,021
39-696

42
17,597

0
24
24

,232
0
22
22

23,714
23,7-4

4
30
34

47,540
124,019

5
138
143

66,561
213,258

13,312
も545

10 脱 橋
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1

10-000
0

10･000

1
0
1

10-Goo
0

10･000

10･000

10･000

= 落下物直撃
訴 訟
示 談

計 0 0 0 0

0
49
49

2l,768
21,768

0
53
53

14,527
14,527

0
76
76

111,085
l11.085

0
178
178

147,380
l47,380

0
828
828

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計

0
35
35

,651
,651

0
33
33

13,673
13,673

0
34
34

8,814
8,814 24

87
87

1
37
38

1IJ45
11645

1
163
164

48,997
49,497

301

合 計
訴 訟
示 談

計 483

22,021
195,232
217,253 599

2,515
2,734

l
579
580

37,800
159,515
197,3f5 619

4,
197,
201,19

8
717
725

2,993
3,006

127,187
1,435,000
1,562l87

9,784

(単位 :千円)

表 1ー 8 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･政令指定市)

類
畢 故
態 様

処 理
区 分

“年 --年 6年 フ年 8年 計
件 数支 払 額件 配 支 払 額件 数支 払 額件 努支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額 1件の平均額

1 穴 ぼ こ
訴 訟
示 談

計

1
65
66

報131
9,013
1OJ44

t
91
91

13,034
13,034

0
64
64

6,403
6,403

(
44
44

4,525
4,525

0
67
67

9,158
9J58

t
33t
332

1｣31
42,133
43,264

1131

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
=
=

2,469
0
11
11

2,446
0
l3
13

3,108
0
11
=

7,894
0
15
15

3,471
0
61
81

19-3
0

318
318

3 蓋 不 全
訴 訟
示 談

#+
19 2,110

2,110

0
38
38

13,577
13,577

40 6,249
6,249

0
30
30

4,733
4,733

41
41

l2,464
12,464 l68

39,133
39,133

0
233
233

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
2
2

0
349
349

0
1
1

0
45
45

0
l
搖

0
170
-70

0
2
2

1,015
1,015

0
6
8

1,579
1,579

0
263
263

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
2
2

0
360
360

0
3
3

0
633
633

1
5
6

1,370
too2

0
2
2

15,733
15,733

0
0
0

0
0
0

1,370
17,728

1,370
も477
1,469

5′
遭難崩壊
G台道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
l
1

1,921
l,921

0
2
2

4,673
4,673

0
0
0

0
0
0

0
3
3

6,594
6,594

6 落 石
訴 ! 0

3
3

0
634
634

0
7
7

2-498
2,498

0
3
3

0
553
553

0
2
2

0
193
193

0
7
7

1,606
1,806

0
22
22

6,484
5,484

0
249
249

7 路上障害物
訴 訟

談
汁

0
18
18

37
3,7

0
16
16

2,592
2,592

2
24
26

2,911
3-810

0
18
18

4,485
4,485

0
13
13

2-765
2,765

2
89
91

l6,535
17,434

450
186
192

8 工事不全
訴 !

0
4
4

0
744
744

0
0
0

0
0
0

0
1
"

0
3
3

5,309
5,309

0
0
0

0
0
0

0
8
8

6,183
6,183

0
773
773

9
安全施設

不 備

訴

ヰ
駿 0

12
12

1,108
1,108 =

も703
4,927
6-630

0
8
8

0
342
342

0
10
10

1,506
1,506

0
8
8

1
48
49

1,703
45-051
46,754

1,703

10 脱 橋
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11落下物直撃
訴 訟
示 談

計 0 0 0 0
8,179
8,179

0
l4
14

5,405
5,405

0
27
27

7,477
7,477

0
59
59

21,061
21,061

0
357
357

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計

0
8
8

4,61
4,6l 13

纂
網
乾

0
12
12

1,6
1,6

0
10
10

1,253
l,253

1
11
12

1,500
2,952
4,452

2
53
55

3,800
14,508
18,308

1,900

合 計
訴 訟
示 談

計 143

1,131
24,836
25,967

190
192

4,003
44,055
48,058

190
193

2,269
32,531
34,800

147
147

55.879
55,879

91
1,600
78,077
79,577

7
860
867

8,903
235,378
244,281

1,272

(単位 :千円)
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表 - - 9 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･市)

分
類懇 故

:
処 理
区 分

‘年 5年 6年 7年 E年 計
件 勘支 払 額件 数支 払 額件 教支 払 額件 数支 払 額件 数支 払 額 牛 数支 払 額 1件の平別観

1 穴 ぼ こ
訴 訟
示 談

計

壽
26l
262

6,104
30-208
36-312

0
341
341

39,119
39,119

l
213
214

33,076
2

399
401

60,822
49-966
110,788

話
299
300

26,37
27,02

11513
1,518

67,876
178,747
246,623

13,575

2 段 差
訴 訟
示 談

計

0
34
34

6-810
6,810

0
. 38

38
7,274
7,274

1
40
41

11541
15,296
16-837

1
36
37

4,959
5,572

3
49
62

8-f13
6,037

5
197
202

10,267
40,376
50,643

0
205
25l

3 羞 不 全
訴 訟
示 談

計

0
172
172

46,32l
1

185
186

2-…
60,330 40-942

0
209
209

33,689
2

234
236

2-119
49,496

3
984
987

4!19
230,778

0
235
238

4 スリップ
訴 訟
示 談

計 =
2,621

0
3
3

0
480
480

0
5
5

2-628
0
7
7

0
378
378

0
fo
to

-,624
1,624

0
36
36

7,731
7,731

0
215
215

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
7
7

5-302
0
5
5

4,944
0
4
4

0
9
9

4,642
0
3
3

0
437
437

0
28
28

15,842
#DIV/0!

566
566

5′
道路崩壊
(沿道家屋
等の被害)

訴 訟
示 談

計

0
3
3

9,528
1
3
4

= ,536 0
1
1

0
399
399

0
50
50

0
1
1

0
67
67

1
9
lo

f,536
0,869
2,405

1,208
2-241

6 落 石
訴 訟
示 談

計

0
9
9

1,705
0
9
9

2,174
0
=
=

5,286
0
16
16

2,463
0
57
57

13,579
0

238
238

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
21
21

2,844
2,844

0
37
37

12,891
12,89t

0
27
27

4-388
0
22
22

4,249
4,249

1
26
27

2-628
3,128

1
133
134

27,000
27,500

500
203
205

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

0
7
7

1,419
0
8
8

f,l51
0
3
3

1J90
0
10
10

2,656
0
8
8

3,929
0
36
36

10,345
0

287
287

9
安全施設

不 備

訴 訟
示 談

計

1
34
35

14,500
21,983

5l

30,000
17,865

1
38
39

8160
22-293

0
33
33

87,226
48

65,000
t6,233

4
202
206

17,660
65,600
83,260

29,415
820

11375

10 脱 橋
訴 訟
示 談

計

0
2
2

L084
0
2
2

3-970
3,970

0
3
3

7,034
7,034

0
430
430

0
1
1

7,123
7123

0
9
9

19,641
19,641

0
0
0

11落下物直鬘
訴 訟
示 談

計 0 0 0 0

0
15
15

8,049
8,049

0
16
16

4,320
0
29
29

6,l29
0
60
60

18,498
18,498

0
308
308

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計
6-925

0
38
38

36,932
0
41
41

6,876
2
33
35

19-000
7,233

0
38
38

= ,444
2

181
183

19,000
69,4lo

9,500

合 計
訴 訟
示 談

計

2
592
594

20,604
136750
157,354

3
719
722

43,536
187-955
231,491

10.α31
l44,639

5
788
793

80,435
205,084
285,519

8
76l
769

76,382
133,988
2to,370

3,445
3,466

230,958
808,416

l-039,374

10,998

(単位 :千円)

表 1 - 10 内訳表 (道路管理者別 ･事故態様別 ･町村)

分
類

事 故
態 様

処 理
区 分

4年 き年 6年 7年 ;年 計
件 数支 仏 額件 数支 払 認件 数支 払 額件 数支 払 額件 菱支 払 額件 数支 払 額 1件の平均観

1 穴 ぼ こ
訴 訟
示 談

計

2
173
175

1-233
9,851
1,084

0
220
220

40,541
40,541

1
108
109

3,500
8,121
1L62t

0
230
230

26,390
26,390

lo,893
10,893

3
912
915

14-733
105,796
120,529

4,911

2 段 差
訴 訟
示 談

計
13,357
13,357

1,375
1,375

1
26
27

3,000
3,484
6,484

0
19
19

4,004
4,猷滋

0
20
20

4,789
4,789

3,00O
27,009
30,009

3,000

3 羞 不 全
訴 訟
示 談

計
21,029
21,029

0
140
140

28,355
0

l70
170

25,897
0

190
190

37,051 28,477
0

820
820

140,809

4 スリップ
訴 訟
示 談

計

0
3
3

0
510
5lo

0
3
3

0
453
453

0
6
6

1,= 9
1,= 9

0
5
5

も159
も159

0
5
5

0
791
791

0
22
22

4,032
4,032

5
道路崩壊
(通行車両
の被害)

訴 訟
示 談

計

0
8
8

2,。斜
2,041

0
14
l4

= J56
11J56

0
8
8

I9,03l
19,031

0
=
=

4,474
4,474

0
3
3

0
76
76

0
44
44

36-778
36,778

#DIV/0!

5′
道路崩壊
G自適家屋
篝の被害)

訴 訟
示 談

計

0
2
2

2,884
0
1
1

0
793
793

0
0
0

0
0
0

0
1
1 401

0
1
1

26,449
0
6
5

30,527

6 落 石
訴 訟
示 談

茸+

0
25
25

3,728
0
40
40

5,911
0
32
32

4,629
0
50
50

7,309
0
48
48

66,671
0

195
195

88,248
0

453
453

7 路上障害物
訴 訟
示 談

計

0
m
=

1,584
0
12
l2

0
16
l6

2,653
0
15
15

2,784
2,784

0
6
6

0
970
970

0
60
60

9,487
9,487

0
158
158

8 工事不全
訴 訟
示 談

計

1
3
4

1,258 0
3
3

1,803
l,803

0
6
6

1,985
1,985

1
8
9

3,000
1-204
4204

1
5
6

l7,560
590

l8,150

3
25
28

21-818
6,243
28′061

7,273
250

1,002

9
不 備

訴 訟
示 談

計

0
6
6

12,406
12.406

1
i3
14

700
3,675
4,375

0
to
-0

3,130
3,130

0
10
10

1,7l6
1,716

0
12
12

1･071
1-071

1
51
52

21,998
22′698

700
431
437

lo 脱 橋
訴 訟
示 談

計

0
0
0

0
0
0

0
3
3

8,284
8,284

0
0
0

0
0
0

0
l
1

0
390
390

0
0
0

0
0
0

0
4
4

8,674
8,674

2,169
2,169

= 落下物直撃
訴 訟
示 談

計 0 0 0 0

0
3
3

0
631
631

0
5
5

0
918
918

0
l2
l2

1,792
l,792

0
20
20

3,341
334l

0
167
f67

12 そ の 他
訴 訟
示 談

計

0
17
17

4,983
0
12
12

0
515
515

0
15
15

2,782
0
24
24

69-738
1
19
20

3,480
4,055

1
87
88

3,480
82,073

0
943
972

合 計
訴 訟
示 談

計

3
400
403

12,491
83,034

1
473
474

104,357
402

6,500
73,462

1
569
570

3,000
157,538

2
497
499

21040
f46,624 2,339

43,731
565,015
608,746

4,859

(単位 :千円)



表 2 事故分類別による各事案の概要 (賠償額200万円以上) (平成 8年度)

鷁 区分
道 路

鰐者

事 故 分 類

事 故 の 概 要

瑕疵の有無及び認定理由
(示談の場合は各能首路管理者の報
告･訴訟の場合は判決要旨)

鉄相絲及び践軸
(示談は道路管理者の報告、訴訟
の場合は判決要旨)

臟(単位:円)
G嚢求鋤

1 示毅 神奈川県 0 1 穴ぼこ
路面これ乱ている路肩側に幅 2.5cm、;架

さ 25c涌、長さ 21m の劉ナ目が生じていた
ところへ、自転車でツーリング中の2名が
当該箇所に落ち、転倒負傷
当該隙間ま法面土留め椀壁が微少なが

ら側坊へ移動していたためと考えられる。

有り
車道の路肩部分とはいえ、自

転車等の走行を前提とした安全
性を確保しなければならないとこ
ろ、当該多謝圏董を何ら取らなかった
点に瑕疵があると判断。

燃し 3忍第,297

(3,繃芻“

2 裁判
上の

縦
蟠県 0 1 穴ぼこ

被書籍静県道を自動二輪車で走行中、道
路上の陥没部に車輪をとられ、体勢を乱し
て対向車線上に転倒しつつ飛び出し、折か
ら対向車線を走行してきた普通乗用車に衝
突01年2ケ月後に死亡。

無し
自動二輪車が陥没部上の右側

付近を走行した可能性までは認
められるものの、陥没部の左辺
に接した陥没部上を走行したこと
の可能性、蓋然性は高くない。

鵺者の毀と齪
被害者が時速 瑚km術 以上

のスピードで自動二輪車を運
転走行し、原則しなかったため
生じた事故である。

5.…,…

(lM ,191頼め)
見舞金とし
て支払う

3 示談 広島市 O 1 穴ぼこ
穴ぼこに脱輪して転倒。

有り
通行すれば危険な状態であっ

たにも係わらず、穴ぼこを放置し
ていたことに瑕疵があると判断。

約6割
前方を注視して運転していれ

ば、容易に避けることができた
にもかかわらず、漫然と通行し
発見が遅れたことに逼¥丸

2,882,834

(7207P87)

4 示談 競県 0 2 腱
歩道を自転車で東進中、反対側から来

た自転車を避けるため右へハンドルを切っ
たところ、歩道と自転車通行帯との聞こ発
生した段差にハンドルをとられ転倒し、左
大腿部頚部骨折。事故後現地調査したとこ
ろ、段差が約 7cm となっていた。これは震
災後本県道が迂回路として利用され交通
量が著しく増加し、大型車両による振動等
により異常な荷重を劉ナ路面の不等沈下
を拡大させたことが原因と思われる。

有り
本件箇所付近の歩行者、自転

車通行者は昼間一日当たり約
1,知 人で時間帯によっては自転
車間の対面通行や自転車が歩行
者を題ナるため急いンドルをとる
等通行が錯綜することは予想さ
れる箇所。自転車の走り方によ
ってはこの段差により転倒事故
が発生することは予見でき、瑕疵
があると判断。

約5割
本件現場が被害者の自宅近

くであることから、通常の注意
義務を怠っている。また、震災
後の歩道の状況をよく把握して
いたことから、通常以上の注意
義務が課せられる。

6,桝 @

(14御め凹◎

5 裁判
上の
和解

宮城県
気仙沼市

02 腱
中型バイクが市道を時速 1のkm 超(警察

推定)で走行中、約 8.1%の上りスロープで
ジャンプし、バランスを崩し暴走。約 50m
先の電機こ激曵 運転者lm 時間後死亡。

無し 轡の毀と賤
時速 1鯛km術 と言った高速

運転が事故の原因であり、瑕
疵との因果関係はない。

7,鱒,酬
(7観閲748)

贓とし
ての支出

6 示談 闇巍方
鰯長

O S 蓋不全
新宿方面に向けて走行中の自転車が、

路面排水用のグレージングの上面を通過
した際、たまたま蓋が裏返しの状態で設置
されていたため、縦桁の間にタイヤが挾ま
れて自転車が転倒し、車こ◆と投げ出されて
負傷。

有り
グレージング蓋が裏返uこ設

置された時期及び行為者が特定
できない。通常の注意をして自転
車を運転していても、グレージン
グ蓋の衰退uこ設置されていた
状況を判断することは困難であ
りY瑕疵があると判断。

無し ′ 3,6M 219

(3634219)

7 示談 閣囃方
鰯畏

O S 蓋不全
自転車で甲府方面に向かい側道を走行

中、側道を横断する舒製滯の芸ンLて設置
されていたグレージンゲとグレージングと
の隙間(30m )に前輪が落輪し、身体が前
方に檄ヂ出され、顔面f羽実の上鼻骨骨折、
上唇欠損等の降誕諸費ナ、自転車も損傷。

有り
間情取り等の調査によれば、

通常走行している市販の自転車
のタイヤ幅で 3cm 以下のものも
あり、このような事故の発生は起
こりうると考えられ、瑕疵tがある
と判断が

無し 3,906｣23

@』節溝23)

8 議 京都府 03 蓋不全

被害者が当該道路の歩道を歩行中、側溝
上の鉄板蓋を踏んだところ当該蓋に本来4
カ所あるズレ止めアングルの内2カ所が腐
食鯛こより欠損していたためその蓋が外
れ、帆;三 宅落胤負傷。

有り
当該側溝は歩道上にあり、歩

行者が通行する部分であるにも
かかわらず、十分な点検がなさ
れていなかったところに瑕疵が
あると判断。

無し 4,006,375

(4,006,375)



9 示毅 川崎市‘ oS 蓋不全

被害者が走行中、集水柵と横断グレージ
ングとが接続する箇所に隙間(幅 65m ~
14cm x長さ待cm 格群 確om )があり、そ
こに足を踏み込み負傷。

有り
集水柵を設置した当時、横断

グレージングと接続する箇所に
隙間が生じてしまっていたので、
応急的に角材により隙間を埋め
ていたが、年月の経過及び車両
の通過等により角材"三ふし. 落
ちてしまい、その隙間に対し恒久
的な措置をとらなかったこと、何
らかの踏み込み防止対策が必要
にもかかわらず、このような状態
を放置した点に瑕疵があると判
断。

約4割
･事故現場が被害者宅の近く

で、本件道路をよく利用してい
たこと及び、前方に十分油意を
していれば事故の回避は可能
であったと考えられることか
ら、被害者の過扶を判断した。

3,鱒凹

(7,688981)

10 示談 千葉県
東金市

03 蓋不全
自転車で事故発生現場を通過した際、市

道上のグケツング蓋の隙間こ自転車の前輪
を落として転倒し、顔面、頚椎、手足及び前
歯に損傷を職ナた。事故現場ま道路に対し
て横断的【こ 4 枚のグザヅング蓋が敷設して
あり、その接合部ご幅 亀mm の隙間が生
じていたため発生した事故である。

有り
自転車の車輪が締まってしまう

程度の隙間を把握しておらず、ま
た安全対策等も施していなかっ
たため瑕疵があると判断。

約2割
隙間副収をネ現認しずらい状況

とはいえ、現場は被害者の自
宅付近であり初めて通行する
場所でもない。通常の注意義務
を怠っていなければ事故は回
避できた可能性はあり、注意義
務という点から趾劫ミあった。

7,372270

(10,凹b即動

11 示滋爽 広島県 04 スリップ
事故車は出勤のため県道を走行中路面

痢結によるスリップにより反対車線へはみ
出し、車両に衝突した。

有り
事故後の清掃業務により当該

箇所の集水升及び側溝が雑草及
び土砂で塞がれて機能していな
いことが判明。この結果路面が
約 8Qn に渡って凍結丸ていたの
であり、通行者にとって危険な状
態であった。

約3割
日常通勤に使う道路であると

いえども冬季であれば何らか
の原因で道路が凍結すること
は十分予測され、通常の注意
を払っておれば約 8[柵 に渡る
道路面の異常を見過ごすことな
く事前に十分減速等の措置が
とれたはずである。

5,即0417

(7,857739)

12 示談 鴻蹴方
蟻蜴長

0 5 道路崩壊
車道部が長さ約 1m、幅約 12凧 深さ約

伍m (事故当時)に渡り陥没していたところ
へ、走行してきた大型貨物自動車が陥没
部を避けきれずに通過、衝撃{こより車両を
損傷。その後、後続の普通貨物自動車が

同様に陥没部分を通過、路外に逸脱し、道
路端部に設置された電柱に衝突して停山
車両及び電柱を損傷。

有り
昭和 38 年の橋梁築造以降、

現場付近の路面異常は記録され
ていないこと、日々の通常巡回
及び冬季間の雪寒巡回呻こおい
ても路面異常は発見されず、事
故発生以前に路面異常を伝える
情報等も皆無なことから事前予
測は困難。しかしながら、放流口k
の河床洗堀により橋梁基盤を回
り込んで道路本体が吸い出しを
受け、陥没したことを考慮する
と、橋台又は BOXの背面が陥没
することは予見可能性、回避可
能性が全くないとは言い切れ
ず、この瓢ご瑕疵孝がある。

無し 2504･017

範鱒8.034)

河川付け替
え工事によ
る現況橋梁
部の河床洗
堀によるも
のと考えら
れ、施工案
者と折半

鷲3 示談 鞠県 0 5 道路崩壊
県道を設楽方面へ走行中、台風による雨

で事故現場近くの沢の7閃が増水し、当該道
路のアスファルト下の盛り土が流出し、空
洞となり道路が突然長さ 12m、幅 5.1m、深
さ 鮒 に渡って陥没、そこへ猷トラックが通
行、当該道路の崩壊とと都こ転落し、被害

者両名が負傷するとともに車両が大磁

有り
酉めk管は昭和 32 年頃元々谷

であった本件事故現場{ご道路を
設置する際、排水処理のために
埋設。当該配水管は道路下に埋
設されていることから、その亀
裂、継ぎ目のズレについて確認
が不可能な状況だったが、設置
以降、管本体の修繕、改良等が
なされていなかったこと、地形
上、多量の降雨lこより土砂等の
流入で管が閉塞する可能性も予
想できたことから、対策を講じて
いないことに瑕疵があると判断。

無し 2467285

(2467285)

14 示談 沖#霊県 05 道路崩壊
前日の豪雨によると思われる地滑り【こよ

り間知ブロックの一部が倒壊し、たまたま
通りかかった3人乗りの乗用車に崩壊土砂
及び聞知ヴロックが直撃し、1名が死亡、2
名が雷狸

有り
国賭2条が無過失責任であると
いう過去の判例等から判断。

無し 55,689,692

($ ,68969の



15 示毅

鱒
0 5 道路崩壊その2
谷價肋盛土部が路肩から延長 18m、高さ

4.5m、法長 7m に渡り崩落、下方の家屋を
直撃、1人死亡。さらに土砂は脇の物置を
押し出し、隣家の屋根も破損。

有り
本道路は道路法第 24条工事

により平成 8年 5 月に完了した
ものだが、一部にクランクが発生
し、手直し完了後再クラックが発
生。又崩落後現地確認すると崩
落地内の深い箇所【こ湧7効ぐ確認
されており、これを防げなかった
点に瑕疵がある。

無し 26,“9β08
(26斜9,608)

16 示談 勅地方
建設局長

06 落石
国道を会津若松方面へ走行中、道路右斜

面から落ちてきた考えられる石(直径 1.3m
程度)に衝突、制動を失い石を押したまま
約引Cm 進行し右側低地に機転.

有り
本件の落石は落石防止の施

設外の谷状の箇所で生じたもの
で、結果として施設の設置範囲
が不十分と言わざるを得ない。
事故が発生した日没聞こは道路
上の落石の発見が遅れてこれを
避けることが出来ない場合が多
いことは容易に推定でき、この点
に瑕疵を認めた。

約5割
事故発生当時、被害車両は

制限速度 50畑燐 を超える
鐙如術~ 70km /hで走行してお
り、運転時に通常払うべき注意
を十分に払って走行していると
は認められないことから、被害
者にも選勅ぐ存する。

之564忌め

(5,l"郡の

17 示談 山梨県 06 落石
国道を長野県方面に進行中、トラックが

進行方向左傾肋、ら落下した岩石に、夜間降
雨で見通しが悪かったためよけきれず、衝

突癖は頚楓廳縱

有り
落石の隣講苛置を怠った。

約5割
訪不濃

3,粥理3

(7096,梺5)

18

19

示談 .･･.･′-、 06 落石
被害者運転の車両が県道を走行中く左法

面の高さ約 30m 付近から岩石が崩落し、
直撃。結果乗用車は大破し、被害者は重
傷。

有り
落石が巨大かつ多量であった

ため、落石防止網では支え切れ
ず、被害を与えたことに安全性を
欠いていた。

無し 72れ,第9

(7,2れ節9)

19 示談 .･･.･･.･ 0 6 落石
被害者運転の車両が県道を走行中、左

法面の高さ約3cmn付近から岩石が競落し、
直撃。結果乗用車は大破し、被害者は死
亡。(上記事件と同様)

有り
(同様)

無し “爺37923

く“‐487923)

20 示談 局知県 06 落石
小型乗用車が、県道を走行中、山側法面の
民地で落石が発生。その落石(2.Qn x 1.5m
x 1.3m 約 7t)がボンネットの右側前部こ
直撃した。同事故により運転割談岩石の追
突による衝撃で、車両が急停止しハンドル
で胸部を強打し、胸部圧迫により死亡。

有り
落石は道路から斜張約 127m

上方の斜面から剥離した岩によ
るものである。本件事故前日の
夜間パトロールでも異常は発見
されていないが、本路線におけ
る過去の落石の状況、何ら落石
防護措置をとっていなかったこと
等から瑕疵を認めた。

無し 32,764,747

(32,764,747)

示談 岡山県
久細

0 6 落石
町道を走行中の普通乗用自動車に道路

山側(道路から約特mの位置)から岩石(直
径59cm )が落下し、フロントガラスに直撃、
運転者は首の骨などを折り即残

有り
事故現場付近には、落石注意

の標識は設置していたが、標識
等の周知徹底を実施していなか
ったこと、落石の事前防止ができ
ていなかったこと、当該事故箇所
は過去にも落石があったにもか
かわらず落石幅護施設も無かっ
たことから、留癰丼認めた。

無し 開915POO

(58,915,00b)

判決

鰤
O B 工事不全
簡易水道漏水の復旧工事を行うていたと

ころ、夕方からは自動車のライトで照射し
て作案 掘削穴まで照射できないので投光
器をとりにその自動車で現場を離れたとこ
ろ、ジョギング中の男性が現場に通り合わ
せ、工事中の掘削穴に転落し、負傷。

有り
現場における安全確保のため

のバリケード、標識等は設置さ
れていなかった。

f7,560鼠粥
(25620,830)

示談 佑吻↑示
歩道を自転車で通行中歩道が切れたとこ

ろで;楚 獅 の水路があり、この水路に頭
から転落、負傷。

有り
歩道が途中で切れており、転落

防止柵が設置されていない状況
であるため。

線5割
通常の注意を怠らなければ

本件事故を回避できたと思わ
れるが、飲酒の上自転車を漫
然と運転し、前方に対する注意
散渇し鱗あられる。

86,667-709

(173835,419)

15 示毅 福島県 o5 有り



24 裁判
上の

飜

茨城県 09 安全施設不備
被害者が上記県道の自転車歩行者道を

自転車で走行中、進行方向に向かって垂
直に設置された車止め(幅 70Cwm、高さ
30Gm )に衝突し歩道上に転倒して2日後に
死亡。

有り
本件車止めは、歩道への車両

の進入及び違法駐車を防止し、
歩道通行者の安全を守るという
目的から設置されたものである
が、車止めの高さが通常よりか
なり低く(約 30~ 5αm )、塗装が
剥げ錆びていたため視認性が低
いことで設置の瑕疵がある。

約7.5割
被害者の自転車は無灯火で

相当なスピードであったものと
思われ、被害者が交通法令に
従った適正な利用方法に反し
て危険な運転をしていたことが
専ら事故の原因をなしていた。

16,餓鰡

(鎚,577再7刃

25 裁判
上の

柵

静岡県 09 安全施設不備
県道を自転車走行中の被害者が、田に転

落し、頚椎損傷、右側頭部挫傷及び後頭部
挫傷捲負った。事故現場手前までは歩道が
あり、町道を挾んで先の事故現場こついて
は歩道は整備されておらず、道路側溝と農
地が存在していた。

有り ‘

事故発生現場の歩道は工事が
完成しており、通行者が常識的
な秩序ある走行をすれば転落す
ることはあり得ず、道路は通常有
すべき安全す蟠次いていた。

約7.6割
歩道は町道に接した形で終

わっており、通常の)油意をして
いれば転落することはなく、酒
に酌長〕ての自損事故である。

9,898,662

(412“,426)

26 裁判
上の

臘
嬬 0 9 安全施設不備

現場歩道を北向き-こ歩行していた被害者
が沿道の駐車場こ入ろうとして歩道脇の蓋
掛けのない用水路の会所(1.1m 角)に転落
し、肩、腰等を強打して負傷したものであ
る。

有り
歩道に接した状態で会所があ

り、菫裔落を防止するための蓋、安
全策が設置されていなかったこ
とから通常有すべき安全性に欠
ける部分がある

約8割
夜間で現場がそれ程明るくな

かったとはいえ、見通しの良い
直線歩道であり被害者には前
方不注視の重大な過失があ
る。本件道路の瑕疵を完全に
否定することは困難であるた
め、裁判所の和解勧告に従っ
た。

5,鱒凹

(32,834928)

27 判決 徳島県 09 安全施撰設不備
自転車で通行中県道左側にある排水路

に蔓認押し、頚権損傷。

有り
路側帯の通行可能部分が極め

て狭隙な本件転落事故現場ま、
社会通念上、転落防止柵等の設
置がなければ危険であったと言
うべきであり、事故当時現場には
何ら柵等の設置はなかったので
あるから、本件県道は道路として
通常有すべき安全性を欠いたも
のと認めざるを得ない。

約7割
原告は排水路の存在を含む

本件転落事故現場の状況を熟
知し、かつ、その状況を明確に
認識できた。原告には排水路
への転落を回避すべき注意義
務が課せられているというべき
だが、不安定な自転車の走行
が引き金となって本{堝幅落事故
を惹起したものと推認され、注
意義務に反した原告の造りこ

16,140-795

(46,766餌嚼)

28 示教 徳島県 09 安全施攝訛不備
自転車で通行中、自歩道の終点部から

3.5m 下の畑に転落し、頚権損傷。

有り
単葛落防止細未設置

約3割
視線誘導板もあり、被害者の

前方不注袂馳が考えられる。

23,566267

(鉛鈍6P97)

29 示談 横浜市 09 安全施設不備
自動コ輪車で走行中、道路蟹備中のため

道路左側に置いてあったバリケードの間
から囲いの中に突っ込み、その真に斜め
に置いてあったバリケードに激突し転倒。
右頚骨骨折。事故現場は道路整備中であ
り、数功所バリケードで車線を絞り、民地へ
の出入り口を確保していた。

有り
現場付近が道路整備中のた

め、バリケードを設置して部分開
放していたが、夜間の保安灯も
設置せず、また路側線も引いて
いなかった。通行車両に対して
の誘導板等の安全施設も未設
置

約4割
深夜の走行中の事故とはい

え、被害者はより細心の注意を
払って走行すれば事故は未然
に防止できたと思われ、被害者
に遇珠めで認められる。

之舐め,500

(4,3併240)

30 示談 神戸市 09 安全施設不備
被害者が現場前の家で葬儀会場を設営

中休息のため転落防止用ロープに腰掛け
たところ、ロープが切れ、約 6m 下の宅地
に転落して負傷し、それが原因で2ヶ月後
死亡した。

有り
当該ロープは昭和50年代に設

置きたものだが、設置後、点検す
ることなく長期間危険な状態を放
置していた。

約5割
,当該ロープは相当腐食が進
んでおり、腰掛ければ切れるこ
とは予測し得た。

33,720POO

31･ 裁判
上の

穢

熊本県

鰤
0 9 安全二施設不備
被害権仂端渉で帰宅中き可川改修工事現

場のボックスカルパート上から川へ転落。
頚権損傷等の負傷。

有り
本件事故現場は、河川改修工

･事を行っていたもだが、危険佃
蹄ごついて標識等の設置を行う
ておらず、歩行者が道を誤って
川に転落する危険性ラボあった。
危険防止の措置を行つていなか

ったことに瑕疵があると判断。

約5割
被害者は夜間街灯等がなく暗

い場所を歩行するのに照明道

具を所持せず歩行しており、現
場の状況についても家の近くで
あって、知っていたと思われる
のでその点につき過失が認め
られる。

鮪則凹
(127,はめ,凹期



32 裁判
上の

繃

群馬県 10 競橋
事故当日は台風の影響等で、大気の状

態が不安定となっており、県内各地で雷雨
が発生し県東部で集中豪雨があった。この
豪雨により落橋。その後この豪雨による災
害で橋の下流齢 1.3師、9,5*m、19納 付近
で一人づつ合計 3 名の遺体が、及び下流
約 2.2km、2.5km 付近で2台の車が発見さ
れた。

無し
橋は昭和 27 鋼こ建黎捲れた

が当時の法令及び技術的基準に
従って建穀されており、その設計
及び施工に何ら問題はなく、本件
事故が発生するまで約 35 年間
問題が生じてない。蕗橋の原因
は集中豪雨による増水により流
下した流水によって川道が閉塞
したためと考えられるが、今まで
にこのような自体は一度もなくま
た、発生を予見できる状況は全く
存在しなかった。

絲の懲と跟
県に管理瑕疵責任は無いと

判断したが、提訴から丸8年が
経過し、これ以上長期化させる
ことは県政上好ましくないこと、
道義的責任等から、和解の申し
出に応じた。

10,…桝

(95,823,783)

88 示談 埼玉県
本肺

10 脱橋
前日夜半からの大雨(時間最大降雨量

37m m術)による一級河川の増水のため、
翌日未明市道に架かる橋(幅 衞n、長さ
15m )が落下し、同所を走行中の被害者の
車が 3.5m 下の川に車琺落、運転者が負傷、
車両破損。

有り
長年に渡り、橋脚の周りの洗

堀、堆砂が繰り返されていた状
況の中J II道の湾曲こよる偏流
等で流読めミ乱された所、集中豪
雨による急激な水位上昇が発
生。大量のゴミが橋脚につかえ、
流量以上の洗堀を起こu ll道の
洗堀量を大きくしたことが原因。
このような状態を放置したこと、
危険な状態を知らせることが出
来なかったことに瑕疵を認める。

無し 7,123,1g5

(7,123.195)

34 示談 閣鰯方
建設局長

= 落下物直撃
トンネル内上り線を走行中の車両4台が

現場付近に差し掛かったところ、上部壁に
漏水防止工事の化粧として施工したものと
思われるモルタルの一部が剥離し、一部
は落下、残りの一部が垂れ下がり、車両に
損害を与えた。また、下り線の同地点を走
行中の車両1台に朝員害を与えた。

有り
モルタルコンクリートの施工

時期畑群ロ45年頃と思われ、24
年以上は経過している点から、
漏水、老化が原因だが、大型車
両等の通行量の増加に伴う振動
の影響も考えられ.車両が衝突
した痕跡も見当たらないことから
他の車両によって引き起こされ
たものでないと判断。

無し 2506615

(25K瓶615)

85 示談 神奈川県 n 落下物直撃
台風の強風で街路樹である双幹樹の一

方が折れ、県道を走行中の車を直撃し、2
名死亡、2名負傷、自動車を大破した。

有り
倒れた樹木は外観からは内

部の腐食状態が判断出来ないほ
どしっかりしていたが(過去に当
該樹木を含む一体の街路樹につ
いて調査を実施しており、一般的
な危隨潴識はあったと。また、当
該街路樹の剪定等近傍について
伐採の実績があり、危険回避の
手段があったことから、回避措置
を取らなかった如こ瑕疵を認め
た。

約伍割
事故当日は暴風警報が発令

されており、警報発令下の屋外
行動は事故、災害の被害を被
ることは予見可能 被害嵩ま天
候状態を直接体感することが
可能で、屋外活動の危険性の
認識は極めて容易で、公共交
通機関の多くも運転を中止して
いたにもかかわらず、その危
険に自ら接近したものと言わね
ばならず過失を甚幅傷

88,垪3490

(104,6394凹)

示談 長野県 11 落下物直撃
道路右側法面からの倒木の直撃を薹ナ、

フロントキャビン等を損傷凰ノた。現場は下水
道工事に伴う片側通行止めの区間に当た
り、現場の信号機に従い走行していたが、
倒木は通行規制区間を超えて当該車両を
直撃した。なお、当該車両を直撃した。な
お、当該車両は4台目を走行していた。

有り
道路敷内(法面)にあった倒木

の直撃であり道路管理上の瑕疵
があったと思われる。

糺 2468,第9

(a468,粥9)

示談 熊本県 12 その他
被害塾劫ミ、山鹿市方面から南関町方面へ

時速4斜面で進行中、後方から進行してき
た大型車を避-ナるために道路左側路側帯
内へ進路変更したところ、設置してあった
舗装起終点表示板が外れていたために跳
ね上がり、バランスを失い転倒、負傷した。

有り
事故原因となった表示板は昭

和 61′年に設置したものだ、大型
車の通行等により路面から剥離
した状態となっていたもので、パ
トロール鯛こより庶易に発見でき
その点に瑕疵が認められる。

約1割
後方から進行してくる大型車

に注意をとられ、前方不注視そ
の状態で進行していたため、当
該表示板を発見するのが遅れ
た点に遇煤め{旨認められる。

4,600260
(5,111和の



38 示毅 埼玉県
川越市

12 その他
当該道鞠よ、点字ブロックが道路中央部

に9枚設置されていた。その点字ブロック
がはがれたため道路上を時速 30km 程度

で走行していた軽自動車がそのブロックを
跳ね上げ、運転者が類推捻挫したもの。

有り
点字ブロックはその道路には

必要なものであるが、一般的に
は必要はない。定期的なパトロ
ール又は学校側との連絡を密に
取り合って点検しておれば事故
は避けられたものと考えられる。

約2割
被害者は当該道路を何度も

通行しており、又その地域の地
理に詳しい。さらに盲学校の下
校時間に通行していると言うこ
とを意識しており、過失が認め
られる。

3J18,828

(3920凹明

39 示毅 山梨県
甲鰤

12 その他
アンダーバスでの立体交差による市道

で、降雨の際こ本来機能すべき排水ポン
プが雨水流入口スクリーンのゴミ詰まりに
よって機能せず、6動m 程度冠7氏 そこへ
交通渋滞で停車中の車両2台が浸水し停
車したもの。

有り
排水ポンプ室の日常的管理

は行っていたが、集中豪雨聞こ
おける被害の予測及び対応策が
不完全であった。

無し 2538,710

(額齢既710)

車したもの。

表 3ー 1 平成 8年度道路賠償責任保険加入状況 (平成 9年 3月31日現在)

区 分 調査回答数 加入している 近く加入する予定 加入していない 今後とも加入しない

公 団 4 1 0 3 0

公 社 44 38 1 3 2

都 道 府 県 47 46 0 0 1

政令指定市 12 9 0 2 1

市 653 653 0 0 0

合 計 760 747 1 8 4

注 1 市には道路賠償責任保険に加入している町村(山梨、 愛知、 奈良、 広島各県下) 4町村を含む。

表 3ー 2 道路賠償責任保険の 1キロメートル当たり保険料 (平成 8年度)

公 団 公 社 都 道 府 県 政令指定市 市 合 計

(1)100円未満 0 0 1 0 2 3

(2)100円以上200円未満 0 0 0 0 0 0

(3)200以ト知0円未満 0 0 1 0 1 2

(4)300円以上400円未満 0 0 5 0 11 16

(5)400円以上500円未満 0 0 3 2 127 132

俗･Rnn以上1,000円未満 0 2 4 5 326 337

(7)1 000円以上九500円未満 0 7 6 2 l73 188

(8)L 500円以上 1 29 26 0 13 69

加入団体数 1 38 46 9 653 747

団体数計 4 44 47 12 653 760

年間保険料(A )(円) 7,834,860 10 ,392 ,443 313 ,437,364 29 ,856 ,760 268,58L 249 630 ,102 ,676

保険対象延長km計(B ) 200 1,323 152 ,224 39 ,297 428,368 621 ,412

km/円 (A / B ) 39,174 7 ,855 2 ,059 760 627 1,014

に加入している町村(山梨、 愛知、 奈良、 広島各県下) 4町村を含み、注 1 市には道 。質 に b ている ･ - る･、 、 朱 - ･ ム ‘･ 、
東京特別区23区は除く。

表 3‐ 3 道路賠償責任保険による損害賠償金の支払いの比率 (平成 8年度)
(市町村については全国町村会総合賠償保証保険を含む。) (単位 :千円)

区 分
全団体の賠償全体

(A )

保険加入
団体の賠償全体

(B )

保険による支払い

(C )

全賠償に対する
保険分担率
(C / A )(% )

保険加入団体の
保険分担率
(C / B )(% )

公 団 件数
金額

41
11,579

8
2 ,490

8
2 ,490

19 .5
21.5

100 ･0
100 .0

公 社
件数
金額

10
3,390

10
3 ,390

10
3 ,387

100･0
99 .9

100 ･0
99 .9

都 道 府 県
件数
金額

725
563,266

712
561,334

711
539 ,191

98 ,1
95 .7

99 ,9
96 .1

政令指定市 件数
金額

192
79,577

182
76 ,006

176
68,944

91.7
86 .6

96 .7
90 .7

市 件数
金額

769
210,370

767
210 ,119

758
157,870

98 .6
75.O

98 .8
75 .l

町 村 件数
金額

499
167 ,664

487
167,098

486
156,292

97,4
93.2

99 .8
93 .5

合 計
件数
金額

2 ,307
1,071,087

2,166
L 020,437

2,149
928,174

93.2
86.7

99 .2
91 ,O

保険加入 保険による支払い 全賠償に対する 保険加入団体の

注 1 市には東京特別区を含む。
2 加入している保険の種別にかかわらず上記区分により集計。

　　 　　　　 　　　



一
は
じ
め
に

近
年
、
地
球
温
暖
化
、
自
然
破
壊
等
の
地
球
規
模
の
環

境
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
世
界
的
な
関
心
事
に

な

っ
て
き
て
い
る
。
都
市
に
お
い
て
も
、
都
市
化
の
進
展

に
よ
り
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
化
、
大
気
汚
染
、
自
然
や
緑

の
喪
失
、
身
近
な
生
き
物
の
減
少
等
が
深
刻
な
問
題
に
な

っ
て
い
る
。

人
類
は
、
今
ま
で
様
々
な
文
明
や
技
術
、
装
置
を
生
み

出
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
は
私
た
ち
に
多
く
の
利
便
性
を

与
え
て
く
れ
る
と
と
も
に
、
反
面
、
自
然
を
破
壊
し
、
環

境
を
乱
す
等
た
く
さ
ん
の
歪
み
も
作
っ
て
き
た
。
都
市
の

中
で
暮
ら
す
人
達
の
中
に
は
、
身
近
な
み
ど
り
の
喪
失
に

従
い
、
人
間
が
本
来
自
然
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
今
も
自
然

の
恵
み
に
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
原
点
を
忘
れ
か

け
て
し
ま

っ
て
い
る
人
達
が
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
。

新
宿
区
は
、
平
成
六
年
六
月
に
環
境
都
市
宣
言
を
行
い
、

｢歴
史
的
、
文
化
的
遺
産
や
貴
重
な
自
然
が
残
さ
れ
て
い

る
新
宿
区
で
、
う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
環
境
を
創

造
し
て
い
く
こ
と
｣
を
宣
言
し
た
。

ま
た
、
平
成
九
年
三
月
策
定
の
新
宿
区
基
本
構
想
に
お

い
て
は
、｢都
市
生
活
も
自
然
生
態
系
の
中
で
営
ま
れ
る
こ

と
を
深
く
認
識
し
、
み
ど
り
と
う
る
お
い
の
あ
る
快
適
な

都
市
環
境
づ
く
り
｣
を
進
め
、
み
ど
り
の
保
全
と
創
出
、

生
き
物
と
の
共
生
及
び
水
辺
や
公
園
の
整
備
を
推
進
し
て

い
く
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

樹
木
や
草
花
、
公
園
や
水
辺
等
の

｢み
ど
り
｣
は
、
都

市
の
公
害
、
騒
音
、
熱
害
を
和
ら
げ
、
チ
ョ
ウ
や
ト
ン
ボ
、

野
鳥
な
ど
の
身
近
な
生
き
物
を
育
み
、
都
市
の
環
境
を
回

復
す
る
と
と
も
に
、
魅
力
あ
る
景
観
を
つ
く
り
、
私
た
ち

の
心
に
や
す
ら
ぎ
と
活
力
を
与
え
て
く
れ
る
。

人
間
と
深
く
か
か
わ
り
合
い
を
持
ち
、
誰
に
で
も
親
し

め
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
と
心
を
豊
か
に
し
、
環
境
を
乱
さ

な
い
自
然
の
装
置
で
あ
る

｢み
ど
り
｣
の
価
値
を
、
私
た

ち
は
今
、
新
た
に
見
直
す
時
に
来
て
い
る
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
認
識
を
明
確
に
し
、
今
後
の
緑
化
行
政
を
計

画
的
に
進
め
て
い
く
た
め
に
、
現
在
新
宿
区
み
ど
り
の
基

本
計
画
を
策
定
中
で
あ
る
。
(図
1
)

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
街
路
樹
は
、
都
市
に
お
け
る

貴
重
な

｢み
ど
り
｣
の
存
在
場
所
で
あ
り
、
ま
た
、
雑
然

と
し
た
街
に
統
一
感
を
与
え
、
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
を
印
象

づ
け
る
重
要
な
も
の
で
も
あ
る
。

環
境
へ
の
関
心
と
認
識
が
高
ま
る
一
方
で
、
厳
し
い
財

政
状
況
の
中
で
街
路
樹
の
価
値
と
役
割
を
見
直
す
こ
と
が

新
宿
区

の
街
路
樹

杉

田
屋

宏



必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
動
き
を
、
当
区
の
例
で

見
て
み
る
。
る

(策定年月)

新宿区基本計画 新宿区都市マスタープラン 新宿区環境管理計画

(平成 9年12月) (平成 8年 5月) (平成 6年 3月)

-新宿区みどりの基本計画 (策定中) -

図 1 関連計画の体系

二

役
割
を
増
す
街
路
樹

ま
ず
、
緑
被
率

(土
地
が
ど
れ
だ
け
緑
で
被
わ
れ
て
い

る
か
)
で
区
内
の
状
況
を
見
て
み
る
。
(表
ー
)

区
全
体
の
緑
被
率
は
、
一
七
･
四
五
%
で
あ
る
が
、
道

路
の
緑
被
率
は
一
○
･
三
四
%
と
な
っ
て
い
る
。
構
成
比

で
は
、
街
路
樹
に
よ
る
緑
被
率
へ
の
寄
与
率
は
約
一
割
と

な
っ
て
お
り
、
学
校
や
公
共
施
設
よ
り
も
高
い
数
値
で
あ

る
。
街
路
樹
の
担
保
は
、
恒
常
的
に
都
市
の
緑
化
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
確
信
さ
れ
る
。

緑
被
率
の
構
成
比
を
平
成
二
年
度
と
平
成
七
年
度
と
で

比
較
し
て
み
る
。
(表
2
)

バ
ブ
ル
経
済
の
影
響
が
、
住
宅
･
事
業
所
等
の
緑
被
率

を
大
幅
に
減
少
さ
せ
て
い
る
。
道
路
の
緑
被
率
は
確
実
に

担
保
さ
れ
て
お
り
、
公
園
の
新
設
に
よ
る
緑
被
率
の
増
加

て 減 経 み の 与 樹 り
お 少 済 る 構 え の 、 樹 表ー 土地用途別の緑被状況
り さ の 0 成 る 担 学 に

土地用途 公 園 学 校 公共施設 道 路 住宅事業所等 区 全 体

敷地面積(ha) 114 .68 96 .30 89 .48 311.39 1,211.15 1,823 .00

緑被面積(ha) 78 .13 17 .27 16 .89 32 .19 173.56 318 ,04

緑 被 率(% ) 63 .84 17 .93 18 .88 10 .34 14.33 17 .45

構 成 比(% ) 24 .57 5 .43 5 .31 10 .12 54 .57 100 ･00

(平成 7年 3月 第 4次新宿区みどりの実態調査報告書)

し
か
し
な
が
ら
、
住
宅
･
事
業
所
等
の
緑
被
率
の
減
少

は
今
後
も
進
ん
で
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
公
園
の

新
た
な
確
保
は
財
政
的
に
も
望
め
る
状
況
で
は
な
く
、
学

校
や
公
共
施
設
も
同
様
で
あ
り
緑
の
量
的
な
推
移
に
は
危

機
的
な
も
の
が
あ
る
。
一
方
、
緑
被
率
へ
の
寄
与
は
一
割

程
度
で
は
あ
る
が
、
ブ

レ
ー
キ
が
か
か
っ
て
い
る
と
は
い

え
都
市
計
画
道
路
や
市
街
地
再
開
発
等
に
よ
る
街
路
空
間

え 呈 ト は の
今 し に
後 か と
も し ど
進 な ま

も
あ
り
、
区
全
体
と
し
て
は
緑
被
率
の
減
少
は
僅
か
な
も

ん が っ
表 2 土地用途別緑被率の推移で ら て 体
土地用途 公 園 学 校 公共施設 道 路 住宅事業所等 区 全 体

平成 2年度 19.54 5 .26 4 .59 9 .91 60 .70 17 .92

平成 7年度 24.57 5 .43 5 .31 10 .12 54 .57 17,45

増 減 5 .03 0 .17 0 .72 0 .21 ‐6.13 ‐0,47

　
る

(平成 7年 3月 第 4次新宿区みどりの実態調査報告書)
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の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
み
ど
り
の
増

加
要
因
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
当
区
で

は
、
過
密
都
市
に
お
け
る
新
た
な
緑
の
創
出
の
方
策
と
し

て
建
築
物
の
屋
上
緑
化
を
進
め
る
施
策
も
合
わ
せ
て
行
っ

て

い
る
。

次
に
、
住
民
の
目
か
ら
見
た
み
ど
り
の
増
加
に
つ
い
て

み
て
み
る
。
(図
2
)

砲

＼え

J

　
　
　
　

　
　

　

　　

　
　

　

と
感

やや増えてきていると

いると

るじ

目
~

　
　
　
　

わ

件

　

図 2 区内の緑の増加に対する評価

新宿区政世論調査)

い

と

な

る

と

し
4

い

る

　
　

　

かなり減ってきていると

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

が
感

や
感

実
際
の
み
ど
り
の
減
少
と
は
裏
腹
に
、
住
民
の
意
識
の

上
で
は
み
ど
り
が
増
え
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
人
が
二
四
･

八
%
お
り
、減

っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
八
の
一
四
･

七
%
を
上
回
っ
て
い
る
。
当
区
で
は
、
敷
地
面
積
二
五
〇

耐
以
上
の
建
築
計
画
に
対
し
て
接
道
都
の
緑
化
を
重
視
し

た
緑
化
指
導
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
施
策
と
共
に
街
路

樹
の
増
加
が
住
民
に
感
覚
的
な
み
ど
り
の
増
加
を
感
じ
さ

せ
て
い
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

生
き
物
の
生
息
環
境
と
し
て
の
街
路
樹

当
区
は
、平
成
六
年
度
に
｢み
ど
り
に
よ
る
生
物
生
息
環

境
形
成
計
画
｣
を
策
定
し
た
。
こ
れ
は
、都
市
化
の
高
度
に

進
ん
だ
当
区
に
お
い
て
、住
民
に
自
然
を
よ
り
身
近
な
も
の

と
し
て
も
ら
い
、
質
の
高
い
都
市
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
区
内
に
大
小
の
生
物
生
息
拠
点
を
整
備

し
、
そ
れ
を
線
で
繋
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
区
内
の
面
的
な

自
然
度
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
線
と
し
て

は
、
河
川
、
街
路
樹
、
崖
線
と
あ
る
が
区
内
を
広
く
繋
げ

る
も
の
と
し
て
は
や
は
り
街
路
樹
の
役
割
が
大
き
く
な
る
。

街
路
樹
が
生
き
物
の
生
息
場
所
と
し
て
の
価
値
を
高
め

る
に
は
、
使
用
樹
種
の
種
類
や
構
成
に
多
様
性
を
持
た
せ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
路
線
数
が

多
く
一
路
線
の
短
い
区
道
の
整
備
は
大
き
な
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

区
道
に
お
い
て
の
植
栽
樹
種
の
多
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。

(表
3
)

四

身
近
な
み
ど
り
と
し
て
の
街
路
樹

都
市
の
み
ど
り
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
は
、
街
路
樹

の
ほ
か
に
公
園
や
民
有
地
の
み
ど
り
が
あ
る
が
、
身
近
な

み
ど
り
と
し
て
は
そ
れ
が
よ
く
目
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
街
路
樹
は
日
常
的
に
目
に
見

え
る
み
ど
り
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
街
を
平
面
的
に
捕
ら
え
る
緑
被
率
と
は
別
に
、

実
際
の
人
の
視
点
か
ら
の
と
ら
え
た
緑
視
率
で
み
て
み
る
。

(表
4
)

表 3 管理者別道路植栽の状況

区 道 都 道 国 道 合 計

植栽本数 (本) 5
,
158 6

,
105 242 11

,
505

道路植栽延長 ( m ) 14
,
421 篠 鈍 ●道路延長 ( m ) 286

,
057 鰔 硼 禦植栽樹種数 (種) 44 25 獲れ★ 一道路植栽面積 (評) 27

,
947 鰤 硼 鰔(平成 7年 3月 第 4次新宿区みどりの実態調査報告書)
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施
1
1
鮠
3
の
商
業
･
業
務
系
の
緑
視
の
中
心
は
街
路

樹
で
あ
り
、
特
に
蚫
1
の
新
都
心
地
区
で
は
、
広
幅
員
道

路
の
街
路
樹
の
大
木
が
緑
視
率
の
向
上
に
高
く
寄
与
し
て

い
る
。
脆
4
、
転
5
の
住
宅
系
の
地
区
で
は
庭
木
や
生
垣

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
商
業
。
業
務
系
の
日
常
的
に
目
に
触
れ
る
自
然
と

し
て
は
、
街
路
樹
は
公
園
よ
り
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
と

表 4 緑視率の現況

蚫 地 区 地 区 の 概 要 平均緑視率

1上 新都心 超高層ビル群を中心とした地区 13
.
4 %

り“ 新宿駅東ロ 大規模な商業施設や事務所が集積 稀6
QJ 飯田橋 中高層建築物が立ち並ぶ業務地区 艦戯

イ生 自白文化村 比較的面積の広い個人住宅が中心 挑銘
氏･U 旧市街 (余丁町) 敷地面積のやや小さい個人住宅や商店が集積 秘跟

(平成 7年 3月 第 4 次新宿区みどりの実態調査報告書)

約
3

2

　

　

　

　

　　　

　
　

　　

　

成 9年10月 新宿区政世論調査)

に必要と感じる緑やオープン
　
　
　

年

要
種

　

　
　

　

　
　

身
不

図

･
地
球
環
境
レ
ベ
ル
か
ら
の
取
り
組
み

と
い
っ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
現
在
、
策
定
中

の
新
宿
区
み
ど
り
の
基
本
計
画
で
検
討
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
街
路
樹
に
お
い
て
も
そ
の
役

割
の
質
的
な
変
化
に
伴
っ
て
、
設
計
や
維
持
管
理
に
お
い

て
の
新
た
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
身
近
な
み
ど

り
と
し
て
は
、
住
民
参
加
な
ど
の
ソ
フ
ト
面
で
の
対
応
が

求
め
ら
れ
、
ま
た
、
生
き
物
の
生
息
空
間
と
し
て
見
た
場

合
に
は
、
生
態
学
の
知
識
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
確
実
に
実
行
し
て
い
く
た
め
に
は
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
が
是
非
と
も
必
要
に
な
る
。
残
念
な
が

多6 道々テセ 98.5

い

ば

林

鰯

他

琥

図

場

っ

園

き

林

垣

川

民

の

か

公

広

原

庭

大

樹

生

小

区

池

そ

わ

い
え
る
。

こ
の
こ
と
を
住
民
の
目
か
ら
具
体
的
に
示
し
た
も
の
が

図
3
で
あ
る
。

五

今
後
の
課
題

当
区
に
お
い
て
、
今
後
も
み
ど
り
を
増
や
し
育
ん
で
い

く
た
め
の
課
題
と
し
て
、

･
新
宿
区
ら
し
さ
の
み
ど
り
づ
く
り

･
み
ど
り
の
減
少
を
ス
ト
ッ
プ
す
る

･
公
共
の
み
ど
り
の
充
実
と
管
理

･
生
き
物
と
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り

･
み
ど
り
の
し
く
み
づ
く
り

35 8



ら
、
当
区
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
ま
だ
作

成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
担
当
者
の
個
人
レ
ベ
ル
で
の
努
力
に

よ
る
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
み
ど
り
の

基
本
計
画
の
策
定
に
伴
い
、
こ
う
し
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整

備
を
進
め
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
合
っ
た
街
路
樹
行
政
を
強

く
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六

事

例

最
後
に
、
区
内
の
特
徴
的
な
街
路
樹
に
つ
い
て
紹
介
す

る
%の

モ
ア
街

新
宿
駅
前
に
地
元
商
店
街
が
主
体
と
な
っ
て
整
備
さ
れ

た
街
路
空
間
で
、
ケ
ヤ
キ
の
大
木
に
よ
る
並
木
が
み
ど
り

の
少
な
い
商
業
空
間
に
オ
ア
シ
ス
と
も
言
う
べ
き
貴
重
な

う
る
お
い
を
与
え
て
い
る
。
(写
真
1
、
2
)

写真 1

Mな
榊
麹
蝋

　　
　　
　
　
　

Q

自
転
車
歩
行
者
道

7
′

区
の
外
周
を
主
に
流
れ
て
い
る
神
田
川
と
妙
正
寺
川
に

“

沿
っ
て
整
備
さ
れ
た
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
で
、
約
三
如

5道行セ 98.5 4 7

写真 3
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の
サ
ク
ラ
が
見
事
な
並
木
を
つ
く
っ
て
い
る
。
ま
た
、
サ

③

コ
ズ
ミ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
前
通
り

空
間
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
ま
た
、
沿
線
の
公
共
施
設

ク
ラ
の
樹
間
に
は
キ
ン
モ
ク
セ
イ
、
ツ
バ
キ
、

ハ
ナ
ミ
ズ

道
路
修
景
事
業
と
し
て
整
備
さ
れ
た
街
路
で
あ
る
。
既

で
は
、
改
修
時
に
一
体
と
な
る
よ
う
な
植
栽
を
つ
く
り
だ

キ
、
サ
ル
ス
ベ
リ
等
の
花
木
や
モ
ミ
ジ
が
植
栽
さ
れ
変
化

存
の
ケ
ヤ
キ
と
イ
チ
ョ
ウ
を
生
か
し
た
直
線
的
な
並
木
に
、

し
て
い
る
。
(写
真
5
)

を
出
し
て
い
る
。
今
年
度
も
新
た
に
○
･
三
五
知
の
整
備

多
種
類
の
低
木
や
地
被
植
物
を
組
み
合
わ
せ
、
舗
装
デ
ザ

(東
京
都
新
宿
区
役
所
土
木
部
課
長
参
事
))

が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
(写
真
3
、
4
)

イ
ン
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
も
に
変
化
に
富
ん
だ
質
の
高
い

写真 4



鳥
取
県
に
お
け
る
『地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
』

鳥
取
県
土
木
部
道
路
課

分
野
で
全
国
の
都
道
府
県
と
比
べ
て
上
位
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
暮
ら
し
や
す
い
県
で
あ
る
と
の
評
価
を
得

て
い
ま
す
。

近
年
、
国
内
に
お
い
て
、
高
速
道
路
網
の
整
備
な

ど
が
進
む
中
で
、
産
業
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
地
域
間
の

新
た
な
結
び
付
き
が
深
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

日
本
海
が

｢平
和
と
友
好
の
海
｣
へ
と
変
化
し
、
東

ア
ジ
ア
の
地
域
が
、
非
常
に
大
き
な
発
展
の
可
能
性

の
あ
る
地
域
と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

本
県
は
、
す
ぐ
れ
た
自
然
的
、
社
会
的
、
地
理
的

条
件
を
活
か
し
な
が
ら
、
国
内
の
各
地
と
の
連
携
を

踞

深
め
、
さ
ら
に
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
々
な
ど
と
の
交

セ行

流
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
発
展
の
可

道

能
性
を
開
く
こ
と
の
で
き
る
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

の

一
は
じ
め
に

鳥
取
県
は
、
本
州
の
南
西
部
に
あ
っ
て
、
北
は
日

本
海
を
隔
て
て
大
陸
と
向
き
合
い
、
南
に
は
中
国
山

地
が
控
え
、
東
西
に
や
や
細
長
く
、
南
北
に
急
峻
に

傾
斜
し
た
地
形
を
な
し
て
お
り
、
山
岳
型
か
ら
海
浜

型
に
徐
々
に
変
化
す
る
景
観
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

本
県
は
、
四
市
三
一
町
四
村
か
ら
な
り
、
そ
の
面

積
は
お
よ
そ
国
土
の
百
分
の
一
の
約
三
、
五
〇
〇
姪
、

人
口
は
全
国
で
一
番
少
な
い
約
六
一
万
五
、
○
○
○

人
で
す
。
そ
の
中
に
、
美
し
い
風
紋
の
見
ら
れ
る
広

大
な
鳥
取
砂
丘
、
四
季
折
々
に
美
し
く
雄
大
な
大
山

な
ど
豊
か
な
自
然
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
東
部
の
千

代
川
、
中
部
の
天
神
川
、
そ
し
て
西
部
の
日
野
川
と

三
つ
の
河
川
の
流
域
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
野
が
形
成

さ
れ
て
お
り
、
美
し
い
海
岸
線
と
青
く
澄
ん
だ
日
本

海
と
な
だ
ら
か
な
中
国
山
地
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
地

形
的
に
み
て
、
ま
と
ま
り
の
良
い
県
で
す
。

春
か
ら
秋
は
好
天
が
多
く
、
冬
期
に
は
降
雪
も
あ

る
な
ど
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
は
鮮
や
か
で
、
ま
た
、

台
風
な
ど
の
自
然
災
害
の
少
な
い
気
候
条
件
に
恵
ま

れ
た
県
で
す
。

ま
た
、
東
部
、
中
部
、
西
部
の
三
つ
の
圏
域
は
、

広
域
的
な
生
活
圏
域
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
き

ま
し
た
。
反
面
、
こ
の
こ
と
が
、
圏
域
を
越
え
た
連

携
を
妨
げ
て
き
た
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

平
成
九
年
版
の
｢新
国
民
生
活
指
標
｣
(い
わ
ゆ
る

｢豊
か
さ
の
指
標
｣)
に
よ
れ
ば
、
鳥
取
県
は
格
差
の

少
な
さ
や
社
会
の
や
さ
し
さ
を
表
す

｢公
正
｣
で
全

国
第
一
位
、
｢働
く
｣で
全
国
第
二
位
な
ど
、
多
く
の



二

新
定
な
鳥
取
県
地
域
道
路
整
備
計
画

昭
和
三
〇
年
代
ま
で
、
鳥
取
県
内
の
道
路
は
、
砂

利
道
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
鳥
取
県
で
は
国
道
や
県
道
の
整
備
に

長
く
力
を
入
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
五

〇
年
代
に
は
、
道
路
の
改
良
･
舗
装
率
は
全
国
の
平

均
を
超
え
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
ま
だ
、
道
路
網
そ
の
も
の
の
整
備
は
十

分
で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
鳥
取
県
が
昨
年
五
月

に
実
施
し
た

｢県
民
ニ
ー
ズ
調
査
｣
に
よ
れ
ば
、
道

路
網
の
整
備
に
も
っ
と
力
を
い
れ
て
ほ
し
い
と
答
え

る
人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
た
め
、
鳥
取
県
で
は
、
昨
年
、
県
民
の
皆
さ

ん
の
意
見
を
基
に
道
づ
く
り
の
指
針
と
な
る

｢鳥
取

県
道
路
整
備
長
期
ビ
ジ
ョ
ン
｣
を
ま
と
め
ま
し
た
。

現
在
、
こ
の
ビ
ジ

ョ
ン
を
基
に
、
県
で
は
、
次
の
六

つ
の
柱
に
よ
り
道
路
の
整
備
を
積
極
的
に
進
め
て
い

ま
す
。

“
み
ち
“

が
支
え
る
交
流
と
連
携

他
の
地
域
と
の
交
流
を
活
発
に
し
、連
携
を
強
化

す
る
た
め
、高
速
道
路
や
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備

を
進
め
ま
す
。

"
み
ち
“
が
支
え
る
活
き
活
き
と
し
た
ま
ち

渋
滞
の
緩
和
や
良
好
な
地
域
内
交
流
の
た
め
の
整

八頭郡

騨
山

襲　　　
　

江
ヨ

　
　

国
母
載
皿
塩
挺
園
廿

　
　　　　　

　　　　

高槻各幹線道路

麗国田 l
聽鰯幽 l ご本計画区間
□□ l ′ 定 路 線

地域宵規格道路
l 用 済 区 間

e e e l 民計 画 路 線

図 1 鳥取県の高規格幹線道路網 (平成10年 3月20日現在)

Hlo･32 0現在 賤尋巷

岡 山 県

青谷･羽合道路 鳥取~青谷間
　　　　　　 　　　　　

東伯郡

鸚 ! 鳥取市

西伯郡

島 根 県

園幽回

広 島 県
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備
を
進
め
、
活
力
と
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま
ち
を
形
成

し
ま
す
。

“み
ち
“
が
支
え
る
中
山
間
地
域

行
き
止
ま
り
道
路
や
交
通
不
能
の
区
間
を
で
き
る

限
り
な
く
し
、
安
定
し
た
生
産
基
盤
の
確
保
、
生
活

環
境
の
整
備
を
図
り
ま
す
。

"
み
ち
"
が
支
え
る
安
全
で
快
適
な
生
活

子
ど
も
や
高
齢
者
な
ど
の
立
場
に
立
ち
、安
全
で

快
適
な
道
路
整
備
を
進
め
る
ほ
か
、
積
雪
、
防
災
対

策
を
進
め
ま
す
。

"
み
ち
“
が
支
え
る
観
光
と
地
域
文
化

鳥
取
県
の
豊
か
な
観
光
資
源
を
活
か
す
た
め
、広

域
観
光
ル
ー
ト
の
形
成
、わ
か
り
や
す
い
標
識
の
整

備
な
ど
を
進
め
ま
す
。

"
み
ち
“
が
支
え
る
自
然
環
境
の
保
全
と
創
出

地
域
の
自
然
環
境
と
調
和
し
、生
態
系
を
維
持
で

き
る
工
事
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、道
路

の
緑
化
な
ど
、景
観
に
も
配
慮
し
た
道
路
整
備
を
進

め
ま
す
。

三

重
点
地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

そ
れ
を
支
援
す
る
道
路
事
業

建
設
省
で
は
、
従
来
よ
り
、
魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ

る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
各
種
施
策
を
推
進
し
て

い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、平
成
八
年
度
か
ら
は
こ
の
う

ち
、
さ
ら
に
整
備
を
早
め
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な

事
業
効
果
が
期
待
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
重
点
投
資

を
行
う
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣
を
新
た
に

創
設
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、鳥
取
県
で
は
次
の
三
箇
所
を
事
業

対
象
と
し
て
選
定
し
、関
連
す
る
道
路
事
業
の
整
備

促
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

鳥
取
都
市
開
発
整
備
事
業

(津
ノ
井
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
)

①
目
的
･
内
容

山
陰
地
方
に
お
け
る
中
核
都
市
と
し
て
、鳥
取

市
の
一
層
の
都
市
機
能
の
整
備
充
実
を
図
る
た

め
、
鳥
取
市
南
部
の
丘
陵
地
に
、
住
･産
･学
の

複
合
的
機
能
を
備
え
た
新
市
街
地
を
、開
発
整
備

す
る
も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
鳥
取
市

･
開
発
面
積

三
〇
四
･
九
ね

･
計
画
人
ロ

ー
○
、
0
0
0
人

③
地
域
活
性
化
の
効
果

日
本
海
国
土
軸
の
形
成
拠
点
と
し
て
の
都
市
地

域
の
形
成
、及
び
あ
ら
ゆ
る
面
で
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
、
ゆ
と
り
と
う
る
お
い
の
あ
る
都
市
地
域
の

形
成
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

④
重
点
施
策
事
業

･
一
般
宅
地
造
成
事
業

(地
域
振
興
整
備
公
団
)

･新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業

(地
域
振
興
整
備
公

団
)

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業
及
び
想
定
さ
れ
る
整
備

効
果(直

轄
国
道
)

･
一
般
国
道
二
九
号

(津
ノ
井
バ
イ
パ
ス
)

国
道
五
三
号
鳥
取
南
バ
イ
パ
ス
と
合
わ
せ
、

鳥
取
市
の
半
環
状
道
路
を
形
成
し
、鳥
取
市
街

地
に
流
入
す
る
交
通
を
分
散
･誘
導
し
て
、
市

内
の
交
通
混
雑
の
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、鳥

取
二
〇
万
人
都
市
構
想
の
受
け
皿
と
な
る
津
ノ

62 道イテセ 98.5
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井
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
市
の
中
心
部
を
結
ぶ
幹
線

道
路
と
し
て
計
画
さ
れ
て
お
り
、将
来
の
都
市

づ
く
り
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

(地
方
道
)

･
一
般
県
道

鳥
取
市
桜
谷
ー
正
蓮
寺
線

国
道
二
九
号
津
ノ
井
バ
イ
パ
ス
を
介
し
て
、

鳥
取
市
街
地
東
部
と
津
ノ
井
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

と
、市
の
中
心
部
を
結
ぶ
幹
線
道
路
と
し
て
計

画
さ
れ
て
お
り
、
津
ノ
井
バ
イ
パ
ス
と
同
様
、

将
来
の
都
市
づ
く
り
に
寄
与
す
る
道
路
と
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

2

倉
吉
パ
ー
ク
ス
ク
エ
ア
･東
郷
湖
羽
合
臨
海
公

園
整
備
事
業

①
目
的
･
内
容

鳥
取
県
中
部
地
域
の
一
体
的
発
展
を
図
る
た

め
、
中
心
都
市
倉
吉
市
に
、
交
流
、
情
報
発
信
、

及
び
地
域
振
興
の
拠
点
と
な
る
施
設
(倉
吉
パ
ー

ク
ス
ク
エ
ア
)を
整
備
し
、
併
せ
て
広
域
観
光
の

活
性
化
を
促
進
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、東
郷
湖
周
辺
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を

活
か
し
た
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
を
整
備

し
、県
民
の
憩
い
の
場
と
な
る
大
規
模
都
市
公
園

(東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
)
の
建
設
を
行
う
も
の

で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
倉
吉
市
、
羽
合
町
、
東
郷
町

･
(倉
吉
パ
ー
ク
ス
ク
エ
ア
)

約
一
四
ね

･
(東
郷
湖
羽
合
臨
海
公
園
)

計
画
決
定
面
積

五
四
六
･
一
如

③
地
域
活
性
化
の
効
果

県
中
部
圏
域
の
人
･物
･情
報
交
流
の
中
核
施

設
と
し
て
、ま
た
本
県
の
広
域
観
光
ル
ー
ト
上
の

主
要
観
光
拠
点
と
し
て
、地
域
の
活
性
化
に
大
き

く
寄
与
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

④
重
点
施
策
事
業

･
定
住
文
化
セ
ン
タ
ー

(鳥
取
県
)

･
梨
博
物
館

(鳥
取
県
)

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業
及
び
想
定
さ
れ
る
整
備

効
果(補

助
国
道
)

･
一
般
国
道
三
一
三
号

(大
挟
峠
道
路
)

地
域
高
規
格
道
路
北
条
湯
原
道
路
の
一
部

で
あ
る
こ
れ
ら
の
道
路
整
備
に
よ
り
、米
子
自

動
車
道
や
中
国
縦
貫
道
へ
の
時
間
距
離
が
短

縮
さ
れ
、
京
阪
神
･
山
陽
･
四
国
方
面
か
ら

の
、当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
各
施
設
へ
の
交
通
利
便

性
が
向
上
し
、よ
り
広
域
的
な
観
光
ル
ー
ト
が

形
成
さ
れ
、
観
光
交
流
圏
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

･
一
般
国
道
一
七
九
号

(若
宮
拡
幅
)

(地
方
道
)

図 3 倉吉パークスクエア イメージ図
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･
主
要
地
方
道

鳥
取
鹿
野
倉
吉
線

当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
各
施
設
間
を
結
ぶ
主
要
道

路
と
し
て
の
ア
ク
セ
ス
強
化
が
図
ら
れ
ま
す
。

(都
市
計
画
道
路
)

･
三
明
寺
下
田
中
線

倉
吉
パ
ー
ク
ス
ク
エ
ア
に
直
結
す
る
新
た
な

進
入
路
が
形
成
さ
れ
ま
す
。

3

鳥
取
県
中
海
圏
域
地
方
拠
点
都
市
地
域
活
性
化

事
業

①
目
的
･
内
容

環
日
本
海
交
流
の
到
来
、
日
本
海
国
土
軸
の
形

成
な
ど
、
国
の
内
外
に
お
け
る
大
き
な
時
代
の
潮

流
の
中
に
あ
っ
て
、
人
ロ
集
積
、
交
通
の
拠
点
等

の
地
域
特
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
快
適
で
機
能
的

な
定
住
環
境
の
整
備
と
、
人
･
物
･
情
報
な
ど
多

様
な
形
態
の
交
流
基
盤
の
整
備
を
推
進
し
、
日
本

海
沿
岸
地
域
の
交
流
の
拠
点
形
成
を
目
指
し
ま
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
米
子
市
、
境
港
市
、
西
伯
町
、
会
見
町
、
岸
本

町
、
日
吉
津
村
、
淀
江
町
、
大
山
町
、
溝
ロ
町

･
圏
域
人
ロ

ニ
一
万
四
、
0
0
0
人

面
積

二
七
、
0
0
0
如

③
地
域
活
性
化
の
効
果

地
域
の
一
体
的
整
備
が
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、

地
域
に
根
ざ
し
た
産
業
が
創
出
、
及
び
地
域
の
自

立
的
成
長
が
促
進
さ
れ
、
環
日
本
海
交
流
の
メ
イ

ン
ス
テ
ー
ジ
と
な
る
中
海
交
流
都
市
圏
が
形
成
さ

れ
ま
す
。

④
重
点
施
策
事
業

･
と
っ
と
り
花
回
廊

(鳥
取
県
)

･
米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

(鳥
取
県

･

米
子
市
)

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業
及
び
想
定
さ
れ
る
整
備

効
果(直

轄
国
道
)

･
一
般
国
道
九
号

(米
子
道
路
、
安
来
道
路
)

山
陰
自
動
車
道
の
機
能
を
当
面
代
替
す
る
こ

の
道
路
整
備
に
よ
り
、
県
東
･
中
分
圏
域
、
さ

ら
に
は
、
島
根
県
か
ら
の
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
各

施
設
へ
の
交
通
利
便
性
が
向
上
し
、
よ
り
広
域

的
な
観
光
ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
ま
す
。

道イテセ 98,5
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(補
助
国
道
)

･
一
般
国
道
一
八
〇
号

(米
子
バ
イ
パ
ス
、
弥
生

拡
幅
)

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
周
辺
の
こ

れ
ら
の
道
路
整
備
に
よ
り
、
当
セ
ン
タ
ー
へ
の

交
通
利
便
性
が
向
上
し
、当
セ
ン
タ
ー
が
中
国
･

四
国
地
方
の
環
日
本
海
交
流
拠
点
の
中
核
施
設

と
し
て
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
も
の
と
期
待
さ

れ
ま
す
。

(地
方
道
)

･
主
要
地
方
道

溝
ロ
伯
太
線

と
っ
と
り
花
回
廊
周
辺
の
こ
の
道
路
整
備
に

よ
り
、
地
方
拠
点
都
市
地
域
内
各
施
設
か
ら
の

ア
ク
セ
ス
強
化
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
米
子

自
動
車
道
を
経
由
し
て
の
京
阪
神
･
山
陽
･
四

国
方
面
か
ら
の
交
通
利
便
性
が
向
上
し
ま
す
。

(都
市
計
画
道
路
)

･
米
子
中
央
線

･
米
子
駅
境
線

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
へ
の
ア
ク

セ
ス
向
上
を
補
完
し
ま
す
。

四

こ
れ
か
ら
の
鳥
取
県
の
道
路

現
在
の
鳥
取
県
総
合
計
画
の
基
本
目
標
で
あ
る
｢人

と
社
会
と
自
然
が
調
和
し
、
躍
進
す
る
『公
園
都
市
』

鳥
取
県
｣
を
実
現
す
る
基
盤
と
な
る
の
は
、
地
域
と

地
域
を
結
び
つ
け
、
人
や
物
の
交
流
を
創
出
道
路
に

ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
中
で
も
、
特
に
経
済
的
結
び
付
き
の
強
い
関

西
圏
と
の
時
間
･
距
離
を
大
幅
に
短
縮
で
き
る
中
国

横
断
自
動
車
道
姫
路
鳥
取
線
や
、
鳥
取
米
子
一
時
間

構
想
を
実
現
し
、
本
県
の
一
体
性
を
強
化
す
る
も
の

と
期
待
さ
れ
る
山
陰
自
動
車
道
等
に
は
、
最
優
先
で

取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
『公
園
都
市
』
の
実
現
に
向
け
て
、
観
光
資

源
や
文
化
資
源
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
や
産
業
･
開
発

拠
点
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
た
め
に
必
要
な
道
路
、
都
市

と
周
辺
の
中
山
間
地
域
等
を
結
ぶ
道
路
の
整
備
を
積

極
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
併
せ
て
、
自

然
環
境
に
配
慮
し
、
自
然
と
調
和
し
た
道
路
整
備
が

現
在
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
の
道
路
整
備
に

は
、
自
然
環
境
に
配
慮
し
た
道
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
道
路
整
備
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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鮒
月
･
日

世

界

の

動

き

○
エ
リ
ツ
ィ
ン
･
ロ
シ
ア
大
統
領
が
チ
ェ
ル
ノ
ム
イ
ル
ジ
ン
首
相

(五
九
)
ら
全
閣
僚
を
大
統
領
令
に
よ
っ
て
解
任
し
、
若
手
改
革

派
の
キ
リ
エ
ン
コ
燃
料
エ
ネ
ル
ギ
ー
相

(三
三
)
を
首
相
代
行
に

任
命
。

○
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
は
、
ダ
ウ
工
業
株
平
均
の
終
値
が
初

め
て
九
〇
〇
〇
ド
ル
台
の
大
台
を
突
破
。
先
週
末
よ
り
四
九
･
八

二
ド
ル
高
の
九
〇
三
三
･
三
ニ
ド
ル
で
、
米
国
へ
の
国
際
的
な
投

資
資
金
が
還
流
し
て
い
る
。

○
経
済
協
力
開
発
機
構

(O
E
C
D
)
が
ま
と
め
た
加
盟
二
九
ヵ

国
の
経
済
見
通
し
に
よ
る
と
、
日
本
経
済
の
現
状
は

｢景
気
後
退

の
瀬
戸
際
｣
で
、
九
八
年
の
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
の
実
質
成

長
率
は
マ
イ
ナ
ス
○
･
三
%
と
予
測
さ
れ
た
。

○
英
領
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
紛
争
の
和
平
交
渉
は
最
終
合
意
に
達
し
、

ブ
レ
ア
英
首
相
と
ア
ハ
ー
ン
･
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
首
相
が
合
意
文
書

に
署
名
し
た
。
幅
広
い
自
治
権
を
有
す
る
地
方
議
会
の
創
設
な
ど

で
、
紛
争
は
約
三
〇
年
ぶ
り
に
和
解
に
向
か
う
。

○
国
際
通
貨
基
金

(I
M
F
)
が
世
界
経
済
の
見
通
し
を
発
表
、

九
八
年
の
日
本
経
済
に
つ
い
て

｢ゼ
ロ
成
長
｣
と
し
た
ほ
か
、
米

国
、
フ
ラ
ン
ス
ニ
･
九
%
、
ド
イ
ツ
ニ
･
五
%

(実
質
国
内
生
産

成
長
率
)
な
ど
と
し
た
。

○
主
要
七
カ
国
蔵
相
･
中
央
銀
行
総
裁
会
議

(G
7
)
が

｢日
本

が
直
面
す
る
課
題
は
深
刻
｣
と
の
共
同
声
明
を
発
表
し
、
内
需
拡

大
を
求
め
た
。

○
橋
本
龍
太
郎
首
相
と
エ
リ
ツ
ィ
ン
･
ロ
シ
ア
大
統
領
が
静
岡
県

伊
東
市
川
奈
の
ホ
テ
ル
で
の
第
二
回
会
議
で
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に

締
結
を
目
指
す
平
和
条
約
に
つ
い
て
北
方
四
島
の
帰
属
問
題
を
解

決
、
友
好
協
力
に
関
す
る
原
則
を
盛
り
込
む
こ
と
で
合
意
し
た
。
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月
･
日

国
内
の

動

き

○
国
土
庁
発
表
の
一
九
九
八
年
の
地
価
公
示
に
よ
る
と
、
公
示
地

価
は
全
国
平
均
で
九
二
年
以
来
七
年
連
続
下
落
し
た
が
、
下
げ
幅

は
縮
小
し
て
い
る
。
昨
年
に
比
べ
住
宅
地
が
一
･
四
%
、
商
業
地

が
六
･
一
%
下
が
っ
た
。

○
総
務
庁
が
労
働
力
調
査
結
果
を
発
表
し
た
が
、
二
月
の
完
全
失

業
率
は
三
･
六
%

(季
節
調
整
値
)
と
前
月
に
比
べ
○
･
一
ポ
イ

ン
ト
上
昇
し
、
最
悪
を
記
録
し
た
。

○
政
府
が
閣
議
で
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
を
目
標
年
次
と

す
る
新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画

(五
全
総
)
を
決
定
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
四
全
総
は
効
力
を
失
っ
た
。

○
改
正
外
国
為
替
法
が
施
行
さ
れ
た
。
両
替
業
務
の
参
入
が
自
由

に
な
る
ほ
か
、
内
外
の
資
本
取
引
、
決
済
、
海
外
で
の
資
産
運
用

に
か
か
わ
る
規
制
が
ほ
ぼ
全
廃
さ
れ
、
金
融
ビ
ッ
グ
バ
ン
が
本
格

化
す
る
。

○
日
本
自
動
車
販
売
協
会
連
合
会
の
発
表
に
よ
る
と
、
九
七
年
度

の
新
車
の
販
売
台
数
は
四
七
四
万
七
、
0
八
九
台
で
、
前
年
度
比

一
四
･
六
%
減
。
四
年
ぶ
り
の
減
少
と
な
っ
た
。

○
九
八
年
度
の
政
府
予
算
案
が
参
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
。
財

政
改
革
法
に
基
づ
き
一
般
会
計
は
七
七
兆
六
、
六
〇
〇
億
円
余
に

圧
縮
さ
れ
た
。

○
橋
本
龍
太
郎
首
相
が
記
者
会
見
、
九
八
、
九
九
年
に
新
た
に
合

計
四
兆
円
を
上
回
る
大
型
減
税
を
実
施
す
る
な
ど
の
意
向
を
表
明

し
、
経
済
運
営
の
路
線
転
換
を
鮮
明
に
し
た
。

事
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月
･
日

道
路
行
政
の

動

き

○
高
松
東
道
路
の
津
田
東
I
C
ー
さ
ぬ
き
三
木
I
C

(
一
三
･
三

畑
)
開
通
。

○
南
九
州
自
動
車
道

(鹿
児
島
道
路
)
伊
集
院
I
C
ー
鹿
児
島
西

I
C

(
一
0
･
二
如
)
開
通
。

○
第
二
東
海
自
動
車
道
の
名
古
屋
南
I
C
ー
東
海
I
C

(五
･
一

如
)
及
び
伊
勢
湾
岸
道
路
の
東
海
I
C
ー
金
城
I
C

(四
･
一
如
)

開
通
。

○
千
葉
東
金
道
路

(二
期
)
松
尾
横
芝
I
C
ー
東
金
I
C
(
一
六
･

一
如
)
開
通
。

○
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
四
月
一
日
よ
り

施
行
さ
れ
た
。
(
一
部
公
布
日
施
行
)

○
名
神
高
速
道
路
の
京
都
南
I
C
ー
吹
田
I
C

(二
七
･
四
如
)

六
車
線
化
完
成
。

○
神
戸
と
淡
路
島
を
結
ぶ
世
界
最
長
の
つ
り
橋
明
石
海
峡
大
橋
が

開
通
し
た
。

○
建
設
大
臣
よ
り
日
本
道
路
公
団
に
対
し
て
高
速
道
路
一
〇
区
間

一
四
九
如
に
つ
い
て
施
行
命
令
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
高
速

道
路
の
施
行
命
令
延
長
は
八
、
四
二
六
如
と
な
っ
た
。

事
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…

易
経
は
占
い
と
倫
理
哲
学
の
二
面
を
持
つ
教
典
で

沙

あ
る
。
易
経
は
こ
の
二
面
性
の
ゆ
え
に
迷
信
妄
語
の

◆
書
と
さ
れ
た
り
、
東
洋
哲
学
の
粋
と
し
て
珍
重
さ
れ

W
た
り
す
る
。
こ
の
極
端
な
ま
で
の
評
価
の
違
い
は
、

　…
易
経
の
生
い
立
ち
を
見
れ
ば
は
っ
き
り
す
る
。
易
占

糸
い
で
は
良
い
こ
と
が
あ
れ
ば
悪
い
こ
と
も
あ
る
。
昼

盆
が
あ
り
夜
も
あ
る
。
男
が
い
れ
ば
女
も
い
る
と
い
う

よ
う
に
、
事
象
の
す
べ
て
を
相
対
二
元
に
割
り
切
る
。

こ
の
考
え
は
、
太
古
の
昔
か
ら
中
国
民
族
の
間
に
伝

{
承
さ
れ
て
来
た
血
肉
と
も
言
え
る
思
考
法
で
あ
る
。

だ
か
ら
陰
陽
二
元
を
基
本
に
四
象
か
ら
八
卦
、
更
に

六
四
卦
へ
と
発
展
さ
せ
る
易
の
体
系
は
、
誰
れ
が
作

し

っ
た
と
い
う
よ
り
も
中
国
民
族
の
血
潮
か
ら
自
然
発

生
的
に
生
じ
、
そ
れ
を
紀
元
前
千
五
百
年
の
周
の
時

代
に
大
成
さ
せ
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
周
と
い

う
国
は
ロ
ー
マ
帝
国
と
同
じ
よ
う
に
後
世
に
文
化
的

遺
産
を
も
た
ら
し
た
国
で
あ
る
。
や
が
て
ロ
ー
マ
帝

国
と
同
じ
よ
う
に
東
西
に
国
が
分
裂
す
る
。
そ
し
て

西
周
は
早
く
滅
び
東
周
が
残
る
。
こ
れ
も
ま
た
ロ
ー

マ
帝
国
の
末
路
と
似
て
い
る
。
紀
元
前
五
百
年
の
束

周
の
時
代
。
孔
子
ら
儒
家
に
よ
っ
て
道
徳
と
い
う
人

の
序
列
を
認
め
る
倫
理
思
想
が
作
ら
れ
、
儒
家
は
こ

の
思
想
を
既
に
あ
っ
た
易
占
い
の
体
系
に
も
ぐ
り
込

ま
せ
、
易
経
と
し
て
四
書
五
経
の
筆
頭
に
据
え
た
。

こ
･
か
ら
易
経
の
二
元
性
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
俗

な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
儒
教
が
易
に
｢宿
借
り
｣
し

た
の
で
あ
る
。
孔
子
が

｢我
に
数
年
を
加
え
五
十
以

て
易
を
学
べ
ば
以
て
大
過
な
か
る
べ
し
｣
(論
語
)と

言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
地
位
の
上
下
や
男
女
の
差
を

容
認
す
る
儒
教
思
想
に
と
っ
て
、
易
の
陰
陽
二
元
論

は
住
み
心
地
の
よ
い
理
論
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
か

く
し
て
時
の
帝
王
は
易
占
い
で
政
治
や
軍
事
の
行
動

を
決
め
、
帝
王
白
身
は
易
経
の
中
の
倫
理
観
に
よ
っ

て
目
か
ら
を
律
す
る
。
と
い
う
祭
政
一
致
の
時
代
が

長
く
続
く
の
で
あ
る
。
易
経
が
帝
王
･
宰
相
の
学
と

い
わ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
時
代
が

ぐ
-
と
下
が
る
と
易
経
は
支
配
者
の
独
占
物
か
ら
民

衆
の
も
の
に
な
る
。
す
る
と
易
経
の
持
つ
二
元
性
が

目
立
ち
は
じ
め
片
や
儒
家
や
学
者
に
よ
る
道
徳
の
訓

話
注
釈
、
片
や
易
者
に
よ
る
占
い
の
書
に
分
化
す
る
。

こ
の
よ
う
な
扱
い
は
現
代
に
お
い
て
も
変
ら
ず
、
易

経
の
解
説
書
は
中
国
古
典
と
し
て
学
術
書
の
棚
に
納

ま
り
、
占
い
と
し
て
の
易
は
趣
味
娯
楽
の
コ
ー
ナ
ー

に
平
積
み
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
構
造
を
理
解

し
た
上
で
易
経
に
何
を
求
め
る
か
は
、
学
ぶ
者
自
身

が
決
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
東
洋
哲
学
と
し
て
学
ぶ
易
経

は
静
的
で
、
迷
い
に
答
え
る
易
は
動
的
で
あ
る
。
な

ぜ
そ
う
な
る
の
か
理
由
を
簡
単
に
述
べ
て
み
た
い
。

宗
教
に
は
創
始
者
が
い
て
、
そ
の
言
動
は
教
義
と

さ
れ
信
者
の
心
の
糧
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
、

釈
迦
の
仏
典
、
孔
子
の
四
書
五
経
、
こ
れ
ら
聖
人
の

言
動
が
そ
の
ま
ま
現
代
に
当
て
嵌
ま
る
と
は
限
ら
な

い
。
そ
の
と
き
は
そ
の
言
動
が
持
つ
精
神
を
理
解
し
、

真
理
の
言
と
し
て
伝
え
る
。
真
理
は
時
代
を
超
越
す

る
か
ら
、
未
来
に
お
い
て
も
真
理
で
あ
り
続
け
ね
ば

な
ら
ぬ
。
聖
人
の
教
典
が
予
言
を
含
む
の
は
こ
の
ゆ

え
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
の
教
義
解
釈
の
姿
勢
は

温
故
知
新
の
静
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

聖
人
の
教
義
は
文
字
や
伝
説
で
残
さ
れ
る
が
、
易

占
い
の
吉
凶
は
形
で
表
さ
れ
る
。
形
は
象
と
い
＼

六
本
組
の
算
木
の
上
に
現
れ
た
蔭

と
一
陽
の
マ
ー

ク
が
織
り
な
す
模
様
の
こ
と
で
あ
る
。
易
六
四
卦
は

そ
れ
ハ
＼
が
異
っ
た
模
様
を
持
つ
、
こ
れ
を
卦
象
と

い
う
。
そ
の
六
本
組
の
一
本
ノ
＼
を
交
と
い
う
。
卦

象
や
炎
の
解
釈
は
占
的
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
千
差
万

別
の
占
的
を
僅
か
六
四
卦
に
当
て
は
め
る
為
に
は
動

的
な
融
通
無
碍
な
解
釈
を
し
な
い
と
対
応
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
学
問
の
易
経
と
実
占
の
易
と
の
違
い

は
こ
コ
か
ら
生
ず
る
。
と
は
言
っ
て
も
両
者
と
も
易

経
を
母
体
に
す
る
か
ら
共
通
ず
る
基
礎
は
学
ば
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ぢ
ら
い
ふく
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